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革
命
期
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教
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の
自
由

l
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村

(→ フランスにおける教育の自由法理の形成
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説

て
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
お
よ
び
そ
ン
タ
l

ニ
ユ
憲
法

二
、
公
教
育
に
関
す
る
諸
計
画
案
お
よ
び
法
令

三
、
プ
キ
エ
法
(
共
和
二
年
霜
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
)
の
制
定
お
よ
び
適
用

第
三
節
テ
ル
ミ
ド
l
ル
国
民
公
会
期
お
よ
び
総
裁
政
府
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
九
四
年
七
月
l
一
七
九
九
年
一
一
月
)

一
、
ラ
カ
ナ
ル
法
(
共
和
三
年
霧
月
二
七
日
の
デ
ク
レ
)
の
制
定
お
よ
び
適
用

二
、
共
和
三
年
憲
法
の
制
定

三
、
ド
ヌ
ワ
法
(
共
和
四
年
霧
月
一
一
一
日
の
デ
ク
レ
〉
の
制
定
お
よ
び
適
用

第
四
節
第
一
章
の
ま
と
め

論

は

じ

め

付

基
本
的
人
権
の
一
っ
と
し
て
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
は
、

わ
が
国
の
学
界
に
お
い
て
も
近
年
教
科
書
検
定
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る

家
、
一
氷
訴
訟
を
契
機
と
し
て
活
発
な
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
伝
統
的
な
憲
法
学
説
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
憲
法
が
教
育
の
自
由

の
明
文
の
規
定
を
有
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
教
育
の
自
由
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
、
近
年
の
新
し
い
学
説
は
教
育
の

自
由
を
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
承
認
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
育
の
自
由
の
法
理
は
、
西
欧
型
近
代
諸
憲
法
に
お
い
て
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

命
期
以
来
極
め
て
豊
富
な
素
材
を
提
供
し
て
い
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
法
は
教
育
の
自
由
に
関
し
て
、
革

わ
が
国
で
は
未
だ
総
合
的
体
系
的
な
歴
史
的
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で

本
稿
は
、
学
界
の
こ
の
間
隙
を
埋
め
る
基
礎
研
究
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
に
あ
た
っ
て
は
議
会
の
議
事
録
、

集
、
判
例
集
な
ど
第
一
次
資
料
を
基
本
的
に
使
用
す
る
が
、
資
料
の
関
係
上
各
時
代
に
よ
っ
て
叙
述
に
む
ら
が
生
ず
る
こ
と
は
予
め
お
断

新
聞
、

り
し
た
い
。
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‘T 

同

従
来
わ
が
国
で
は
教
育
権
は
社
会
権
の
一
つ
と
し
て
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
最
近
の
学
説
は
教
育
の
自
由
を
社
会
権
と
の
関

係
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、

「
社
会
権
」
と
「
自
由
権
」
と
い
う
区
別
自
体
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、

「
社
会
権
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
「
自
由
権
」
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
別
の
論
稿
で
指
摘
し
た
通
り
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
は
教
育
権
を
基
本
的
に
自
由
権
の
一
つ
と
し
て
教
育
の
自
由
と
し
て
扱
っ
て
い
る
(
本
稿
序
章
参

照〉
0

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
法
が
教
育
権
を
何
よ
り
も
ま
ず
高
度
の
精
神
的
な
価
値
を
持
っ
た
精
神
的
自
由
権
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
筆
者
も
現
在
の
時
点
で
は
、

わ
が
国
の
教
育
権
も
基
本
的
に
は
精
神
的
自
由
権
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
社
会
権
的
性
格
を
有
す
る
子
供
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
の
重
要
性
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、
教
育
を
受
け
る
権
利
は
あ
く
ま
で
教
育
の
自
由
と
い
う
確
固
た
る
歴
史
的
基
礎
を
有
す
る
権
利
の
基
盤
上
で
考
え
ら
れ
る

も
の
な
の
で
あ
る
。
教
育
を
受
け
る
権
利
と
教
育
の
自
由
と
の
関
係
は
、
他
の
自
由
権
と
の
対
比
で
は
、
近
時
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
知

る
権
利
」
と
報
道
の
自
由
の
関
係
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
知
る
権
利
が
社
会
権
的
性
格
や
参
政
権
的
性
格
を
持
つ
と
い
っ
て
も
大
枠

フランスにおける教育の自由法理の形成

と
し
て
自
由
権
と
し
て
確
固
た
る
歴
史
的
基
盤
を
有
す
る
報
道
の
自
由
の
中
で
問
題
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
教
育
を
受
け
る

権
利
を
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
勿
論
本
稿
の
中
で
考
察
す
る
主
要
な
テ

1
7
の
一
つ
で
あ
る
。

教
育
の
自
由
を
論
ず
る
場
合
に
、
そ
の
複
合
的
な
性
格
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
抽
象
的
な
形
で
「
教
育
の
自
由

日
開

と
は
何
か
」
を
論
じ
て
も
、

不
毛
の
議
論
に
終
る
恐
れ
が
多
分
に
あ
る
。
教
育
の
自
由
の
内
容
は
、
親
、
教
師
、
国
民
、
子
供
と
い
っ
た

複
数
の
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
を
有
し
、
こ
れ
ら
諸
主
体
の
権
利
が
互
い
に
密
接
に
結
び
つ
き
、
場
合
に
よ
っ
て
は
互
い
に
対
立
し
合

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
教
育
の
自
由
を
こ
れ
ら
諸
主
体
の
権
利
に
分
類
し
、
そ
れ
ら
諸
権
利
の
均
衡
関
係
の
中
に
存
在

す
る
も
の
と
し
て
分
析
し
て
い
く
。

フ
ラ
ン
ス
法
で
教
育
の
自
由
と
い
う
と
、
公
立
学
校
の
教
育
で
あ
る
「
公
教
育
」

帥

(
巾

5
2
m
5
5
2同
百
g
r
o
c
-
E可
己
主
。
ロ

• 
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説

吉
区
Z
g
)
の
自
由
お
よ
び
私
立
学
校
の
教
育
で
あ
る
「
私
教
育
」

(
2
3
mロ
2
5
E
耳
目
忌

S
E
a
z
a
oロ
℃
江
志
巾
〉

の
自
由
の
両

方
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
教
育
の
「
中
立
性
」

(ロ

2
可
曲
目
志
)
お
よ
び
「
非
宗
教
性
」

(
-
同
日
仏
片
品
)
の
原
則
は
、
親
な

論

い
し
子
供
の
思
想
信
条
の
自
由
の
保
障
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
原
則
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
公
教
育
の
自
由
の
中
に
含
ま
れ
る

の
で
あ
る
。

(
1
)

教
育
の
自
由
を
主
張
す
る
最
近
の
学
説
と
し
て
は
、
高
柳
信
一
「
憲
法
的
自
由
と
教
科
書
検
定
」
教
育
一
九
六
六
年
一
一
月
号
、
法
律
時
報
一
九
六

九
年
八
月
号
臨
時
増
刊
、
同
「
教
授
の
自
由
と
教
育
の
自
由
」
法
時
一
九
七
二
年
六
月
号
臨
時
増
刊
、
兼
子
仁
「
教
科
書
裁
判
と
憲
法
の
教
育
条
項
」

法
時
一
九
六
九
年
八
月
号
臨
時
増
刊
、
同
「
教
育
の
自
由
と
学
問
の
自
由
」
公
法
研
究
三
三
号
(
一
九
七

O
年
〉
、
同
「
憲
法
二
三
条
・
二
六
条
お
よ

び
教
基
法
一

O
条
の
体
系
的
解
釈
」
法
時
一
九
七
二
年
六
月
号
臨
時
増
刊
、
山
崎
真
秀
「
公
教
育
と
思
想
の
自
由
」
広
島
大
学
教
養
部
紀
要
第
四
集

(
一
九
七

O
年
)
、
松
元
忠
士
「
教
育
の
自
由
」
奈
良
教
育
大
紀
要
一
九
巻
一
号
(
一
九
七

O
年
)
、
金
子
照
基
「
教
師
の
教
育
の
自
由
論
」
季
刊
教

育
法
一
号
(
一
九
七
一
年
〉
、
鈴
木
・
星
野
編
『
学
問
の
自
由
と
教
育
権
』
成
文
堂
(
一
九
七

O
年
)
所
収
の
諸
論
文
な
ど
が
あ
る
。

(
2
)

フ
ラ
ン
ス
の
教
育
の
自
由
一
般
に
関
し
て
は
、
最
近
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
」
教
育
一
九
七
一
年
一
一
一
月
号
、
高
野
真
澄

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
」
奈
良
教
育
大
学
教
育
研
究
所
紀
要
八
号
(
一
九
七
二
年
)
が
出
さ
れ
、
ま
た
、
牧
柾
名
『
教
育
権
』
新
日
本
新

書
(
一
九
七
一
年
)
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
大
き
く
扱
っ
て
い
る
。

(
3
)

拙
稿
「
歴
史
的
・
思
想
史
的
に
み
た
社
会
権
の
再
検
討
」
法
時
一
九
七
一
年
一
月
号
。
な
お
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
権
法
理
の
形
成
に
関
す
る
筆
者
の

論
文
は
近
く
出
版
の
予
定
で
あ
る
。

(
4
)

兼
子
仁
『
国
民
の
教
育
権
』
岩
波
新
書
(
一
九
七
一
年
)
は
、
国
民
の
教
育
権
を
、
「
国
民
の
教
育
の
自
由
」
、
「
子
ど
も
の
教
育
を
う
け
る
権

利
」
、
「
公
教
育
と
議
会
政
治
」
、
「
教
師
の
教
育
権
の
独
立
」
に
分
類
し
て
考
察
し
た
極
め
て
重
要
な
業
績
で
あ
る
。

序
章

フ

ラ

ン

ス

公

法

学

説

に

よ

る

教

育

の

自

由

の

把

握

第
一
一
節

第
三
共
和
政
下
の
学
説

北法23(2・40)242



さ

， 

一
八
七
五
年
の
第
三
共
和
政
憲
法
は
固
有
の
人
権
規
定
を
有
し
て
お
ら
ず
、

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
が
実
定
法
上
の
効
力
を
持
つ
も

の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
肯
定
説
(
デ
ュ
ギ
ィ
〉
と
否
定
説
(
エ
ス
マ
ン
)
の
聞
に
対
立
が
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に

し
ろ
、
第
三
共
和
政
下
の
代
表
的
公
法
学
者
で
あ
る
デ
ュ
ギ
ィ
、

オ
ゥ
リ
ュ
ウ
お
よ
び
エ
ス
マ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
憲
法
の
体
系
書
の
中
で

教
育
の
自
由
を
人
権
の
一
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

A 

デ
ュ
ギ
ィ
説

第
三
共
和
政
下
の
憲
法
学
説
に
お
い
て
、
教
育
の
自
由
に
確
固
た
る
憲
法
上
の
地
位
を
与
え
、
最
も
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の

が
デ
ュ
ギ
ィ
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ィ
は
大
著
『
憲
法
論
』
第
五
巻
に
お
い
て
、

見
の
自
由
」

(
-
F
R片品色、巾ロ田
2
m川口巾日巾
HH同
)
を
、

sr3m色
、
。
立
己
O
ロ
)
の
章
の
下
で
、
集
会
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
請
願
権
と
共
に
論
じ
て
い
る
。

「
教
育
の
自
由
」

!斗

デ
ュ
ギ
ィ
は
ま
ず
、
教
育
の
自
由
の
問
題
自
体
複
雑
で
あ
り
、
相
互
に
関
連
あ
る
が
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
つ
の
問
題
、
す
な

フランスにおける教育の自由法理の形成

る言わ
o~ ち

第「
一教
のえ
教る
え権
る利
権」

利
の
問
題
は

「
す
べ
て
の
個
人
が
そ
の
個
人
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
公
的
に
無
償
ま
た
は
有
償
で
、
自
己

(舟
O
X
仏、巾
H
g
a
m
E『
)
お
よ
び
「
学
習
す
る
権
利
」

(
仏
円
。
ご
仏
、
阻
害
ヨ
ロ
骨
巾
)
を
内
容
と
す
る
こ
と
を
指
摘
す

の
知
っ
て
い
る
こ
と
ま
た
は
知
っ
て
い
る
と
自
分
で
信
じ
て
い
る
こ
と
を
他
人
に
教
え
る
権
利
を
有
す
る
か
否
か
」
、

こ
の
よ
う
な
権
利
に
制
約
を
与
え
る
い
か
な
る
法
律
も
作
ら
な
い
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
二

の
学
習
す
る
権
利
の
問
題
は
、
「
す
べ
て
の
個
人
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
い
か
な
る
制
約
も
立
法
者
か
ら
与
え
ら
れ
得
る
こ
と
な
し
に
、

自
己
の
好
む
教
師
を
自
由
に
選
択
す
る
権
利
を
有
す
る
か
否
か
」
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
習
す
る
者
は
大
抵
の
場
合
自
分
自
身
で

「
家
父
は
、
自
分
の
子
供
の
教
育
を
自
分
が
選
択
す
る

「
国
家
は
個
人
の

教
師
を
選
択
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
子
供
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
、

教
師
に
委
ね
る
権
利
を
有
す
る
か
含
か
」
、
「
国
家
は
こ
の
よ
う
な
選
択
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
法
律
を
制
定
で
き
る
か
否
か
」

と
い
う
問
題
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「意

北法23(2・41)243



説

つ
ぎ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
教
え
る
権
利
お
よ
び
埠
習
す
る
権
利
の
観
点
か
ら
、
教
育
の
向
由
の
基
礎
を
意
見
の
自
由
、
思
想
信
条
の

自
由
に
求
め
て
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
教
育
の
自
由
は
、

「
現
実
に
は
意
見
の
自
由
、
信
条
の
自
由
、

論

自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
お
よ
び
自
分
の
信
じ
て
い
る
こ
と
を
他
人
に
自
由
に
伝
達
す
る
自
由
に
他
な
ら
な

叫
に
の
で
あ
る
。
教
え
る
権
利
に
つ
い
て
こ
れ
が
妥
当
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
学
習
す
る
者
が
子
供
で
あ
る
場
合
に
は
、
子
供
は
教

師
を
選
択
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
国
家
が
子
供
に
代
っ
て
教
師
の
選
択
権
を
有
す
る
と
い
う
考
え
方
が
出
さ
れ
丈
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

議
論
に
対
し
て
、
デ
ュ
ギ
ィ
は
家
父
の
権
利
の
観
点
か
ら
反
対
す
む
家
父
は
自
分
の
子
供
を
養
育
し
教
育
す
る
義
務
を
持
つ
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
義
務
か
ら
、
「
自
分
の
子
供
の
教
育
を
指
導
し
、
従
っ
て
自
分
が
適
当
と
考
え
る
教
師
に
子
供
を
委
ね
る
権
利
が
必

然
的
に
引
き
出
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
も
し
現
実
に
父
親
の
権
利
が
認
め
ら
れ
ず
、
国
家
が
子
供
に
一
定
の
教
師
を

強
制
す
る
権
利
を
有
す
る
と
す
る
と
、
教
育
の
自
由
は
そ
れ
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
教
育
の
自
由
が
思
想
の
自
由
お
よ
び
親
の
養
育
義
務
か
ら
肯
定
さ
れ
る
が
、
教
育
の
自
由
の
制
約
に
つ
い
て
は
、

他
の
す
べ
て
の
自
由
権
と
同
様
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
家
は
、
す
べ
て
の
者
の
個
人
的
諸
権

利
な
ら
び
に
道
徳
性

(
g
c
E
E
5
お
よ
び
公
の
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
お
い
て
、
教
育
の
自
由
を
制
限
で
き

か
っ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
教
育
の
自
由
の
限
界
は
、

「
す
べ
て
の
者
の
個
人
的
諸
権
利
」
、

「
道
徳
性
」
お
よ

び
「
公
の
秩
序
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
適
用
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
、
国
家
が
介
入
で
き
る
の
は
、
学
校
の
衛
生
的
条
件
学
校
の
管
理
者
お
よ
び
教
師
の
道
徳
性
の
保
障
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
措

置
を
と
る
こ
と
、
生
徒
の
身
体
的
、
知
的
お
よ
び
道
徳
的
自
由
を
教
師
が
侵
害
し
な
い
よ
う
に
監
督
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て

教
育
の
自
由
の
制
限
と
し
て
不
可
能
な
こ
と
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
家
は
、

「
一
の
学
校
に
お
い
て
、

何
ら
か
の
学
説
(
仏

2
5ロ
巾
)
の
教
育
を
禁
止
す
る
こ
と
も
、
強
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、

「
学
説
を
持

ま
た
国
家
は
、

北法23(2・42)244
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す
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』マ

• 

っ
、
べ
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
学
説
を
尊
重
し
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
論
か
ら
、
国
家
は
、

定
の
学
校
の
教
育
に
影
響
を
与
え
る
方
法
、
学
説
、
傾
向
、
精
神
を
監
督
す
る
た
め
に
視
学

(ルロ一回目)叩口己。ロ)

を
組
織
す
る
こ
と
は
決
し

て
で
き
な
い
」
と
い
う
結
果
、
が
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
学
校
設
置
者
ま
た
は
教
師
に
職
業
的
能
力
の
条
件
を
要
求
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
弁
護
士
、
医
師
、
薬
剤

師
の
よ
う
な
職
業
と
同
様
に
、
国
家
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
る
免
許
状
に
よ
っ
て
-
証
明
さ
れ
る
職
業
的
能
力
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
免
許
状
の
交
付
に
よ
っ
て
、
教
え
る
権
利
が
行
政
権
に
従
属
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
危
険
性
を
デ
ュ
ギ
ィ
は
慎

重
に
指
摘
す
る
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
デ
ュ
ギ
ィ
が
提
示
す
る
の
は
、

「
政
府
の
圧
力
か
ら
で
き
る
限
り
独
立
し
、
公
正
さ
の
絶
対
的
な

け

保
障
を
示
す
と
こ
ろ
の
審
査
員
(
官
需
印
)
に
よ
っ
て
職
業
的
能
力
を
証
明
し
」
て
免
許
状
を
交
付
す
る
こ
と
で
、
審
査
員
の
構
成
と
し

「
大
学
の
教
授
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
」
を
示
唆
し
て
い
ね
v

て
、
例
え
ば
、

フランスにおける教育の自由法理の形成

な
お
、
教
育
権
に
つ
い
て
デ
ュ
ギ
ィ
は
、
教
育
の
自
由
の
み
な
ら
ず
、
教
育
を
受
け
る
権
利
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
の
社
会
連
帯
理
論
に
よ
っ
て
、
各
人
が
最
小
限
度
の
教
育
(
ヨ
巳
E
Cロ
門
出
口
2
2
2
5ロ
)
を
得
る
よ
う
国
家
に
要
求

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

す
る
権
利
が
導
き
出
さ
れ
、
そ
れ
が
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

(
L
H
O
広島、-、ルロ印片岡
-C
口H
F
O
ロ
)

「
子
供
は
第
一
の
社
会
的
価
値
で
あ
り
、
恐
ら
く
最
も
高
度
の
社
会
的
価
値
で
あ
り
、
そ
し
て
子
供
が
教
育
を
受
け
な
い
状
態
に
置
か
れ

る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
こ
ろ
か
ら
、
教
育
の
義
務
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
(
目
。
こ
の
教
育
を
受
け
る
権
利
と
教
育
の
自
由
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
隣
接
し
て
は
い
る
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
、
も
し
国
家
が
国
家
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
教
師
を
す
べ

て
の
者
に
強
制
す
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
そ
れ
は
国
家
の
権
限
の
逸
脱
と
な
っ
て
教
育
の
自
由
の
問
題
に
関
連
し
て
く
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
教
育
の
自
白
の
理
論
化
に
対
す
る
デ
ュ
ギ
ィ
の
貢
献
は
、
教
育
の
自
由
を
教
え
る
権
利
お
よ
び
学
習
す
る
権

ーっ
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説

利
の
二
つ
の
面
か
ら
分
析
し
、
そ
れ
を
思
想
の
自
由
(
意
見
の
自
由
・
信
条
の
自
由
)
を
根
拠
に
肯
定
し
た
こ
と
、
教
育
の
自
由
の
制
限

Z命

に
つ
い
て
は
、
教
育
の
自
由
の
持
つ
精
神
的
価
値
の
重
要
性
の
認
識
に
立
っ
て
、
そ
の
制
限
に
厳
格
な
条
件
、
す
な
わ
ち
学
説
の
公
定
の

禁
止
を
課
し
た
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
ィ
の
教
育
の
自
由
論
は
、
そ
の
後
の
学
説
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

的
自
由
」

で
あ
り
、

(
i
)
 

(
2
)
 

(
3〉
(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
B
)
 

(
9
)
 

(
叩
)

(
け
)

F
h
oロ
ロ
戸
四
戸

5
・

叶

E
広
臥

ι。
仏
門

OM件
口

D口弘丹
M
E
t
c日
ロ
日
?
?
〈
唱

M
m
m
r
r寸
・
同

ν
ω
2
P
L
ω

∞Q
U
S
円
子
一
回
日
少
司
・

ω品
目
山
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ω己〈

口
》
凶
《
同
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司

ω
印
Oiω
印
一
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同
}
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HJ
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y
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N
・

円

rFL・
-
司
司
・

ω印
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H
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仏
-
v

官

-ω
印ム・

口
比
仏
J

同

y
ω
印
ム
-

HFFιJ
同)司・

ω印
ム

lω
印
印
-

HrFL・
-
同

y
ω
印
吋
-

F
・

0
ぷ門戸
MMケ
吋

E
M丹
品
仏
ゆ

ι
E
X
n
c
E
E
Z
E
Dロ
ロ
め
ア
ゲ
園

"ω
ゆ
血
《
位
同
・

-Uω
口
・
司
甘
や
弐
ー
や
お

同
日
比
仏

J
H
y
m
h干
吋
・

F
D
c
m
C
F仲
-
-
D℃
巳

同

よ

け

〈

・

司

・

ω印(〕

B 

オ
ゥ
リ
ュ
ウ
説

オ
ヮ
リ
ュ
ウ
は
、

「
教
育
の
自
由
」

「
主
要
な
精
神

(
-
5
2広

r
F
5
2
m
Z
B
E
C
を
、
出
版
の
自
由
、

(
宵
宮
内
壱
乙

g
z
Z円片品出回立円
FEm--巾
田
)
の
中
に
分
類
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
論
述
は
極
め
て
簡
単

集
会
の
自
由
と
共
に
、

し
か
も
そ
の
対
象
は
、
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
 
ζ
2
2
2
Z
E
H
F
D
F
H
V
H晶
門
広
庁
内
町
三
件
円

g
m
z
z
p
c
E
日
f
N
σ
h
L
H
7
3
2・
ω
-
H
a
w
-
U
N
?
H
N
E
B匂
H
O
E
g
s
g、
同
》
・

2
4
2
2芝
・
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• 

C 

エ
ス
マ
ン
説

エ
ス
マ
ン
が
「
個
人
権
」

(円H
H
。広明ルロ門同
7
ふ円山口巾-印)

(
-
F
R片
品
母

-
6
ロ凹

2
m
s
g巾
己
)
を
論
、
ず

の
一
つ
と
し
て
の

「
教
育
の
自
由
」

る
際
、
主
と
し
て
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
お
よ
び
私
立
学
校
ま
た
は
公
立
学
校
の
教
育
を
選
択
す
る
自
由
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う

に

解

せ

ら

れ

る

。

「

孤

立

し

ま

た

は

集

固

化

し

た

個

人

に

対

す

る

一

の

高

価

な

権

利

」

で

あ

る

。

他

エ
ス
マ
ン
に
よ
る
教
育
の
自
由
は
、

方
、
教
育
の
自
由
は
、

コ
の
国
民
の
下
で
最
も
重
大
な
結
果
を
持
ち
得
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「
一
の
強
力
な
党
派
に

よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
と
、
大
多
数
の
将
来
の
市
民
の
教
育
公
、
百
印
可
己
主
。
ロ

2
で
注
ロ
s
t
o
p
)
を
人
民
が
与
え
た
制
度
に
反
す
る
特
別
な

方
向
で
指
導
す
る
目
的
と
効
果
を
持
ち
得
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
教
育
の
自
由
の
行
使
は
、
特
に
厳
格
な
国
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
内
包
し
」
て
お
り
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
教
育
に
従
事
す
る
者
が
国
の
官
吏
と
同
様
の
規
律
に
服
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ

け

ラ
ン
ス
で
は
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
己
防
衛
が
可
能
で
な
い
子
供
を
保
護
す
る
た
め
に
、
私
立
学
校
教
育
に
従
事
す

(
S〉

る
者
に
能
力
と
道
徳
性
の
保
障
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

一
八
八
二
年
法
に
よ
る
初
等
教
育
の
義
務
教
育
化
と
教
育
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
義
務
性
が
教
育
に
関
す
る
個
人
的

自
由
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
理
由
を
子
供
の
権
利
と
い
う
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
父
権

(
E
H
O
H
F
片
品
宮
Z
自
己
-m)
が
い
か
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
、

子
供
は
そ
の
両
親
ま
た
は
そ
の
家
庭
に
属
す
る
物
(
与

g
巾)

で
は
な
く
」
、
義
務
教
育
に
関
す
る
一
八
八
二
年
法
が
保
障
す
る
の
は
、

子
供
の
芽
生
え
つ
つ
あ
る
自
由

(
目
見
}
巾

H
A
m

「
子
供
の
自
由
、

g
m刊
巾
同
ヨ
巾
)
」
で
あ
り
、
こ
の
法
律
は
両
親
に
対
し
て
、

円山巾-、
F
E
R
E
n
z
oロ
)
の
自
由
な
選
択
」
を
保
障
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
子
供
の
就
学
す
る
学
校
あ
る
い
は
子
供
に
与
え
ら
れ
る
教
育
様
式

(白。仏巾

以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、

エ
ス
マ
ン
の
議
論
の
重
要
な
点
は
、

「
子
供
の
自
由
」
の
保
障
を
義
務
教
育
の
基
礎
理
念
と
し
て
子
供

を
教
育
の
権
利
主
体
と
す
る
観
点
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
義
務
教
育
に
お
い
て
親
の
教
育
の
自
由
が
学
校
選
択
の
自
由
お
よ
び
子
供
に
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説

与
え
ら
れ
る
教
育
様
式
の
選
択
の
自
由
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

論

(
1
)
〉

-
H
u
m
5
0
5
2
江

-
z
a
N
R
P
巴
品
目
g
t
L内

ι
5芹
8
5
t
z
t
cロロ。
-
r
g明日
ω
2
8
5宮
本
唱
?
?
∞
∞
色
芹

w
M
U
m
S
F
2
H
A
q
-
-
U
M
∞・司・

や
お
え
凹
E
F〈

(
2
)
H
Zハ
-
J

司
・
宝
∞
・

(
3
)
H
r
E
・
官
・
出
会

(
4
)
円
『
五
・
同

y
g∞・

第
二
節

第
二
次
大
戦
後
の
学
説

一
九
四
六
年
の
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
で
は
、
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
明
文
の
規
定
は
な
く
、

一
七
八
九
年
の
人
権
宣

一
方
で
は

一
言
を
再
確
認
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
、

「
現
代
に
特
に
必
要
な
経
済
的
社
会
的
原
則
」
の
一
つ
と
し
て
、
教
育
の
機
会
均
等
お
よ
び
公

教
育
に
対
す
る
国
家
の
義
務
(
前
文
第
二
二
項
)
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
政
憲
法
で
は

一
七
八
九
年
の
人
権

宣
言
お
よ
ひ
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。

第
二
次
大
戦
後
の
教
育
の
自
由
の
明
文
の
規
定
を
持
た
な
い
第
四
お
よ
び
第
五
共
和
政
憲
法
下
に
お
い
て
も
、
基
本
的
人
権
の
一
つ
と

し
て
の
教
育
の
自
由
は
諸
学
説
の
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

A 

コ
リ
ア

l
ル
説

モイ)

教
育
の
自
由
の
位
置
づ
け

コ
リ
ア

l
ル
は
、

「
教
育
の
自
由
」

(ピ

σ
2
H
h
【

r
F
5
2
m
R
B巾
己
)
を
、

(
-
F
Z
H
H
m
∞
母
『
宮
日
常
)
の
章
の

「
思
想
の
自
由
」

下
で
、
意
見
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
劇
場
・
映
画
の
制
度
、
ラ
ジ
オ

H
テ
レ
ビ
の
制
度
、
集
会
の
自
由
、
結
社
の
自
由

と
共
に
分
類
し
て
い
る
。

北法23(2・46)248



j

i

i

i

j

i

-

-

6

 
島
守

. 
i 

• 

「
一
の
基
本
的
自
由
で
あ
り
、

か
つ
一
の
複
合
的
自
由

(-F巾
3
h
g自
立
巾
凶
巾
)
」
な
の

コ
リ
ア

l
ル
に
よ
る
と
、
教
育
の
自
由
は
、

(
2
v
 

で
あ
る
。
教
育
の
自
由
が
基
本
的
自
由
で
あ
る
と
い
う
性
格
は
、

「
教
育
が
人
間
の
精
神
を
形
成
陶
冶
し
、
そ
し
て
、
教
育
は
専
ら
で
は

な
い
に
し
て
も
、

一
般
的
に
若
い
知
性
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
影
響
を
及
ぼ
し
そ
の
足
跡
が
深
遠
で
あ
る
一
の
顕
著
な
活
動
を
意
味
す

る
」
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
の
自
由
が
複
合
的
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
原
因
か
ら
生
ず

「
自
分
自
身
の
信
念
お
よ
び
自
己
の
世
界
観
に
合
致
し
た
教
育
を
子
供
に
与
え
る
権
利
」
が
忌
認
さ
れ
る
と
し
て

る
。
ま
ず
、
家
父
は
、

も
、
実
際
に
教
育
を
与
え
る
の
は
家
庭
の
父
親
で
は
な
く
、
教
育
技
術
に
お
い
て
専
門
化
し
た
教
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ

に
、
国
家
は
、
将
来
の
市
民
で
あ
る
若
者
の
知
的
か
つ
道
徳
的
形
成
に
無
関
心
で
は
あ
り
得
ず
、
こ
れ
と
は
反
対
に
も
し
国
家
の
介
入
が

行
き
過
ぎ
る
と
、
自
由
の
奪
わ
れ
た
画
一
的
教
育
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
育
に
知
的
教
育
の
他
に
道
徳
的
形
成
の
任

け

務
、
が
含
ま
れ
る
と
、
教
会
は
、
国
家
の
介
入
に
当
然
不
安
を
い
だ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
育
の
自
由
に
お
い
て
は
、
国
家
、

フランスにおける教育の自由法理の形成

宗
教
団
体
は
じ
め
他
の
共
同
体
、
親
と
い
っ
た
複
数
の
主
体
が
関
係
し
、

そ
の
い
ず
れ
か
が
専
ら
子
供
の
教
育
を
方
向
づ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
複
数
の
主
体
聞
の
均
衡
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

教
育
の
自
由
の
内
容
の
論
述
に
あ
た
っ
て
コ
リ
ア
l
ル
は
、

「
公
教
育
と
意
見
の
自
由
」
お
よ
び
「
教
育
の
自
由
!
私
教
育
の
体
制
」

の
二
章
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
公
立
学
校
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
と
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
を
論
じ
て
い
る
α

〆ー、、〆『、

2 1 
、】ノ 、ーノ

2
2
ι
?〉
-Zユ
(
リ

o一-FR門
「
亡
σ刊
ユ
合
唱
ロ

σ
-
5
5
m
Y
8
2月
江
口
口
《
句
円
払
口

2

0
乙一

o
c
-
r
E
i
H
f
司
ω
ロ
F

U己
-cN-
呂
田
∞
w

司

ω印

M
a
z守・

日
目
》
凶
《
日
よ
甘
・

ω印
N
.

伺

公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由

「
公
教
育
」

(g回目白ロ巾
B
g同
宮
Z
F
n
)

は
理
論
的
に
は
異
っ
た
方
式
で
構
成
さ
れ
，
得
る
も
の
で
あ
る
。

コ
リ
ア
l
ル
に
よ
る
と
、

• 北法23(2・47)249



説

一
つ
の
方
式
に
よ
る
と
、

「
国
家
の
利
益
に
お
い
て
子
供
を
教
育
し
、
子
供
に
早
い
年
代
か
ら
一
定
の
政
治
的
、
哲
学
的
傾
向
を
教
え
込

論

む
L

と
い
う
教
育
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
官
製
教
育
」

で
は
な
い
。

(
巾

5
2
mロ叩

B
g件。
町

内

FnE)
の
観
念
は
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
の
観
念

「
子
供
自
身
お
よ
び
そ
の
家
庭
の
意
見
ま
た
は
信
条
に
い
か
な
る
様
式
に
お
い
て
も
反
す
る
こ
と
な

し
に
、
す
べ
て
の
子
供
に
与
え
ら
れ
得
る
原
則
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
お
り
、
「
基
本
的
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
標
章
の
下
に
置
か
れ
る
」

〈

2
)

の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
教
育
は
、

「
公
教
育
」
に
お
い
て
、
子
供
お
よ
び
そ
の
家
庭
の
思
想
信
条
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、

よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、

「
非
宗
教
性

(
F
Eな
)
お
よ
び
中
立
性

(
Z
E
E
-
-片
品
)
の
原
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
家
庭
お
よ
び
宗

教
団
体
に
自
己
の
選
択
に
よ
る
宗
教
に
よ
り
ま
た
は
非
宗
教
的
に
子
供
を
教
育
す
る
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

非
宗
教
性
と
中
立
性
と
い
う
公
教
育
の
二
つ
の
原
則
に
つ
い
て
、

コ
リ
ア

l
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
、
初
等
、
中
等
、
高
等
教
育
に
よ
っ
て
異

っ
た
態
様
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
定
法
に
則
し
て
説
明
し
て
い
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
非
宗
教
性
の
原
則
は
「
学
校
に
関
す
る

共
和
国
の
基
本
原
則
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
教
師
と
い
う
こ
つ
の
面
で
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
中
立
性
の
原
則

「
非
宗
教
性
の
原
則
を
補
完
す
る
」
も
の
で
あ
(
日
。

fi 
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
に
関
す
る
最
後
の
問
題
と
し
て
、
第
三
共
和
政
下
で
し
だ
い
に
確
立
さ
れ
た
教
育
の
義
務
性
お
よ
び
無

償
性
の
問
題
が
あ
る
。
特
に
一
八
八
二
年
三
月
二
八
日
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
初
等
教
育
の
就
学
義
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
教
育
の

自
由
に
反
す
る
か
否
か
の
問
題
が
法
律
の
制
定
に
あ
た
っ
て
提
出
さ
れ
、
前
述
の
よ
う
に
第
三
共
和
政
下
の
憲
法
学
説
で
あ
る
デ
ュ
ギ
ィ
、

エ
ス
マ
ン
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
子
供
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
ま
た
は
「
子
供
の
自
由
」
の
観
点
か
ら
、
就
学
義
務
は
教
育
の
自
由
に

反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

コ
リ
ア

l
ル
は
ま
ず
、
教
育
の
義
務
性
お
よ
び
無
償
性
を
「
民
主
主
義
的
原
則
」
と
し
て
基
本

的
に
把
握
し
て
、
こ
の
民
主
主
義
的
原
則
が
義
務
性
お
よ
び
無
償
性
と
い
う
こ
重
の
性
格
を
教
育
に
も
た
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
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。

る
。
就
学
義
務
と
教
育
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
に
よ
っ
て
、

「
人
は
基
本
的
教
育
を
受
け
な
い
自
由
を
持
た
な
い
」

が

「
無
知
の
自
由
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
基
本
的
教
育
が
初
等
学
校
ま
た
は
中
等
学
校
、
私
立
学
校
ま
た
は
公
立
学
校
に
お

い
て
、
あ
る
い
は
家
庭
の
内
部
で
家
庭
の
父
親
ま
た
は
父
親
が
選
択
す
る
人
物
に
よ
っ
て
す
ら
与
え
ら
れ
得
る
と
い
う
範
聞
に
お
い
て
、

就
学
義
務
は
教
育
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
」
と
し
て
い
る
「

(
1
)
 

(
2〉
(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

ゎ
・

l〉

-
n
c
E民
《
「
己
目
y
n
w
H
:
司
℃
・

ω白
川

lω
白

ω・

ロ己
ι-w
司・

ωmω-

H
r
F
ι
J
同】司・

ω町一
ωlω
白
ム
-

H
F
F仏
」
同
】
唱
・

ω
∞∞
lω
自
由
-

H
r山
内
同

J
同

y
ω
吋

0

・

寸フランスにおける教育の自由法理の形成

7ヲ

私
立
学
校
の
教
育
の
自
由

「
法
律
に
よ
っ
て
客
観
的
に
定
め
ら
れ
た
条
件
を
充
た
す
限
り
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
教
育
施

設
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
立
学
校
の
自
由
は
、

私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
コ
リ
ア

i
ル
の
議
論
の
特
徴
は
、

Q
F
Z
H円
h
y
o
a
仏
巾
七
回
白
神
)
と

(
2
)
 

(
-
5
2丹
市
宮
円
三
紅
白
同
)
と
い
う
二
つ
の
型
に
教
育
の
自
由
を
分
類
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
国
家
の
外
で
の
自
由
」

「
国
家
に
よ
る
自
由
」

「
国
家
の
外
で
の

自
由
」
は
、
教
育
の
国
家
独
占
の
消
滅
と
共
に
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

「
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
体
制
は
、

「
固
ま
た

は
公
共
団
体
の
予
算
額
が
公
立
学
校
と
私
立
学
校
両
方
に
割
り
当
て
ら
れ
る
場
合
に
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
家
に
よ
る
自
由
は
、

「
生
徒
数
に
比
例
し
た
公
立
学
校
と
私
立
学
校
と
の
聞
に
対
す
る
予
算
額
の
配
分
」
と
い
う
制
度
の
場
合
特
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
ベ
ル
ギ
ー
、

オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
五
九
年
法
に
よ
っ
て
部
分
的
に • 
北法23(2・49)251



説

し
か
実
現
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
伝
統
的
に
、
私
立
学
校
の
自
由
は
国
家
か
ら
の
自
由
と
し
て
把
え
ら
れ
、
私
立
学
校
の
多
く
が
宗
派
学
校
で
あ
る
た
め

論

に
、
私
立
学
校
へ
の
財
政
的
援
助
は
国
家
の
中
立
性
と
非
宗
教
性
に
反
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
教
育
の
自
由
の
原
則

は
、
私
立
学
校
へ
の
公
費
補
助
の
禁
止
の
原
則
も
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
の
コ
リ

ア
ー
ル
説
の
特
徴
は
、
伝
統
的
な
「
国
家
の
外
で
の
自
由
」
に
加
え
て

「
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
観
念
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
私
立
学
校
へ
の
園
の
財
政
的
援
助
に
教
育
の
自
由
の
観
点
か
ら
正
当
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

/ー¥/、、

2 1 
¥ノ¥}ノ

。・
l
〉・

(UD--E『
ι
-
D司
・
ロ
ル
丹
・
官
・

ω〕よ・

口
比
内
田
-
w
同

y
ω
吋
印
・

以
上
み
て
き
た
コ
リ
ア
l
ル
説
の
重
要
性
は
、
教
育
の
自
由
を
、
そ
の
基
本
的
か
つ
複
合
的
性
格
の
認
識
に
立
っ
て
正
当
な
位
置
づ
け

を
与
え
、
そ
し
て
具
体
的
に
は
、
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
と
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
分
析
し
て
、
公
教

育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
は
、

「
非
宗
教
性
」
お
よ
び
「
中
立
性
」
の
原
則
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
私
立
学
校
の
教
育
の

自
由
は
、

「
国
家
の
外
で
の
自
由
」
と
「
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

B 

ビ
ュ
ル
ド
オ
説

モイ)

教
育
の
自
由
の
位
置
づ
け

「
教
育
の
自
由
」
を
「
思
想
の
自
由
」
の
章
の
下
で
、
意
見
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
映
画
・
演
劇
お
よ
び
ラ
ジ
オ

の
自
由
、
宗
教
の
自
由
と
共
に
分
類
し
て
い
る
。
教
育
の
自
由
の
中
に
は
、

ビ
ュ
ル
ド
オ
は
、

「
教
え
る
権
利
」

(
ロ
ゲ
巾
H
1
H
m

仏
、
巾
ロ
一
白

mw-mロ
巾
H
7
)

、

「
学
習
す
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1
9
8
2
L
i
s
a
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z

、

• 

(骨
op同
仏
、
右
耳
巾
ロ
骨
巾
)
お
よ
び
「
自
己
の
教
師
を
選
択
す
る
権
利
」

が
共
存
し
て
い
る
。

る
権
利
」

(仏
H
O
I
L
巾
与
。
広
岡
田
O
ロ
日
即
時
可
巾
)
の
三
つ
の
概
念

「
教
え
る
権
利
」
は
、
「
人
聞
が
他
人
に
自
己
の
学
閉
ま
た
は
自
己
の
信
条
を
伝
達
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
場
合
に
」

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

「
学
習
す
る
権
利
」
は
、

「
す
べ
て
の
個
人
が
自
己
の
知
的
能
力
の
み
を
留
保
し
て
、
財
産
に
恵
ま
れ
た
者
と
同

一
の
文
化
お
よ
び
同
一
の
教
育
を
得
る
こ
と
を
主
張
で
き
る
」
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

「
自
己
の
教
師
を
選
択
す
る
権
利
」
は
、

育
機
関
の
多
様
性
お
よ
び
そ
れ
ら
機
関
の
特
権
の
平
等
」
を
前
提
に
し
て
い
る
。

教
育
の
自
由
と
他
の
人
権
と
の
関
係
は
、
教
え
る
権
利
は
意
見
の
自
由

2
Z
H
H
h
仏、

8
5
5ロ
)
に
、
学
習
す
る
権
利
は
個
人
の
平
等

に
、
教
師
を
選
択
す
る
権
利
は
良
心
の
自
由

Q
F
R
H
h
r
gロ
5
2
n巾
〉
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

け
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フランスにおける教育の自由法理の形成

事司

公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由

ビ
ュ
ル
ド
オ
は
、
教
育
へ
の
国
家
の
介
入
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
市
民
を
養
成
す
る
た
め
の
言
葉
の
最
も
広
い
意
味

で
の
「
公
序
」
、
第
二
に
、
文
化
、
技
術
を
発
展
さ
せ
る
国
の
経
済
的
社
会
的
要
求
、
第
三
に
、

均
等
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。

す
べ
て
の
者
に
聞
か
れ
た
教
育
の
機
会

こ
の
よ
う
な
国
家
の
介
入
の
必
要
性
を
充
足
す
る
た
め
の
単
純
な
解
決
法
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
教
育
の
独
占
が
あ
る
。
し
か
し
国
家

「
す
べ
て
の
自
由
の
消
滅
と
い
う
主
要
な
弊
害
」
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
問
題
に
な
る
自
由
は
、

の
独
占
は
、

「
信
条
お
よ
び
考

え
方
の
多
様
性
、
法
律
の
尊
重
と
い
う
唯
一
の
義
務
の
下
で
の
こ
れ
ら
多
様
な
信
条
お
よ
び
考
え
方
の
共
存
」
と
い
う
「
民
主
主
義
社
会 • 

一寸

教
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説

の
基
礎
そ
の
も
の
」
た
る
自
由
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
国
家
に
よ
る
教
育
の
独
占
は
、

る
権
利
を
同
時
に
消
滅
」
さ
せ
る
の
で
あ
り
、

「
教
え
る
権
利
と
自
己
の
教
師
を
選
択
す

ま
た
「
子
供
を
国
家
の
物
と
す
る
」
と
い
う
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
と
し
て
批
判
す
る

論

の
で
あ
る
。
公
立
学
校
と
私
立
学
校
と
の
共
存
が
唯
一
可
能
な
解
決
法
と
し
て
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

国
家
に
よ
る
教
育
の
独
占
に
対
す
る
批
判
は
、
私
立
学
校
の
自
由
の
承
認
と
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
に
結
び
つ
く
。
公
教
育
に

お
け
る
教
育
の
自
由
は
、
公
教
育
の
中
立
性
の
問
題
で
あ
る
。

公
教
育
の
精
神
を
支
配
す
る
中
立
性
の
原
則
は
、

「
一
の
公
式
の
学
説

(
戸
ロ
巾
仏
C
口
片
岡
町

5
0
-
R
H
2
m口
町
)

を
生
徒
に
教
え
込
む
こ
と
の

「
子
供
の
信
条
あ
る
い
は
子
供
の
家
庭
の
意
見
を
害
す
る
危
険
な
し
に
、
す
べ
て

の
子
供
に
賦
与
さ
れ
得
べ
き
も
の
は
、
多
元
主
義
的
社
会
の
教
育
な
の
で
あ
る
プ
換
言
す
れ
ば
、
「
国
民
の
宗
教
的
、
哲
学
的
意
識
が

分
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
国
家
は
自
ら
が
中
立
で
非
宗
教
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
市
民
を
分
断
さ
せ
得
る
よ
う
な
精
神

的
選
択
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
国
家
の
義
務
で
あ
台
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
公
教
育
の
中
立
性
の
原
則
は
、
子

拒
否
と
し
て
基
本
的
に
定
義
さ
れ
得
る
」
の
で
あ
り
、

供
お
よ
び
そ
の
家
庭
の
思
想
信
条
の
自
由
の
尊
重
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、

一
の
公
式
の
学
説
を
退
け
る
こ
と
は
、

「
教
師
が
自
ら
真
理
と
し
て
把
え
る
こ
と
を
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
教
育
は
、

い
る
の
で
あ
る
。

「
そ
の
教
育
的
価
値
の
乏
し
い
相
対
主
義
ま
た
は
折
衷
主
義
」
に
陥

一
の
公
式
の
学
説
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
教
師
が
自
ら
真
理
と
考
え
る
こ
と
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
生
ず
る
デ

「
教
師
の
良
心
に
訴
え
る
以
外
の
解
決
法
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で

ィ
レ
ン
マ
に
対
し
て
、
ピ
ュ
ル
ド
オ
の
主
張
す
る
重
要
な
指
摘
は
、

あ
る
。
教
師
は
、

「
自
分
の
生
徒
の
年
齢
お
よ
び
知
的
水
準
を
考
慮
し
て
、
真
理
を
偽
る
こ
と
な
し
に
生
徒
の
道
徳
的
感
受
性
と
両
立
す

る
教
育
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

就
学
義
務
と
教
育
の
自
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
学
校
選
択
の
自
由
が
両
者
の
両
立
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
)
。
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Qき

私
立
学
校
の
教
育
の
自
由

け

ピ
ュ
ル
ド
オ
に
よ
る
私
立
学
校
の
自
由
の
議
論
は
、

の
対
比
の
指
摘
で
あ
る
。

「
国
家
の
外
で
の
自
由
」
と
「
国
家
に
よ
る
自
由
」
と

フランスにおける教育の自由法理の形成

コ
リ
ア

l
ル
と
同
様
に
、

私
立
学
校
へ
の
財
政
的
援
助
が
教
育
の
自
由
に
反
す
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
異
っ
た
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
こ

一
九
五
九
年
法
を
は
じ
め
と
す
る
実
定
法
上
の
解
決
を
説
明
し
て
い
る
。

と
を
指
摘
し
て
、

一
つ
の
考
え
方
は
、
私
立
学
校
、
が
有
償
で
あ

る
親
は
、

る
こ
と
こ
そ
が
教
師
を
選
択
す
る
親
の
自
由
の
侵
害
と
な
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
立
学
校
に
子
供
を
入
学
さ
せ
て
い

一
度
目
は
公
立
学
校
の
経
費
に
使
用
さ
れ
る
税
金
を
支
払
い
、
二
度
目
に
は
自
己
の
選
択
し
た
私
立
学
校
へ
授
業
料
を
支
払
う

と
い
う
二
重
の
支
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
、
学
校
選
択
の
自
由
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
教
育
費
に
つ
い
て
は
生
徒
数
に
比
例
し
て
公

費
が
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
政
援
助
の
反
対
論
者
の
考
え
方
は
、
授
業
料
を
支
払
い
た
く

な
い
親
は
子
供
を
公
立
学
校
に
入
学
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
財
政
的
援
助
は
国
の
中
立
性
の
原
則
を
侵
害
し
て
、
特
定
の
宗
教
的
ま

た
は
哲
学
的
信
条
を
有
利
に
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

. 
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論

以
上
三
点
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
ビ
ュ
ル
ド
オ
説
の
重
要
な
点
は
、
教
育
の
自
由
を
、

「
教
え
る
権
利
」
、

「
学
習
す
る
権
利
」

お
よ
び
「
自
己
の
教
師
を
選
択
す
る
権
利
」
に
分
け
、
そ
れ
な
思
想
良
心
の
自
由
、
個
人
の
平
等
の
中
で
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
、
教
育

に
対
す
る
国
家
の
独
占
を
国
民
の
思
想
信
条
の
多
様
性
の
保
障
か
ら
否
定
し
、
公
教
育
の
中
立
性
の
原
則
を
教
育
の
自
由
の
観
点
か
ら
位

置
づ
け
る
と
共
に
、

一
の
公
式
の
学
説
の
否
定
と
教
師
の
真
理
教
育
と
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
を
「
教
師
の
良
心
に
訴
え
る
」
こ
と
に
求

め
て
い
る
こ
と
、
財
政
援
肪
と
私
立
学
校
の
自
由
と
の
問
題
点
を
論
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

C 

ト
ロ
タ
パ
説

五イ)

教
育
の
自
由
の
位
置
づ
け

ト
ロ
タ
バ
は
、

「
教
育
の
自
由
」
を
思
想
の
自
由
と
共
に
、

の
中
に
分
類
し
て
い
る
。

「
内
面
的
自
由
」

(
-
F
r
m
H丹
市
出

Fロ
丹

m
H
F巾
口
同
角
川
師
一
)

あ教
る互育
。の

自
由
t主

「
若
者
を
形
成
し
得
る
教
育
は
、
明
日
の
活
動
と
知
力
を
同
時
に
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
」
、
非
常
に
重
要
で

教
育
の
自
由
は
、

「
自
己
の
選
択
に
よ
り
教
育
を
受
け
る
権
能
」
お
よ
び
「
教
育
を
与
え
る
自
由
」
の
二
つ
の
面
に
分
け
ら
れ
て
お

「
も
し
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
る
教
育
の
聞
に
選
択
の
可
能
性
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
自
己
の
選

択
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
自
由
を
持
ち
得
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
分
離
で
き
な
い
も
の
で
あ
勺

り
、
こ
の
こ
つ
の
面
の
関
係
は
、

/ー、 r¥ 〆'、、
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• 

(ロ)

公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由

「
公
教
育
」

「
教
育
に
お
け
る
自
由
、
す
な
わ
ち
政
治
権
力

「
教
育
の
中
立
性
、
す
な
わ
ち
生
徒
の
意
見
お
よ
び
信
条
の
尊
重
」
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
教
師

守
口
印

2
mロ巾

HHMg同
℃
ロ
ゲ
ピ
口
)
の
枠
の
中
に
お
い
て
、
教
育
の
自
由
は
、

に
対
す
る
教
師
の
独
立
」
お
よ
び
、

「
自
由
な
科
学
的
探
求
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
よ
り
上
級
の
教
育
に
行
く
程
一
一
層
不
可
欠
で
あ
り
」
、

い
て
は
競
争
試
験

(
g
P
8
5
4
と
教
師
団
の
推
薦
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
教
授
職
合

E
Fお
る
の
制
度
に
よ
っ
て
完
全
な
も
の
」
に
な

の
独
立
は
、

「
高
等
教
育
に
お

っ
て
い
る
。
教
育
の
中
立
性
は
、

「
単
に
宗
教
的
行
為
に
対
す
る
敵
意
の
欠
如
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
」
、

一
方
で
は
、

「
教
育
の
あ

ら
ゆ
る
方
向
づ
け
、

と
り
わ
け
生
徒
の
信
条
を
侵
害
し
得
る
教
師
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
禁
止
し
」
、
他
方
で
は
、

「
公
教
育
を
受
け
る
生

徒
に
礼
拝
の
自
由
お
よ
び
宗
教
教
育
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
生
徒
の

(斗

年
齢
か
ら
み
て
初
等
教
育
程
中
立
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

こ
の
よ
う
に
し
て
、

ト
ロ
タ
パ
は
、
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
と
し
て
の
政
治
権
力
か
ら
の
教
師
の
独
立
、

お
よ
び
生
徒
の
思
想

信
条
の
尊
重
の
た
め
の
教
育
の
中
立
性
に
明
確
な
意
義
づ
け
を
与
え
て
い
る
。

(
1
)
 
「
叶
B
E
r
g
-
G同
y
n
F件
唱
匂
-
一

O
吋

Q争

私
立
学
校
の
教
育
の
自
由

ト
ロ
タ
パ
に
よ
る
と
、
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
は
宣
言
す
る
の
は
簡
単
で
あ
る
が
、
公
教
育
の
義
務
性
と
無
償
性
が
確
立
さ
れ
た
現

在
、
そ
の
内
容
を
確
定
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
ふ
斗
教
育
の
義
務
性
と
教
育
の
自
由
の
原
則
と
を
両
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、

立
学
校
と
私
立
学
校
が
完
全
に
平
等
の
立
場
で
親
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
公
立
学
校
の
無
償
性
に

よ
っ
て
両
者
の
平
等
は
破
ら
れ
、
無
償
の
公
立
学
校
と
有
償
の
私
立
学
校
の
間
で
は
選
択
上
の
平
等
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

一
九
五

一「
y、j
ム占、
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説

九
年
法
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
つ
の
新
し
い
解
決
法
を
与
え
た
が
、
そ
の
規
定
は
「
真
の
学
校
の
均
等
化
を
要
求
す
る
者
に
と
っ
て
は

論

不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
方
、
国
家
の
非
宗
教
性
が
私
立
学
校
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
す
べ
て
の
援
助
を
禁
止
し
て
い
る

円

2
)

と
考
え
る
者
か
ら
は
批
判
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

〆ー、〆戸、
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門
戸
・
司
・
一
口
∞
-

HrFιw
甘
一
{
〕
U

・

以
上
み
て
き
た
ト
ロ
タ
パ
説
の
重
要
な
点
は
、
教
育
の
自
由
を
「
内
面
的
自
由
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
、
公
教
育
に
お
け
る

自
由
と
し
て
政
治
権
力
に
対
す
る
教
師
の
独
立
、

お
よ
び
生
徒
の
思
想
信
条
の
自
由
の
尊
重
の
た
め
に
教
育
の
中
立
性
の
原
則
を
意
味
づ

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

D 

デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
説

デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は

「
教
育
の
自
由
」
を
「
思
想
の
自
由
」
の
章
の
下
で
、
宗
教
の
自
由
、
出
版
の
自
由
、
演
劇
・
映
画
・
ラ
ジ
オ
・

テ
レ
ビ
の
自
由
と
共
に
分
類
し
て
い
る
。

「
学
校
開
設
お
よ
び
修
業
証
書
授
与
の
自
由
」

(
-
H

ゲ巾同片品仏、。
Z
J
1
H
F
H

仏
巾
田
弘
円
。
-
巾
閉
山
巾
i

門
仏
巾

内
山
己
守
門
巾
円
仏
巾
印
(
比
勺

τ日巾印)、
「
学
校
選
択
の
自
由
」

(
-
F
R広
仏
戸
田
口
r
o反
乱
、
己
ロ
巾

mg-巾
)
お
よ
び以
下
の~

i首
長長
ぞ早
い巴
るハ(
03 '~ 

z 
H 

" 

L
E
S
E
mロロ仏、
3
5
m
S
B
g
H
)
を
、
教
育
の
自
由
の
基
本
的
な
三
つ
の
面
と
し
て
区
別
し
て
、

第
一
の
「
学
校
開
設
お
よ
び
修
業
証
書
援
与
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
学
校
開
設
の
自
由
の
慣
行
は
「
非
常
に
自
由
主
義
的
で
あ
り
」
、

そ
の
自
由
は
「
殆
ん
ど
完
全
で
あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
「
学
校
選
択
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
義
務
教
育
に
お
け
る
無
償
の
公
立
学
校
と
有
償
の
私
立
学
校
と
の
不
平
等
が
、
親
の
学

校
選
択
の
自
由
に
反
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
相
呉
な
る
こ
つ
の
議
論
を
紹
介
し
て
い
る
。
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第
三
の
「
教
育
内
容
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
公
立
学
校
お
よ
び
私
立
学
校
両
方
に
共
通
の
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る
。
初
等
お
よ
び
中
等
の
公
立
学
校
に
と
っ
て
は
、
教
育
内
容
の
自
由
は
、
子
供
の
思
想
信
条
の
自
由
の
尊
重
の
た
め
に
中
立
性
の
原
則

に
よ
っ
て
、
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
中
立
性
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
聖
職
者
が
教
師
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
高
等
教
育

に
お
い
て
は
、

「
教
師
の
側
か
ら
の
万
一
の
場
合
起
る
圧
力
か
ら
子
供
の
精
神
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
学
生
が
自
由
に
文
化

に
接
近
し
、
現
在
す
る
学
説
の
矛
盾
し
た
面
を
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
方
が
問
題
と
な
り
」
、
高
等
教
育
を
受
け
る
学
生

は
そ
の
年
齢
に
よ
っ
て
、

「
識
別
と
議
論
が
可
能
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
高
等
教
育
に
お
い
て
は
、

「
そ
の
職
務
の
行
使
に
お
け
る
教
師
の
自
由
」
に
強
調
点
が
置
か
れ
、
中
立
性
お
よ
び
非
宗
教
性
の
原
則
は
退
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

i→ 

私
立
学
校
に
お
け
る
教
育
内
容
の
自
由
は
、

一
九
五
九
年
法
に
よ
っ
て
財
政
援
助
を
受
け
る
場
合
に
一
定
の
教
科
書
が
公
権
力
に
よ
っ

フランスにおける教育の自由法理の形成

て
禁
止
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
財
政
援
胡
を
受
け
な
い
私
立
学
校
に
は
国
の
い
か
な
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
 
宮
E
2
2
U
E耳
mzp
何一品

g
g
g
仏
ぬ
《

rc伊
丹
宮
r
z
p
s
-一
月
三
G
ロ
〈
吋

Z
s
z
v
-
r
E
-ア
3
3・Hν・
C-
明
J

-

U
吋0
・同
y

一吋∞

a
E
2・

E 

ア
ン
ベ

l
ル
説

宗
教
の
自
由
と
共
に
、

(ロ
S
F
Z
仏巾目、

r
c
B
g巾
b
F
E
)巾円
Hm
仏巾匂町一

g
r〉
の
中
に
分
類
し
て
い
る
。

「
教
育
の
自
由
」
を
、

意
見
の
自
由
、

表
現
の
自
由
、

「
思
想
の
自
由
の
た
め
の
人
権
」

ア
ン
ベ
l
ル
は
、

「
学
習
す
る
自
由
」
お
よ
び
「
良
心
の
自
由
」
の
三
つ
の
種
類
の
自
由
と
重
な
り
合
っ
た
複
合

的
性
格
を
持
っ
た
自
由
権
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

教
育
の
自
由
は
、

「
意
見
の
自
由
」
、

「
意
見
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、

「
正
し
い
と
考
え
る
す
べ
て
の
人

北法23(2・57)259



説

間
が
自
己
の
学
説
を
公
け
に
す
る
正
当
な
欲
望
を
有
す
る
」
と
い
う
点
で
あ
り
、

「
学
習
す
る
自
由
」
は
、

「
す
べ
て
の
個
人
が
財
産
の

点
で
自
分
よ
り
恵
ま
れ
た
者
と
同
一
の
文
化
を
獲
得
す
る
こ
と
を
主
張
し
得
る
」
点
に
お
い
て
で
あ
り
、

「
家
父

「
良
心
の
自
由
」
は
、

5命

が
と
り
わ
け
宗
教
的
な
選
択
お
よ
び
自
己
の
信
念
に
従
っ
て
教
師
を
選
択
で
き
る
こ
と
を
主
張
す
る
」
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
ア
ン
ベ

i
ル
の
指
摘
は
、
教
育
の
自
由
の
主
体
と
の
関
係
で
み
る
と
、
教
育
の
自
由
が
、
教
師
の
真
理
を
教
え
る
「
意
見
の
自
由
」
、

子
供
の
「
学
習
す
る
自
由
」
お
よ
び
両
親
の
教
師
を
選
択
す
る
「
良
心
の
自
由
」
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

教
育
の
自
由
の
説
明
に
あ
た
っ
て
は
、

「
私
教
育
の
自
由
」

(
-
F
R片
品

r
-
6
5
2
mロ
2
5ロ
仲
間
)
江
主
)
お
よ
び
「
教
育
を
受
け
る
権

(
仏

3
F同
P

戸、巾
5
2
mロ巾日巾
E
2
z
-
F
2忌
母

-
6
5
2
mロ
gMg仲間
}
Z
E
ル
ロ
)
に
大
別
し
て
い
る
。
第
一
の

(
3
)
 

「
私
教
育
の
自
由
」
で
は
、
私
立
学
校
の
自
由
を
実
定
法
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
。
第
二
の
「
教
育
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
公
教
育
の

円

4
)

自
由
」
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

利
お
よ
び
公
教
育
の
自
由
」

ま
ず
、

「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
教
育
の
領
域
に
お
い
て
、

「
人
聞
の
権
利
と
義
務
と
の
聞
の
最
も
明
白
な
関
連
が
あ

る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
か
ら
、

「
す
べ
て
市
民
が
子
供
を
学
校
に
入
学
さ
せ
る
権
利
を
獲
得
し
、
教
育
は
恵
ま
れ
な
い
あ
る
い
は
障
害
を

負
っ
た
子
供
に
対
し
て
す
ら
、
私
教
育
の
自
由
を
侵
害
す
る
に
至
ら
な
い
公
役
務
の
利
用
を
可
能
に
す
る
複
合
的
な
態
様
に
従
っ
て
組
織

化
さ
れ
た
公
役
務
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
他
方
、
こ
の
教
育
を
受
け
る
権
利
は
同
時
に
義
務
で
あ
る
。
就
学
義
務
が
教
育
の
自
由
と
両

立
し
得
る
の
は
、
公
立
学
校
、
私
立
学
校
ま
た
は
家
庭
教
育
の
聞
の
学
校
選
択
の
自
由
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
職
業
教
育
お
よ
び
文
化
」
に
対
す
る
児
童
お
よ
び
成
人
の
機
会
均
等
を
保
障
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
、
職
業
教
育
お
よ
び
社
会
教
育
を
も
教
育
を
受
け
る
権
刺
の
対
象
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

四
六
年
憲
法
前
文
は
学
校
教
育
の
み
な
ら
ず
、

「
公
教
育
の
自
由
」
に
つ
い
て
は
、
公
立
学
校
で
就
学
義
務
を
果
す
子
供
が
、

「
一
定
の
政
治
的
ま
た
は
哲
学
的
教
育
に
服
し
め
ら
れ

る
べ
き
で
な
い
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
公
教
育
の
非
宗
教
性
お
よ
び
中
立
性
の
原
則
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
初
等
お
よ
び
中
等
教
育
に

北法23(2・58)260
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j
l
i
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l
j
 

〈

お
い
て
は
、

「
教
師
お
よ
び
生
徒
の
意
見
の
自
由
の
尊
重
と
い
う
原
則
が
通
則
合
p
m
F
)
で
あ
り
」
、

さ
ら
に
高
等
教
育
は
一
一
層
大
き
な

自
由
を
享
有
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
大
学
教
授
が
、

「
裁
判
官
の
そ
れ
と
少
く
と
も
同
等
の
身
分
保
障
を
有
す
る
」
こ
と
を
挙
げ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ア
ン
ベ
l
ル
に
あ
っ
て
も
、
思
想
の
自
由
の
一
環
と
し
て
の
教
育
の
位
置
づ
け
、
そ
の
複
合
的
性
格
の
指
摘
、
公
教
育

の
自
由
と
し
て
の
非
宗
教
性
と
中
立
性
の
原
則
の
位
置
づ
け
お
よ
び
教
師
の
意
見
の
自
由
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

(寸

〈

1
)
』
自
口
同
ヨ
σ
q
p
F
ω
明
Hω
ロ円
m
m
H
-
a
品吋

czvι
。
て

Y
D
B
S
F
Z
C同
協
角
川
伸
明
宮
内
同
日
仏
D
nロ
g
g
g町
2
・
2
0
ω
品
∞
ア
戸

ω
U
Q
E日
目
丹
J
C
Cロ
『
E
ロ
2
目
。

-um∞
"
℃
・

ω目
。

同

ω
C
M
〈・

(

2

)

日
正
、
℃
・

8
・

(
3〉

H
r
E
・

3
・
ω吋

ia・

(
4
)
円
『
炉
供
・

3
・
8iω
∞

フランスにおける教育の自由法理の形成

F 

第
二
次
大
戦
後
の
学
説
の
要
約

フ
ラ
ン
ス
の
現
代
の
代
表
的
公
法
学
説
が
「
基
本
的
人
権
」
の
体
系
の
中
で
教
育
の
自
由
を
い
か
に
把
握
し
て
い
る
か
の
問
題
は
以
上

み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

い
ず
れ
の
学
説
も
教
育
の
自
由
を
基
本
的
な
精
神
的
自
由
権
の
一
つ
と
し
て
、

ユ
ル
ド
ォ
、
」
ア
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
、

ま
ず
第
一
に
、

「
思
想
の
自
由
」

(
コ
リ
ア
1

ル
、
ピ

ア
ン
ベ

l
ル
)
あ
る
い
は
「
内
面
的
自
由
」

(
ト
ロ
タ
パ
〉
の
中
に
分
類
し
、
思
想
信
条
の
自
由
に
結
び

つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
の
自
由
は
教
育
を
貫
く
原
別
で
あ
り
、

も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
教
育
の
自
由
は
一
般
原
則
と
し
て
は
誰
も
疑
う

第
二
に
は
、

い
ず
れ
の
学
説
も
教
育
の
自
由
の
複
合
的
性
格
に
着
目
し
て
、
教
育
の
自
由
を
幾
つ
か
の
局
面
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る • 北法23(2・59)261



説

コ
リ
ア

1
ル
は
、
親
、
教
師
、
国
家
、
教
会
と
い
っ
た
複
数
の
主
体
が
関
係
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ビ
ュ
ル

」
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ド
オ
は
、

「
教
え
る
権
利
」
、

「
学
習
す
る
権
利
」
お
よ
び
「
教
師
を
選
択
す
る
権
利
」
の
三
つ
に
分
け
、

ト
ロ
タ
パ
は
、

「
自
己
の
選

論

択
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
権
能
L

お
よ
び
「
教
育
を
与
え
る
自
由
」
の
二
つ
に
分
け
、
デ
ュ
ベ
ル
ジ
ェ
は
、

「
学
校
開
設
お
よ
び
修
業
証

書
授
与
の
自
由
」
、

「
学
校
選
択
の
自
由
」
お
よ
び
「
教
育
内
容
の
自
由
」

「
意
見
の
自

の
三
つ
に
分
け
、

ア
ン
ベ

l
ル
は
、

教
師
の

由
」
、
子
供
の
「
学
習
す
る
自
由
」
お
よ
び
親
の
学
校
を
選
択
す
る
「
良
心
の
自
由
」
の
三
つ
に
分
け
て
い
る
。

第
三
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
教
育
の
自
由
が
、
公
教
育
に
お
け
る
自
由
と
私
立
学
校
の
自
由
の
二
つ
の
面
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ

い
ず
れ
の
学
説
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
は
、
ト
ロ
タ
パ
が
最
も
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
政
治
権
力
に
対
す
る
教
師
の
独
立
お
よ
び
生
徒
の
思
想
信
条
の
自
由
を
尊
重
す
る
た
め
の
教
育
の
中
立
性
お
よ
び
非
宗
教
性
の
原
則

と
t主

が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
公
教
育
の
中
立
性
お
よ
び
非
宗
教
性
の
原
則
は
、
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
の
具
体
化
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
教
育
が
国
家
に
よ
っ
て
一
の
公
式
の
学
説
を
教
え
込
む
国
家
教
育
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

ア
ー
ル
、
ビ
ュ
ル
ド
オ
が
特
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
の
公
式
の
学
説
の
否
定
と
教
師
が
自
ら
真
理
と
考
る
こ
と
の
教
授
と
の
間

の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
解
決
は
、

「
教
師
の
良
心
に
訴
え
る
」
以
外
に
な
い
と
い
う
ビ
ュ
ル
ド
オ
の
指
摘
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

第
四
に
、
初
等
教
育
の
義
務
性
を
定
め
た
一
八
八
二
年
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
問
題
に
な
っ
た
就
学
義
務
は
教
育
の
自
由
に
反
し
な
い

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
各
学
説
と
も
学
校
選
択
の
自
由
を
前
提
に
し
て
そ
れ
が
教
育
の
自
由
に
反
し
な
い
と
し
て
い
る
。

フ
-
フ
ン

ス
で
は
、
公
立
学
校
と
私
立
学
校
(
な
い
し
家
庭
教
育
)
の
選
択
の
自
由
が
重
要
視
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
そ
こ
に
あ
る
。

第
五
に
、
私
立
学
校
の
教
育
の
自
由
の
問
題
が
あ
る
。
学
校
選
択
の
自
由
は
私
立
学
校
の
自
由
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
私
立
学
校

の
自
由
の
重
要
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
立
学
校
の
自
由
は
、

コ
リ
ア
l
ル
の
表
現
に
従
う
と
、
「
国
家
の
外
で
の
自
由
」
の
み
な
ら
ず
、

「
国
家
に
よ
る
自
由
」
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
各
学
説
と
も
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
九
五
九
年
法
は
私
立

北法23(2・60)262
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w・

学
校
へ
の
財
政
援
助
に
つ
い
て
一
応
の
結
論
を
出
し
た
が
、

な
お
問
題
は
将
来
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

/ー、、〆、、

2 1 
、、./ ¥ーノ

野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
」
教
育
二
七
一
号
、

前
掲
論
文
、
一
八
!
一
九
頁
。

一
九
七
一
年
一
二
月
号
、
七
ー
八
頁
。

第
一
章

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由

第
一
一
節

憲
法
制
定
議
会
お
よ
び
立
法
議
会
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
八
九
年
七
月
|
一
七
九
二
年
九
月
)

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
に
お
い
て
は
教
育
は
教
会
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
教
育
が
教
会
で
は
な
く
国
家
に
属
す

l→ 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
は
少
く
と
も
教
会
の
み
に
属
す
る
も
の
で
な
い
と
さ
れ
、
そ
し
て
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
国
家
は
教
育

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
時
期
を
画
し
て
い
る
。

フラ γスにおける教育の自由法理の形成

に
無
関
心
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、

「
憲
法
制
定
議
会
」

(〉∞

8
s
z
r
(
U
Cロ
aFHCmwHHZ)

(
一
七
八
九
年
七
月
l
一
七
九
一
年
九
月
三

O
日
)
は
、

一
七
八
九
年
八
月
二

六
日
に
人
権
宣
言
を
採
択
し
、

一
七
九
一
年
九
月
三
日
に
は
憲
法
を
制
定
し
た
が
、
公
教
育
計
画
に
つ
い
て
は
、

一
七
九
一
年
九
月
一

O

日
に
タ
レ
イ
ラ
ン
(
叶
白
巴
巾
可
E
ロ
仏
)
報
告
お
よ
び
デ
フ
レ
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
同
じ
く
憲
法
制
定
議
会
に
提
出
を
予

定
さ
れ
て
い
た
ミ
ラ
ボ
オ
(
冨
可
与

EC)
計
画
は
彼
の
死
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
ず
死
後
出
版
さ
れ
た
。

憲
法
制
定
議
会
に
続
く
「
立
法
議
会
」

円
、
弘

mF曲
目
白

Z
4巾
〉

(
〉
回
目
巾

HHH正
常

(
一
七
九
一
年
一

O
月
一
日
l
一
七
九
二
年
九
月
二

O
日
)

((UOEa
仏、

E
2
2
S。
ロ
吉
区
5
5
)
を
設
置
し
て
公
教
育
の
問
題
に
取
り

t主

一
七
九
一
年
一

O
月
一
四
日
に
「
公
教
育
委
員
会
」

か
か
っ
た
が
、
未
だ
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
持
た
ず
に
一
七
九
二
年
四
月
二

O
日
に
コ
ン
ド
ル
セ

(円。ロ仏。
R
2
)
報
告
お
よ
び
デ
フ
レ

案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

司'
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説

(
1
)
 
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
教
育
の
自
由
お
よ
び
公
教
育
制
度
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
参
照
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

F
2
2
0ユヨ
E
チ

同

Z
2日
ιω

宮
口
σ局窓《目、
0
5
1
mロ自己作口同

g
m，S
R
P
丹・国

-Fω
河
恥
4

〈

c
r
t
oロ
司
阿
川
町
呂
田
ー
の
河
口
o
z
p
切
・
〉
片
手
ω口内
y

-由主
U

仲
・
居
"
戸
ぬ
の
o自己
F
F
一室町

u
y
向
E
ュ2
0
0ロ
g
H仏司戸、
o
g
g間
5
5
3仲
司
ユ
自
己
円
。

g
m，E
ロ
白
骨
-
印
刷
刊
を
o
r
z
cロ
P
U
}
O
F
C日
ND丹

c
a
u
l
一∞
ω
3
・
3
5・
F
a
ω
u
-
-
E
F
a件Ha--U印
U
L
v・。
7
2丘一
5
・
ω
・。吋
CM匂
南
口
口
兵
』
・
云
包
--2・
F
ょ
8
2
mロ由同ぬロ仲間同
B
2
2
e
-印

刷Na〈
D-zEC口
前
ロ
E
守口
F
F
H
F
ζ
c
u件。
P
一
回
∞
∞
山
台
E
ユ
自
明
D
C
R
F
F
Fよ
E
2間
5
5
8仲
間
日
ロ
2
2
守
一
吋
∞
U
P
-
ま
?
F
2
m
-
ω

開
・
〈
・

同ν
・何
-
Zニ一∞
g
u
ア
ン
ト
ワ
l
ヌ
・
レ
オ
ン
、
池
端
次
郎
訳
『
フ
ラ
ン
ス
教
育
史
』
ク
セ
ジ
ュ
文
庫
、
白
水
社
、
一
九
六
九
年
(
〉
己
C
F
S
Z
o
p

E
m件
。
昨
日
常

F
B
g問ロ
2

8仲
g
m，吋
E
R
E
-
-
R
Z
S
A
ρ
E
E
-
-
ω
寸

V
-
z
o
ω
包
-
一
回
目
。
、
松
島
釣
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
制
度

の
成
立
過
程
』
亜
紀
書
房
、
一
九
六
八
年
、
渡
辺
誠
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
教
育
』
福
村
書
宿
、
一
九
五
二
年
。

』・
l』・。
7
2と
-
5・
出
E
2
3
ι
自
国
B
E
E
t
c
g
回目

}MtAZF
門

r
z
Hり目白ロ
E
B
G
ι
qロ
ゆ
(
二
∞
U
l
-
E印
)
・
同
V
R
F
Y
U丘一
ON--U印
∞
山
』
R
Aロ
g

E
r
-
-
国岡田
SFHO
【官

FE昨伊丹呉
FOE-
件・〈
-HL山内円}円。己申円
F
E
-
-
R
E
Oロ
八
日
，
Z
B
E
V
-
目。

E
H
f
p
H
F
司

-
C
同り
J
E
S
H
』R
官
。

。
a
R
r
o
F
F
B
H
E
E
C件5
E
門

r
z
p
g
B
E
E
-同
月
号
。
-
三
古
口

a
-両
日
宮
H
P
N。
注
MHJHVHHFHM・
C-
明
よ
呂
田
∞
・
桑
原
武
夫
編
『
フ
ラ

ン
ス
革
命
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
、
野
田
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論
』
上
巻
、
有
斐
関
、
一
九
七

O
年
再
販
、
野
村
敬
造
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
・
行

政
法
概
論
』
有
信
堂
、
一
九
六
二
年
、
長
谷
川
正
安
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
憲
法
』
日
本
評
論
新
社
、
一
九
五
三
年
。

な
お
、
法
令
の
訳
語
に
つ
い
て
は
、
『
一
七
九
一
年
憲
法
の
資
料
的
研
究
』
東
大
社
会
科
学
研
究
所
資
料
第
五
集
、
一
九
七
二
年
を
参
照
。

〈

2
)

初
等
教
育
は
小
学
校
(
宮
号
刊
号

0
5、
中
等
教
育
は
コ
レ
i
ジ
ユ

(
B
Z申
向
。
)
、
高
等
教
育
は
大
学
で
行
な
わ
れ
て
い
た
(
野
田
・
前
世
間
書
、
四

六
九
頁
以
下
)
。

(
3
)

』・
l
』・

(urg--戸内
H

・

a・
2
7
司
一
己
・

さl込
日間

一、

一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
お
よ
び
一
七
九
一
年
憲
法

一
八
世
紀
末
葉
に
お
い
て
は
、
教
育
の
自
由
は
未
だ
世
論
の
中
に
も
、
公
法
学
者
に
も
、
哲
学
者
に
も
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
教
育
の

自
由
の
教
説
は
真
の
意
味
で
構
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
七
八
九
年
の
人
権
宜

言
は
教
育
の
自
由
を
直
接
規
定
し
て
お
ら
ず
、
沈
黙
し
て
い
る
。
何
故
人
権
宣
一
一
言
が
教
育
の
自
由
を
明
文
で
規
定
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
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4 

• 

う
問
題
に
つ
い
て
デ
ュ
ギ
ィ
は
、
人
権
宣
言
第
一
一
条
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
思
想
お
よ
び
意
見
の
表
現
の
自
由
が
教
育
の
自
由
を
合
ん

〔

2
)

で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
グ
リ
モ
オ
も
、
人
権
宣
言
は
そ
も
そ
も
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
に
お
い
て
無

祝
さ
れ
て
い
た
人
権
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
教
育
の
自
由
に
つ
い
て
は
憲
法
制
定
者
は
人
権
宣
言
の
中
に
位
置
す
る
に
必
要

な
自
由
と
し
て
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
に
お
い
て
す
で
に
教
育
の
自
由
の
必
要
性
を
感
得
し
て
い
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
教
育
の
自
由
は
人
権
宣
言
一
一
条
の
思
想
お
よ
び
意
見
の
自
由
の
当
然
の
結
果
お
よ
び
付
属
物
と
考
え
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
人
権
宣
言
は
教
育
の
自
由
の
明
文
の
規
定
を
持
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
第
一
一
条
に
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

!→ 

一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲
法
は
そ
の
冒
頭
に
一
七
八
九
年
の
人
権
宣
言
を
取
り
入
れ
る
と
共
に
、
第
一
篇
「
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

フランスにおける教育の自由法理の形成

る
基
本
規
定
L

の
中
に
公
教
育
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
規
定
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
す
べ
て
の
市
民
に
共
通
で
、
教
育
の
う

ち
す
べ
て
の
人
に
不
可
欠
の
部
分
に
つ
い
て
無
償
の
『
公
教
育
』

(
]
[
口
出

C
-
z
n
巳
。
ロ
目
vcσ
ロ
門
戸
戸
巾
)

が
創
設
さ
れ
、

か
つ
、

組
識
さ
れ
る
。

そ
の
施
設
は
、

王
国
の
区
分
と
結
合
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
段
階
的
に
配
置
さ
れ
る
。
し
と
い
う
規
定
で
あ
る
。

一
七
九
一
年
憲
法
に
よ
っ
て
公
教
育
を
組
織
す
る
原
則
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
者
に
不
可
欠
な
教
育
の

部
分
に
つ
い
て
は
無
償
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
課
さ
れ
た
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

/ー、〆『¥/、、

3 2 1 
¥J  ¥J ¥ーノ

円、
.0HFBNWCチ
9
H
U
2同
J

丹
・
回

w

司

吋

戸
-
H
)
戸
間
己
?
同
，

E
】
円
払
牛
ぬ
仏
円
。
芹
円
。
ロ
品
広
三

5
ロ
ロ
巳
・

C
同

Y
2
7
件
-
〈
唱
問
》
・

ω向
山
田
・

円、.。ロヨ
ω口内「

c
h
y
n
H丹
・

件

・

間

"

℃

旬

一

口

l
二
・

. 
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説

二
、
公
教
育
に
関
す
る
諸
計
画
案

A 

こ
フ
ボ
オ
計
画

論

ミ
ラ
ボ
オ
の
憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
公
教
育
案
の
討
論
用
に
準
備
さ
れ
た
「
国
民
教
育
し

説
草
案
は
、
彼
の
死
に
よ
っ
て
議
会
で
実
際
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
原
稿
が
一
七
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
。
ミ
ラ
ボ
オ
の
公
教

(
弘
与
口
円
山
江
。
ロ
ロ
伊
丹
F
O
口
出
-
刊
一
)

に
関
す
る
演

育
計
画
は
次
の
ょ
に
な
っ
て
い
る
。

(
l
)

〉
R
E〈
自
宮
ユ

σ
B
E
E
S
-
-
q
ω
E
P
寸
以
内
戸
間
y
印
一

N
2
2
2
・
な
お
、
ミ
ラ
ポ
オ
(
一
七
四
九
l
九
ご
は
立
憲
王
政
派
に
属
し
、
国
王

を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
の
道
具
と
し
て
、
封
建
貴
族
と
人
民
の
両
側
か
ら
の
攻
撃
に
対
す
る
盾
と
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
(
桑
原
編
・
前
掲
書
、
六
六
回
頁
)

モ{)

公
教
育
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
執
行
権
か
ら
の
独
立

「
人
聞
に
そ
の
す
べ
て
の
能
力
を
使
用
さ
せ
、
そ
の
す
べ
て
の
権
利
を
享
受
さ
せ
、

自
由
に
発
展
さ
れ
る
個
人
的
存
在
の
す
べ
て
か
ら
公
的
存
在
を
誕
生
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
教
育
に
お
い
て
自
由
を
基
礎

こ
フ
ボ
オ
に
よ
る
と
、
教
育
の
唯
一
の
目
的
は
、

と
す
る
こ
と
か
ら
、
古
代
の
立
法
者
が
行
な
っ
て
き
た
よ
う
な

公
教
育
(
注
ロ
S
H
F
O
D

吉
正
Z
己
巾
)
を
利
用
し
」
、

「
自
分
達
の
制
度
を
維
持
し
普
及
さ
せ
る
に
最
も
適
当
な
手
段
と
し
て

「
若
者
を
祖
国
の
所
有
物
(
号
自
己
日
母
佐
官

E
a
と
考
え
る
」
と
こ
ろ
の
国

家
の
教
育
権
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
、
教
育
が
完
全
に
個
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
的
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
国
が
教
育
の

計
画
と
目
的
を
示
し
て
公
教
育
を
組
織
す
る
必
要
性
は
、
次
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
現
在
の
状
況
の
下
で
も

し
教
育
が
国
民
的
観
点
ハ

2
8
5己
GE-g)
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
自
由
を
脅
か
す
重
大
な
障
害
が
そ
の
結
果
発
生
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
祖
国
の
希
望
は
と
り
わ
け
次
の
世
代
を
担
う
者
達
の
中
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
世
代
は
、
彼
等
に
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• 

、

教
え
る
教
師
あ
る
い
は
教
育
の
最
初
の
思
想
を
つ
か
む
著
作
者
か
ら
独
立
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
著
作
者
お
よ

び
こ
れ
ら
の
教
師
は
、
公
的
な
道
徳
と
は
決
し
て
対
立
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
国
民
の
至
上
の
意
思
守
o-。
E
h

Z
E巾
l
吉
広
窓
口
芯
舟

F
E氏
。
ロ
)
が
教
師
お
よ
び
著
作
家
を
国
民
の
計
画
に
対
し
て
拘
束
し
、
彼
等
に
国
民
の
目
的
を
指
示
し
、
そ
し

て
、
知
力
が
遠
く
に
ま
で
拡
大
し
て
い
く
よ
う
に
各
地
に
ア
カ
デ
ミ
ー
守
口
同
仏
品
目
は
る
あ
る
い
は
学
校

(mgrる
に
よ
る
セ
ン
タ
ー
を

ハ

sv

形
成
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」

公
教
育
を
国
民
の
意
見
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
る
と
い
う
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、

ア
カ
デ
ミ
ー
お
よ
び
学
校
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ

る
公
教
育
は
、
執
行
権
に
で
は
な
く
、
人
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
執
政
官
に
従
属
す
る
と
い
う
の
が
ミ
ラ
ボ
オ
の
公
教
育
計
画

の
重
要
な
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
す
べ
て
の
改
革
の
う
ち
で
第
一
の
そ
し
て
恐
ら
く
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

コ
レ

l
ジ
ュ
お
よ
び
ア

i寸

カ
デ
ミ
ー
を
人
民
を
真
に
代
表
し
た
と
こ
ろ
の
、
す
な
わ
ち
、
人
民
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、

(
自
由
l

か
っ
し
ば
し
ば
更
新
さ
れ
る
執
行
官

フランスにおける教育の自由法理の形成

ぬ
仲
間
同

E
Z
)
に
の
み
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
恒
常
的
な
権
力
も
、
こ
の
よ
う
に
恐
る
べ
き
武
器
を
自
由
な
も
の
と
し
て
持

F
a
E
Z
】

つ
べ
き
で
は
な
い
一
」
の
で
あ
る
。
公
教
育
を
執
行
権
に
従
属
さ
せ
た
場
合
の
危
険
性
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
も
し

ア
カ
デ
ミ
ー
が
執
行
権
に
直
接
に

O
B自
主
芯

8
5
2
4
従
属
し
続
け
る
と
、
執
行
権
は
ア
カ
デ
ミ
ー
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
の
進
退
を

自
由
に
処
分
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
直
接
的
な
方
法
で
行
な
わ
れ
る
。
し
か
も
同
様
に
、

よ
り
間
接
的
に
は
そ
の

地
位
を
占
め
よ
う
と
す
る
野
心
を
持
っ
て
い
る
文
筆
家
す
な
わ
ち
殆
ん
ど
す
べ
て
の
文
筆
家
の
進
退
を
自
由
に
処
分
す
る
の
で
あ
る
。
も

し
執
行
権
が
公
立
学
校
を
組
織
し
監
督
す
る
こ
と
を
自
己
の
義
務
と
す
る
と
、
教
育
は
執
行
権
の
見
解
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
必
ず
し
も

人
民
の
利
益
に
合
致
し
て
い
な
い
(
我
々
は
こ
の
点
に
つ
い
て
担
当
の
証
拠
を
持
っ
て
い
る
が
)
大
臣
達
の
見
解
に
従
属
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
ミ
ラ
ボ
オ
は
、
教
育
が
執
行
権
に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
そ
の
人
事
権
に
よ
っ
て
時
の
政
治
権
力
の
思
想
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説

を
強
い
ら
れ
る
危
険
性
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。

論

〈

1
)

〈

2
〉

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5〉

〉
・
司
・

-f臥
HFOL-
内
問
、
司
・
印

-ω
・

-2no--

H
r
-
L
・

HFFι
・・同
u

・印-一
Y
M
o
n
o
-
-

H
r
F
L
・
-
匂
・
印
て
ア
一
円
。

no--

H
r
-
L
・

神

「
教
え
る
権
利
」
の
承
認

公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
自
由
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
公
教
育
を
執
行
権
か
ら
切
り
離
し
、
人
民
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
執
政
官
に
J
s
d
 

従
属
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
な
手
段
で
あ
る
が
、
ミ
ラ
ボ
オ
は
ま
た
「
教
え
る
権
利
」
を
承
認
し
て
い
る
。
教
え
る
権
利
は
次
の
よ
う
に
し

て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
人
聞
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
お
よ
び
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
す
ら
教
え
る
権
利

る
。
社
会
は
自
由
を
害
し
な
い
一
般
的
手
段
に
よ
っ
て
し
か
、
無
知
の
ぺ
て
ん
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
育
す
る
こ

と
は
商
業

(
g
g
g
R
B
)
の
一
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
売
手
は
自
己
の
商
品
を
立
派
に
見
せ
よ
う
と
努
力
し
、

(
門
町
内
)
広
仏
、
巾
ロ
田
町
仲
関
口
巾
H
1
)

を

有

す

買
手
は
そ
れ

を
判
断
し
て
最
も
安
く
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。
市
場
の
見
物
人
公

1
2丘
町
ロ
る
で
あ
り
か
つ
保
証
人
(
官

E
E
)
で
あ
る
公
権
力
は
、

そ
の
売
買
を
阻
止
し
た
り
ま
た
は
売
買
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
売
買
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
公
権
力
は
何
人
の
権
利
も
侵
害
し

な
い
行
為
を
す
べ
て
保
護
す
る
。
公
権
力
は
す
べ
て
の
者
に
平
穏
を
維
持
す
る
た
め
に
し
か
登
場
し
て
こ
払
ツ

こ
こ
で
教
育
の
自
由
を
ミ
ラ
ボ
オ
は
「
商
業
」
の
一
種
と
し
て
把
え
て
お
り
、
公
権
力
の
役
割
は
教
育
の
自
由
な
市
場
、
教
育
の
売
手

と
買
手
と
の
自
由
な
行
動
を
保
護
す
る
と
い
う
消
極
的
な
役
割
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
人
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1

i

j

 

da 
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a
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呈
享
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eイ
を
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Z
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吉
守
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4

-1 
i 

聞
は
生
れ
な
が
ら
能
力
を
も
っ
て
お
り
、
自
由
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
能
力
を
延
ば
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

「
社
会
の
仕
事
は
す
べ
て
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
は
疑
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
人
聞
は
能
力
お
よ
び
そ
の
能
力
を
使

用
す
る
権
利
を
も
っ
て
誕
生
す
る
。
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
も
、

き
な
い
」
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
能
カ
を
奪
い
取
る
こ
と
も
で

(
1
)
 

へ
2
)
〉
-
H
V
-

一
百
回
品
ロ
ク

?
M
n
M
M
P
司
・
印
一
九
ア

N
O
円
《
)
-
-

H
r
F内
日

J

甘
・
印
一
白
w

N
角
川

no--

以
上
み
て
き
よ
う
に
、
ミ
ラ
ボ
オ
の
公
教
育
計
画
の
特
徴
は
、
教
育
の
白
的
を
人
間
の
能
力
の
自
由
な
発
展
に
求
め
て
国
家
教
育
を
否

は
け

定
し
、
公
教
育
を
政
治
権
力
か
ら
独
立
さ
せ
る
た
め
に
人
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
更
新
さ
れ
る
執
政
官
に
従
属
さ
せ
る
と
共
に
、

業
」
の
自
由
の
一
種
と
し
て
教
え
る
権
利
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

B 

タ
レ
イ
ラ
ン
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案

憲
法
制
定
議
会
解
散
の
直
前
で
あ
る
一
七
九
一
年
九
月
一

O
日
に
、
「
公
教
育
」

ン
の
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
が
憲
法
委
員
会
を
代
表
し
て
提
出
さ
九
乱
。
し
か
し
憲
法
制
定
議
会
で
は
審
議
未
了
に
な
り
、
後
の
立
法
議

(

F

ロ凹
H
H

口
口
己
。
ロ
匂
ロ
ゲ
ピ
内
山
口
市
〉

に
関
す
る
タ
レ
イ
ラ

会
の
公
教
育
委
員
会
で
退
け
ら
れ
た
。

(
1
)
〉吋
nrM〈
2
唱

m
L
0
5
8
S
F
B
P
-
2
ω
h
H
w
p
寸

内
v
日
・
司
会
吋

a

E守
・
な
お
、
タ
レ
イ
ラ
ン
H
ベ
リ
ゴ

l
ル
(
一
七
五
四
|
一
八
コ
一
八
〉
は
立
憲

派
に
属
し
、
ォ
l
タ
ン
の
司
教
で
あ
っ
た
が
、
僧
伺
階
級
の
な
か
で
は
革
新
分
子
で
あ
り
、
教
会
権
力
と
国
家
権
力
の
分
離
を
熱
心
に
推
進
し
た
〈
桑

原
編
・
前
掲
書
、
六
三
六
頁
〉
。

モイ)

公
教
育
の
組
織
お
よ
び
小
学
校
の
無
償

"1 

商
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説

タ
レ
イ
ラ
ン
の
公
教
育
に
関
す
る
デ
ク
レ
案
は
、
前
述
し
た
一
七
九
一
年
憲
法
の
公
教
育
に
関
す
る
規
定
を
具
体
化
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
一
七
九
一
年
憲
法
の
「
教
育
の
う
ち
す
べ
て
の
人
に
不
可
欠
の
部
分
に
つ
い
て
無
償
」
で
あ
る
点
と
、
公

「
王
国
の
区
分
と
結
合
さ
れ
た
関
係
に
お
い
て
段
階
的
に
配
置
さ
れ
る
」
点
は
次
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

論

教
育
の
施
設
が
、

ま
ず
、
全
学
校
体
系
は
行
政
区
劃
と
一
致
し
て
、
第
一
の
段
階
は
各
カ
ン
ト
ン

(
B
E。
と
に
一
つ
置
か
れ
る
「
小
学
校
」

匂

HFB巳
3
4
で
、
第
二
の
段
階
は
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
♀
岡
田

E
2
)
に
置
か
れ
る
「
地
区
学
校
」

(
h
g
-
g
r
仕
え

HE)

(
恥
ロ

o-g

(
旧
コ
レ
l
ジ

ュ
〉
で
あ
り
、
第
一
一
一
の
段
階
は
県
♀
守
R
Z
5
3
4
に
置
か
れ
る
「
県
学
校
」

(mg-2
号
佐
官
ユ
g
g
E〉

(
旧
大
学
学
部
)

り

こ
の
よ
う
な
学
校
体
系
の
頂
点
に
あ
ら
ゆ
る
教
育
を
こ
こ
に
統
合
し
て
あ
ら
ゆ
る
学
聞
を
完
成
し
よ
う
と
す
る
「
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ
」

(
H
E
H
X
E
E己
。
ロ
即
日
)
を
置
く
の
で
あ
る
。

公
教
育
の
管
理
は
、

「
公
教
育
一
般
委
員
会
」

〈

S
S
E
-
3
0ロ
∞

E
m
E
r
r
-、F
E
S
E
-
cロ
℃
戸
E
Z己
巾
)
に
委
ね
ら
れ
お
り
、
こ
の

委
員
会
に
は
六
名
の
教
育
委
員

(
g
B
E
E
F
H
g
)
と
六
名
の
視
学
官
(
宮
田
宮

2
2
5
)
が
お
り
、

て
任
命
さ
れ
る
が
、
免
職
は
立
法
府
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
る
。

」
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
は
国
王
に
よ
っ

「
小
学
校
は
無
償
で
あ
り
、
差
別
な
し
に
す
べ
て
の
市
民
の
子
供
に
開
か
れ
て
い
る
」

学
校
法
第
一
条
)
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
小
学
校
の
教
育
が
無
償
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
初
等
教
育
が
「
そ
の
構
成
員
に
対
す

る
社
会
の
真
の
負
債
で
あ
る
」
と
報
告
の
中
で
タ
レ
イ
ラ
ン
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
公
教
育
の
義
務
性
は
次
の
よ
う
な
理

由
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
公
教
育
の
無
償
に
つ
い
て
は
、

「
国
は
す
べ
て
の
者
に
教
育
の
大
き
な
福
利
を
提
供
す
る
が
、

し
か
し
国
は
教
育
を
何
人
に
も
強
制
し
な
い
。
国
は
各
家
庭
が
同
様
に

父
親
が
そ
の
校
長
た
る
一
つ
の
小
学
校
で
あ
る
こ
と
、

そ
の
教
育
が
た
と
え
徹
底
さ
に
お
い
て
劣
る
と
し
て
も
よ
り
説
得
で
よ
り
深
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
の
理
に
か
な
っ
た
子
供
を
保
護
す
る
親
の
権
利
を
尊
重
し
、
厳
格

北法23(2・68)270

で

あ



.' 
7 
ち

S 
J 

ー

;
;
J
i

、

司E

な
国
家
教
育
を
防
止
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
国
は
子
供
の
幸
福
を
父
親
の
愛
情
の
保
護
の
下
に
置
い
て
、
子
供
が
個
人
的

義
務
に
従
っ
て
自
ら
自
己
を
決
定
す
る
権
利
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
子
供
に
関
係
深
い
こ
と
に
つ
い
て
発
言
す
る
世
話
を
父
親

に
委
ね
る
と
い
う
自
然
の
永
遠
の
合
目
的
性
を
尊
重
す
る
で
あ
ろ
う
。
厳
格
な
園
家
的
教
育
を
樹
立
す
る
た
め
に
、

の
住
民
か
ら
市
民
の
称
号
を
奪
い
、
住
民
を
最
も
奇
怪
な
隷
属
に
陥
し
入
れ
、

ま
ず
最
初
に
大
多
数

つ
い
で
、
常
に
自
然
の
声
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
て
い
る
法

律
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
家
庭
の
き
ず
な
、
あ
ら
ゆ
る
父
親
の
権
利
を
破
壊
せ
し
め
た
と
こ
ろ
の
か
の
峻
厳
な
共
和
国
の
誤
謬
を
、
国
は

防
止
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

l→ 

，-，. ，-，. r司、 f、
4 3 2 1 
」ノ 、ーノ 、ーノ ¥ノ
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同
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y
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s
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y

ム∞
0
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Hr片
仏
J

司・
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。
。
。
-
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フランスにおける教育の自由法理の形成

同

公
教
育
の
内
容
お
よ
び
教
科
書
の
選
定

「
す
べ
て
の
子
供
に
彼
等
の
最
初
の
か
つ
不
可
欠
な
義
務
を
教
え
、
彼
等
の
行
動
を
方
向
づ
け
る
べ
き
原
則

を
彼
等
に
浸
透
さ
せ
、
そ
し
て
、
無
知
の
危
険
を
予
防
し
て
彼
等
を
よ
り
宰
福
な
人
聞
か
つ
よ
り
有
用
な
市
民
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、

「
道
徳
」
お
よ
び
「
体
育
」
で
あ
る
。
知
的
能
力
の
発
展
は
、
読
み
、
室
聞
き
、
フ
ラ
ン
ス

小
学
校
教
育
の
目
的
は
、

そ
の
教
育
内
容
は
、

語
の
基
本
、
算
術
等
で
あ
り
、
道
徳
の
中
に
、

「
知
的
能
力
の
発
展
」
、

「
宗
教
の
原
則
」
も
入
っ
て
い
る
。

ま
た
タ
レ
イ
ラ
ン
は
憲
法
教
育
を
強
調
し
て
お
り
、
憲
法
が
国
民
に
浸
透
す
る
た
め
に
は
教
育
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
も
し
も
憲
法
が
我
々
の
法
典
の
う
ち
に
存
在
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
も
し
こ
の
法
典
か

ら
全
市
民
の
魂
の
中
に
憲
法
の
根
を
下
ろ
さ
な
い
な
ら
ば
、
も
し
憲
法
が
全
市
民
の
魂
に
絶
え
ず
新
し
い
感
情
新
し
い
風
習
新
し
い
習
性
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説

を
刻
み
込
ま
な
け
れ
ば
、
憲
法
は
真
に
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
を
発
し
、
そ
れ
は
「
教
育
の
毎
日
の
そ
し
て
常
に
増
大
し

て
い
く
行
為
」
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
人
聞
が
自
由
か
つ
平
等
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、

「
教
育
が

論

市
民
的
自
由
の
領
域
を
絶
え
ず
拡
大
し
、
教
育
の
み
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
専
制
政
治
に
反
対
し
て
政
治
的
自
由
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
」
で
あ
り
、
教
育
が
事
実
上
の
不
平
等
を
軽
減
す
る
よ
う
努
め
て
法
的
平
等
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ

「
人
権
宣
吾
一
一
同
と
憲
法
の
原
則
と
が
将
来
子
供
の
た
め
の
新
し
い
教
理
問
答

(
S
F
q
n
r
u
s
$
に
な
り
、

小
さ
な
学
校
で
さ
れ
教
授
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
王
国
中
の
最
も

ら
に
、小

学
校
の
教
科
書
は
次
の
よ
う
に
し
て
選
定
さ
れ
る
。
競
争
試
験
が
聞
か
れ
、
志
願
者
は
自
己
の
著
書
を
ま
ず
公
教
育
委
員
に
提
出

し
、
つ
ぎ
に
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
に
廻
わ
さ
れ
、
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
審
査
を
経
て
か
ら
公
教
育
委
員
が
国
民
議
会
に
報
告
し

て
、
国
民
議
会
が
決
定
す
る
の
で
あ
る
(
小
学
校
法
第
九
条
)

0

地
区
学
校
の
教
科
書
も
同
様
の
手
続
で
決
定
さ
れ
る
(
地
区
学
校
法
第

一
二
条
)
。

(
1〉
(
2〉
(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

〉
・
同
ν
・
一
円
。
急
円
F
0
・

?

内

Mun-
旬
・
品
目
山
0
・

Hr酌内
田

J
同

Y
A
F
h
s
・
一

2
n
o
-
-

同
σ片同
J

匂
・
品
印
0
・
一
円
。

no--

HrF仏
;
℃
・
ム
∞
O
l
h干∞一・

同
rF円
円
二
回
】
・
品
∞
N
w
-
H
-命

no--

守争

私
立
学
校
の
自
由
の
承
認

公
教
育
に
関
す
る
デ
ク
レ
案
の
「
教
育
の
自
由
」

Q
F
Rな門戸巾

-
6
5
2
mロ
2
5
E
)
の
部
分
で
は
、

「
公
教
育
に
関
す
る

一
般
的
諸

法
律
に
従
っ
て
教
育
施
設
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
個
人
に
と
っ
て
自
由
で
あ
る
。
市
町
村
庁
に
通
知
し
、
教
育
施
設
の
規
則
を
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i

i

 

• 

j
i
j
 

-m 

・

j
3
6
1
3
S
4温
ヨ
否

aa書
壇
寄
理

'
i弓
'
J
3
i
i
s
J
J
i
ι
?
1
1
1

也、

. 

公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
人
れ
」
と
い
う
規
定
を
設
け
て
、
私
立
学
校
の
自
由
を
承
認
し
て
い
る
。

(
1
)
 
〉
-
可
・
一
『
O
ω
h
H
1
芯
咽
件
・

M
M
M
F
℃

-hpuuw

問
。
口
己
-

以
上
み
て
き
た
タ
レ
イ
ラ
ン
公
教
育
計
画
の
特
徴
は
、
公
教
育
管
理
機
関
と
し
て
の
教
育
委
員
会
の
設
置
、
公
教
育
組
織
と
し
て
行
政

区
劃
に
対
応
し
た
四
段
階
の
学
校
、
小
学
校
の
無
償
性
の
承
認
と
義
務
性
の
否
定
お
よ
び
殺
の
教
育
す
る
自
然
権
の
承
認
、
小
学
校
教
育

の
内
容
と
し
て
知
的
、
道
徳
的
お
よ
び
身
体
的
教
育
、
教
科
書
の
競
争
試
験
、
私
立
学
校
の
自
由
の
承
認
で
あ
る
。

タ
レ
イ
ラ
ン
の
公
教
育
に
関
す
る
デ
ク
レ
案
は
一
七
九
一
年
九
月
二
五
日
の
議
会
で
審
議
日
程
に
の
ぼ
っ
た
が
、
憲
法
制
定
議
会
の
残

り
期
間
の
少
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
た
審
議
延
期
の
意
見
が
多
数
を
占
め
、
次
の
立
法
議
会
に
委
ね
ら
れ
た
。

タ
レ
イ
ラ
ン
案
に
つ
い
て
の
議
会
の
反
応
は
、
立
憲
君
主
派
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
た
が
、
左
翼
か
ら
は
歓
迎
さ
れ
ず
、
世
論
の
反
応
も
当

時
の
新
聞
は
一
部
の
例
外
を
除
い
て
顧
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
第
一
段
階
の
教
育
の
み
を
無
償
と
す
る
原
則

は
、
憲
法
制
定
議
会
の
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
傾
向
に
対
応
し
、
タ
レ
イ
ラ
ン
お
よ
び
シ
ェ
イ
エ
ス
の
個
人
的
見
解
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ

た。

フランスにおける教育の自由法理の形成

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

〉・

}ν

・一円。

ω

血ユ
p

?

}内
M
M門
戸
間
以
日

ν
・
ω
N
K
#
l
i
ω
N
印・

。

ゲ

明

2
5
2・
8
・

nFT
司・

N
ω

山
玄
・

0
8
g円
p
・

a-
門
戸
・
目
y

∞四

円、。ュ
52ι
・
0同

Y
2
7
岬
-
一
目
y
吋
由
・

M
u
g
-
回
目
Z
L
-
∞
応
可
伽
ω
え

臣

官

ロ
ω臥
0

・
ロ
ロ
ロ
〈
己
目
。
恥
門

E
F
o
p
同

ν
R
Y
国内耳目
Hm沖
合
・
一
回
吋
0

・
司
・
一
晶
子

C 

コ
ン
ド
ル
セ
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案

一
七
九
一
年
一

O
月
一
日
に
開
会
し
た
立
法
議
会
は
、

一
O
月
一
四
日
に
公
教
育
委
員
会
を
設
置
し
、
そ
の
委
員
長
に
コ
ン
ド
ル
セ
が 4 
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説

選
出
さ
れ
た
。
公
教
育
委
員
会
は
憲
法
制
定
議
会
よ
り
審
議
を
委
ね
ら
れ
て
い
た
タ
レ
イ
ラ
ン
計
画
に
つ
い
て
ド
ゥ
・
ブ
リ

(
U巾
切

々

巾

)

に
検
討
を
命
じ
、
そ
の
検
討
の
結
果
が
一
七
九
二
年
一
月
二
五
日
に
報
告
さ
れ
た
が
、
以
後
タ
レ
イ
ラ
ン
案
は
委
員
会
の
議
題
に
の
ぼ
る

論

こ
と
は
な
か
っ
た
。
公
教
育
委
員
会
の
審
議
で
は
コ
ン
ド
ル
セ
が
主
導
権
を
握
り
、
一
二
月
五
日
に
は
委
員
会
は
コ
ン
ド
ル
セ
を
議
会
の
報

告
者
に
選
ん
だ
。
四
月
九
日
に
「
公
教
育
の
一
般
的
組
織
に
関
す
る
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
」

(
阿
川
田
匂
旬
。
同
神
叩
同
司
円
。
百
件
仏
巾
仏
品
円
円

2
2
H

-、0
同

m
g仲間即位。ロ

mh忠

g
u
r
=ロ印可
E
H
F
O
ロ
宮
宰
円
山
口
叩
)
が
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

お
よ
び
一
一
一
日
に
立
法
議
会
で
報
告
し
た
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
そ
れ
を
一
七
九
二
年
四
月
二

O
日

「
ア
ン
シ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
の
最
後
を
飾
る
学
者
と
し
て
、
広
汎
・
多
彩
な
知
識
を
有
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
進
展
に
一
個
の
有
力
な

推
進
力
の
役
目
を
果
し
た
指
導
的
な
啓
蒙
哲
学
予
で
あ
る
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
教
育
の
問
題
に
は
以
前
か
ら
関
心
を
持
っ
て
お
日
極
め

て
独
創
的
で
興
味
あ
る
公
教
育
計
画
を
提
案
し
て
い
る
。

(
1
)

コ
ン
ド
ル
セ
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
は
、
〉
R
E〈
臣
官
ユ
0
5
3
S
F
H
E
-
-
2
&
H
F
庁
内
?
?
宅
-
一
U
N
-
-
8
・
M
M吋
i
N
品
目
に
よ
り
、
訳
文
と
し
て

は
、
野
田
良
之
「
コ
ン
ド
ル
セ
の
民
主
主
義
教
育
論
司
」
国
家
学
会
雑
誌
六
一
巻
一
号
、
一
九
四
七
年
、
渡
辺
誠
訳
『
革
命
議
会
に
お
け
る
教
育
計

画
』
岩
波
文
庫
、
一
九
四
九
年
、
松
島
釣
訳
『
公
教
育
の
原
理
』
明
治
図
書
、
一
九
七
O
年
を
参
照
。

コ
ン
ド
ル
セ
に
つ
い
て
は
、

m，
E
R
2
A戸
巾

〈

H
ω
?

の
D
U仏

O
B
a
a
-
、
主
民
主
5
ロ
念
日
。
口
日
丹
M
A
S
-
-
呂田・

H
N
E
S司
自
由

5
ロ
の

gぎ
0

・
ω}込
EEOW

-ugu
野
田
良
之
「
コ
ン
ド
ル
セ
の
民
主
主
義
教
育
論
」
国
家
学
会
雑
誌
六

O
巻
六
号
、
一
二
号
、
鈴
木
秀
勇
「
コ
ン
ド
ル
セ
と
教
育
の
独
立
」
一

橋
論
叢
四
一
巻
五
号
。

(
2
)

野
田
・
前
掲
論
文
、
国
家
六
O
巻
六
号
三
六
|
三
七
頁
。

(
3
〉
一
七
九
一
年
に
、
八
C
Z
冨
O
B
D
5曲目円

=E宮戸
口
忠
ロ
ロ
吉
Z
5
5
V
を
発
表
し
て
い
る
。

モイ)

公
教
育
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
組
織

コ
ン
ド
ル
セ
は
報
告
の
回
目
頭
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
個
人
に
与
え
ら
れ
る
国
民
教
育
を
、
個
人
の
福
利
の
観
点
お
よ
び
社
会
一
般
の
利
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禽

'" 

益
の
観
点
か
ら
公
権
力
の
義
務
と
し
て
い
る
ω

す
な
わ
ち
、

「
人
類
の
す
べ
て
の
個
人
に
そ
の
必
要
を
充
足
し
、
そ
の
福
祉
を
確
保
し
、

そ
の
権
利
を
認
識
し
行
使
し
、
義
務
を
理
解
し
こ
れ
を
履
行
す
る
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
、
各
人
に
自
己
の
技
能
を
完
成
し
、
そ
れ
に
参

与
す
る
権
利
の
あ
る
社
会
的
職
務
に
就
く
能
力
を
与
え
、
自
然
か
ら
受
け
た
才
能
を
十
分
に
発
達
さ
せ
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
こ
と
、
そ

し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
市
民
の
聞
に
事
実
上
の
平
等
を
樹
立
し
か
っ
法
律
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
政
治
的
平
等
を
現
実
の
も
の
に
す
る

「
国
民
教
育

C
E可ロロ己
Oロ
ロ
え
FOE-巾
)
の
第
一
の
目
的
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、

」
と
」
が
、

「
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
国
民
教
育
が

公
権
力
の
当
然
の
義
務
」
と
さ
れ
る
と
同
時
に
、

「
社
会
の
共
通
利
益
に
よ
っ
て
、
人
類
全
体
の
利
益
に
よ
っ
て
公
権
力
に
課
さ
れ
て
い

る
義
務
」
で
も
あ
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
教
育
を
五
つ
の
段
階
に
分
け
て
い
る
。
第
一
段
階
は
「
小
学
校
」

H
 
(
h
n
c
-
2
8
8ロ
岳
町
巾
印
)
、
第
三
段
階
は
「
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
」

(mno-2
同旦

saBM)
、
第
二
段
階
は
「
中
学
校
」

(
5
2訂
正
品
、
第
四
段
階
は
「
リ
セ
」

(-可守口弘巾印)、

第
五
段
階
は

フランスにおける教育の自由法理の形成

「
国
立
学
術
院
」

3
2
F伯仲弘

Z
E
F
O
E
-巾
仏
g
F
F
m
R
2
2
仏
g
〉
え
る
で
あ
り
、
小
学
校
と
中
学
校
が
初
等
教
育
、
ア
ン
ス
テ
ィ
チ

リ
セ
が
高
等
教
育
に
該
当
す
る
。
国
立
学
術
院
は
、
「
公
教
育
全
般
を
監
督
指
導
す
る
こ
と
、
凶
教
援
法
の
完
成
お
よ

び
単
純
化
に
寄
与
す
る
こ
と
、
同
発
見
に
よ
っ
て
科
学
お
よ
び
技
術
の
限
界
を
拡
大
す
る
こ
と
、

ω他
国
の
発
見
を
フ
ラ
ン
ス
に
取
り
入

れ
る
た
め
に
外
国
の
学
会
と
連
絡
を
行
な
う
こ
と
」

ュ
が
中
等
教
育
、

(
デ
ク
レ
案
第
六
章
第
一
条
)
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
〉
-
M
Y
-
一

2
・
怠
コ
タ
同

-
M
r国
"

℃

一

∞

ω・
一
円
巾

8-

(p) 

公
教
育
の
独
立

政
治
権
力
か
ら
の
公
教
育
の
独
立
を
確
保
す
る
た
め
に
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
公
教
育
の
管
理
を
そ
れ
ぞ
れ
公
教
育
体
系
内
の
上
位
機
関
が

下
位
機
関
を
指
導
監
督
す
る
と
い
う
極
め
て
独
創
的
な
解
決
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

リ
セ
の
教
育
の
指
導
監
督
に
つ
い
て
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説

は
、
重
要
な
問
題
に
つ
い
て
国
立
学
術
院
の
各
部
門
が
そ
の
会
員
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
教
育
指
導
委
員
会
包
可
巾
2
1
5
仏、百
2
2
n

t
o
p
)
 
が
行
な
い
(
デ
ク
レ
案
第
七
章
第
一
条
)
、

通
常
は
リ
セ
の
構
成
員
六
名
よ
り
構
成
さ

ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
指
導
と
視
察
は
、

論

れ
る
教
育
指
導
委
員
会
が
、
重
要
な
問
題
は
リ
セ
の
全
構
成
員
の
総
会

(
8
5
2
-
札
口
品
目
戸
)
が
行
な
い
(
向
上
第
三
条
)
、
中
学
校
お

よ
び
小
学
校
の
指
導
と
視
察
は
、
通
常
は
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
構
成
員
四
名
よ
り
な
る
教
育
指
導
委
員
会
が
、
重
要
な
問
題
は
ア
ン
ス
テ

ィ
チ
ュ
全
構
成
員
よ
り
な
る
総
会
が
行
な
う
(
向
上
第
六
条
)
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
コ
ン
ド
ル
セ
の
説
明
を
借
り
る
と
、

「
国
立
学
術

院
、
リ
セ
、

ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
中
に
設
置
さ
れ
る
指
導
委
員
会
が
下
位
の
学
校
の
通
常
の
監
督
を
担
当
し
」
、

「
重
要
な
問
題
に
つ
い

て
は
、
国
立
学
術
院
の
部
門
の
一
つ
ま
た
は
リ
セ
あ
る
い
は
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
教
援
会

7
8
2
H
E宮
内
日
2
官
。
r
n
2
3
)

限
が
属
す
釘
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
教
育
の
独
立
が
保
障
さ
れ
、

に
決
定
権

「
支
配
の
精
神
の
危
供
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
よ

う
な
特
別
の
機
関
を
指
導
監
督
に
要
求
し
な
い
」
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
各
教
育
機
関
の
人
事
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
国
立
学
術
院
に
つ
い
て
は
、
会
員
の
選
挙
に
よ
り
新
会
員
を
任
命
す
る

(
デ
ク
レ
案
第
八
章
第
一
条
J
第
三
条
)
。
リ
セ
の
教
授
は
国
立
学
術
院
が
選
任
す
る
(
同
上
第
四
条
第
五
条
〉
。
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の

教
授
は
リ
セ
の
教
授
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
が
、
市
町
村
庁
は
教
援
候
補
者
の
名
簿
を
減
員
す
る
権
利
を
有
す
る

(
向
上
第
六
条
第
七

条
)
。
中
学
校
お
よ
び
小
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
候
補
者
名
簿
は
当
該
地
区
の
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
の
教
授
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
選

任
は
、
中
学
校
教
員
に
つ
い
て
は
そ
の
学
校
所
在
地
の
市
町
村
の
総
評
議
会

(
8
5
2
-
m
hロ
吟
即
日
舟

E
S
B自
民
日
)

が
行
な
い
(
同

上
第
八
条
第
九
条
)
、
小
学
校
教
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
学
区
の
家
父
集
会
公
明
印
巾

g
g
m巾
母
印

1同
叩
回
門

F
F
B
E巾
)
が
行
な
う
(
向
上

第
一

O
条
第
一
一
条
)
の
で
あ
る
。

小
学
校
の
教
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
家
父
集
会
に
選
任
権
を
与
え
た
の
は
、

「
生
徒
が
若
年
で
あ
り
、
教
師
の
道
徳
的
資
質
が
生
徒
に

一
一
層
大
き
く
影
響
し
、
極
め
て
初
歩
的
な
知
識
を
教
え
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
る
小
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
来
る
べ
き
世
代
の
幸

北法23(2・74)276
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a長

福
を
は
か
る
責
任
を
自
然
か
ら
負
わ
さ
れ
た
人
達
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
生
徒
の
最
も
直
接
の
代
表
者
の
意
見
を
手
引
き
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
、

コ
ン
ド
ル
セ
は
報
告
の
中
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
親
の
い
わ
ば
自
然
権
の
発
動
と
し
て
、
教
員
の

選
任
権
が
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
教
育
の
独
立
の
理
論
的
基
礎
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

に
明
確
に
理
論
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
。
-

コ
ン
ド
ル
セ
は
次
の
よ
う

ま
ず
、
真
理
教
育
の
観
点
か
ら
政
治
権
力
か
ら
の
教
育
の
独
立
を
説
き
、
最
終
的
に
は
公
教
育
を
腐
敗
す
る
こ
と
の
最
も
少
な
い
議
会

に
従
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
v

す
な
わ
ち
、

「
あ
ら
ゆ
る
教
育
の
第
一
条
件
は
真
理
の
み
を
教
育
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
公
権
力
が

教
育
に
設
置
す
る
施
設
は
、
す
べ
て
の
政
治
的
権
威

(
2
Z吾
郎
ち
E
5
5
)
か
ら
で
き
る
限
り
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

(→ 

う
こ
と
で
あ
る
」
が
、

「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
独
立
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
同
じ
原
則
か
ら
、
人
民
の
代
表
者
の

フランスにおける教育の自由法理の形成

議
会
(
〉

m
m
g
z
p
)
に
の
み
こ
れ
ら
の
教
育
施
設
を
従
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
」

o

「
す
ベ

そ
の
理
由
は
、

て
の
権
力
の
う
ち
で
議
会
こ
そ
は
最
も
腐
敗
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
ま
た
最
も
個
人
的
利
害
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
知

識
を
有
す
る
人
聞
の
総
意
を
最
も
反
映
し
易
い
か
ら
で
あ
り
、
特
に
議
会
は
あ
ら
ゆ
る
変
革
の
本
質
的
な
発
生
地
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
は

知
力
の
進
歩
を
阻
害
す
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
も
の
で
あ
り
、
知
力
の
進
歩
が
も
た
ら
す
べ
き
改
善
に
反
対
す
る
こ
と
も
ま
た
最
も
少
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
公
教
育
を
議
会
に
依
存
さ
せ
る
理
由
は
、
議
会
が
す
べ
て
の
権
力
の
う
ち
で
最
も
腐
敗
す
る
こ
と
が
少
な

く
、
学
問
の
進
歩
に
反
す
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
と
い
う
前
提
に
立
つ
て
の
議
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
、

コ
ン
ド
ル
セ
は
教
育
の
独
立
を
人
権
の
一
部
と
し
て
把
握
し
、
何
が
真
理
で
あ
る
か
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
権
力
で
あ
っ
て

も
そ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
れ
v

す
な
わ
ち
、

「
教
育
の
独
立
性
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
人
権
♀

5
5

円凶巾】、巾印宮
S
F
Z
B
2
ロ
巾
)
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
そ
の
未
知
の
限
界
が
た
と
え
存
在
す
る
に
し
て
も
現
在
考
え
得
る
と

‘'す
北法23(2・75)277



4
参
事

t
a

説

こ
ろ
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
完
全
可
能
性
を
自
然
か
ら
援
っ
て
お
り
、
新
し
い
真
理
の
・
認
識
が
人
間
に
と
っ
て
そ
の
幸
福
と
栄
光
の
源

一
体
い
か
な
る
権
力
が
人
間
に
、
諸
君
が
知
る
必
要

論

泉
で
あ
る
こ
の
よ
う
な
悦
ば
し
い
能
力
を
発
達
さ
せ
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、

と
い
う
権
利
を
保
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

が
あ
る
こ
と
は
こ
れ
で
あ
る
、
諸
君
が
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
界
は
こ
れ
で
あ
る
、

い
か
な
る
権
力
と
い
え
で
も
、

い
か
な
る
権
利
に
よ
っ
て
何
処
に
真
理

真
理
の
み
が
有
用
で
あ
り
、
す
べ
て
の
誤
謬
は
悪
で
あ
る
か
ら
、

が
存
在
し
誤
謬
が
あ
る
か
を
敢
え
て
決
定
し
得
る
て
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
既
存
の
法
律
の
基
礎
と
し
て
仕
え
て
き
た
も
の
と
相
反

さ
ら
に
、
教
育
の
独
立
を
思
想
の
自
由
に
根
拠
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

す
る
意
見
守
立
巳
。
ロ
)
を
教
え
る
こ
と
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
権
力
は
、
思
想
の
自
由

Q
F
2な
号
宮
田
ゆ
る
を
直
接
侵
害
す
る
も
の

で
あ
ふ
斗
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
想
の
自
由
は
公
教
育
の
非
宗
教
性
に
も
結
び
つ
い
て
い
る
。

「
憲
法
は
各
個
人
に
自
己
の
宗
教
を
選

フ
ラ
ン
ス
の
す
べ
て
の
住
民
の
間
の
完
全
な
平
等
を
樹
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

択
す
る
権
利
を
認
め
、

一
部
の
市
民
の
子
供
達
を

排
除
し
て
社
会
的
利
益
の
平
等
を
破
壊
し
た
り
、
意
見
の
自
由
に
抵
触
す
る
優
位
を
特
定
の
ド
グ
マ
に
与
え
た
り
す
る
こ
と
は
公
教
育
に

お
い
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
と
あ
ら
ゆ
る
特
定
宗
教
の
原
則
を
分
離
す
る
こ
と
、

か
な
る
宗
教
的
教
育
も
認
め
な
い
こ
と
が
厳
格
に
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
」

そ
し
て
公
教
育
に
お
い
て
い

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
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lノー

公
教
育
の
無
償
性
お
よ
び
国
家
給
費
制
度

教
育
の
機
会
均
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
は
、
全
段
階
の
教
育
を
無
償
と
す
る
と
共
に
、
国
家
給
費
生

(
h
r
4
2
r

日
曲
官
三
巾
)
を
設
け
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
計
画
に
お
い
て
、
「
我
々
が
第
一
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
事
情
の
許
す
限
り
、

育
を
平
等
か
つ
普
遍
的
な
ら
し
め
、
他
方
で
は
完
全
な
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
の
平

一
方
で
は
教

等
か
ら
、
教
育
の
無
償
性
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
れ
ら
四
段
階
の
教
育
は
完
全
に
無
償
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
憲
法
は

第
一
段
階
の
教
育
の
無
償
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
普
通
教
育
と
見
な
さ
れ
得
る
第
二
段
階
の
教
育
も
ま
た
無
償
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
租
税
の
場
合
は
財
産
的
能
力
に
応
じ
て
支
払
ら
い
な
が
ら
、
中
学
校
の
教
育
費
用
の
方
は
そ
こ
に
入
学
さ
せ
て

(寸

い
る
子
供
の
数
に
応
じ
て
支
払
ら
う
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
最
も
富
め
る
階
級
に
有
利
な
不
平
等
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
他
の
段

フランスにおける教育の自由法理の形成

階
に
関
し
て
も
、
最
も
数
の
多
い
貧
困
階
級
の
子
供
達
に
そ
の
才
能
を
発
達
さ
せ
る
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
が
公
共
の
繁
栄
の
た
め
に
重

要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
祖
国
に
奉
仕
し
得
る
多
数
の
市
民
を
祖
国
に
、
科
学
の
進
歩
に
貢
献
し
得
る
人
々
を
も
っ
と
多
く
科
学
に
確
保

す
る
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
財
産
の
差
異
か
ら
生
ず
る
不
平
等
を
減
少
さ
せ
、
こ
の
財
産
の
差
異
の
た
め
に
分
離
す
る
傾
向
の
あ

〔

2
)

る
諸
階
級
を
融
合
さ
せ
る
手
段
で
も
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

一
七
九
一
年
憲
法
そ
し
て
前
述
の
タ
レ
イ
ラ
ン
計
画
が
小
学
校
の
み
を
無
償
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
は
全
段
階

の
教
育
を
無
償
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
財
産
に
よ
る
社
会
的
不
平
等
を
是
正
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

国
家
給
費
生
は
、
最
も
秀
れ
た
才
能
と
行
為
を
示
す
青
年
に
対
し
て
、

上
級
の
教
育
段
階
へ
の
就
学
便
宜
を
図
る
た
め
の
国
庫
に
よ
る

奨
学
生
で
あ
る
(
デ
ク
レ
案
第
九
章
)
。

d 
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〆ー、 f¥

2 1 
、日ノ ¥ーノ

〉
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H

V

よ
一
耳
切
払

2
p
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Mn「
園
、
司
・
一
∞

ω.

同
日
比
内
田
・
・
同
y
N
ω
N
・
一
H
A凶

no--

論

ゆ

公
教
育
の
内
容
お
よ
び
教
科
書
の
作
成

農
村
部
の
小
学
校
で
は
、

「
算
術
の
規
則
、
農
村
部
の
住
民
に
必
要
な
道
徳
的
・
自
然
的
か
つ
経
済
的
知
識
の
初

「
読
み
書
き
L

、

歩
」
が
教
え
ら
れ
(
デ
ク
レ
案
第
二
章
第
一
条
)
、
都
市
部
の
小
学
校
で
は
、
同
様
の
教
科
で
は
あ
る
が
農
業
に
関
す
る
知
識
よ
り
も
技

術
お
よ
び
商
業
に
関
す
る
知
識
に
重
点
が
置
か
れ
る
(
同
上
第
二
条
)
。
中
学
校
で
は
、
「

ωフ
ラ
ン
ス
お
よ
び
近
隣
諸
国
の
歴
史
お
よ

び
地
理
を
正
確
に
話
し
か
っ
書
く
た
め
に
必
要
な
文
法
上
の
概
念
、

ω機
械
技
術
の
原
理
、
商
業
の
実
務
初
歩
、
図
画
、
助
道
徳
お
よ
び

社
会
科
学
の
最
も
重
要
な
点
を
、
主
要
な
法
律
の
解
説
お
よ
び
協
約
と
契
約
の
規
則
と
共
に
説
明
す
る
こ
と
、
同
技
術
、
農
業
お
よ
び
商

業
に
関
す
る
数
学
、
物
理
学
お
よ
び
博
物
史
の
初
歩
」
が
教
え
ら
れ
る
(
デ
ク
レ
案
第
三
章
第
一
条
)
。
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ェ
以
上
は
専
門

教
育
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
小
中
学
校
の
教
育
は
「
知
育
」

(呂田
H
2
2
5と
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

「
訓
育
」

(注
5
2
5ロ
)
を
否
定
し
て
、
公
教

育
の
目
的
を
「
知
育
」
に
限
定
す
る
の
が
コ
ン
ド
ル
セ
の
公
教
育
論
の
特
徴
で
あ
り
、

『
公
教
育
に
関
す
る
第
一
の
覚
書
』
で
は
、
そ
の

理
由
を
、
親
の
子
供
を
養
育
す
る
自
然
権
、
思
想
お
よ
び
宗
教
の
自
由
の
尊
重
に
結
び
つ
け
て
お
り
、

権
力
は
思
想
を
真
理
と
し
て
教
授
す
る
権
利
を
有
し
な
い
こ
と
に
求
め
て
い
る
。

か
っ
、
真
理
教
育
の
前
提
か
ら
公

教
科
書

Q
Z
B田
b
u
S
巾
己
己
お
ろ
に
つ
い
て
は
、

P
2
)
 

コ
ン
ド
ル
セ
の
報
告
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
小
中
学
校
に
お

い
て
は
、
す
べ
て
の
市
民
、
す
な
わ
ち
公
教
育
に
寄
与
し
よ
う
と
い
う
熱
意
の
あ
る
す
べ
て
の
人
々
に
聞
か
れ
た
競
争
試
験
」
に
よ
り
、

「
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ェ
に
お
い
て
は
、
教
科
書
の
著
者
が
指
定
さ
れ
」
、

リ
セ
に
つ
い
て
は
、
「
教
授
が
担
当
す
べ
き
講
義
内
容
が
科
学
の

名
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
何
ら
の
制
約
も
課
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。
デ
ク
レ
案
で
は
「
小
学
校
」
の
章
で
教
科
書
に
関
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ず
る
規
定
が
あ
り
、
教
科
書
は
、

「
科
学
の
現
在
の
進
歩
が
指
示
す
る
最
良
の
教
育
方
法
に
基
づ
き
、

か
つ
憲
法
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
自

由
、
平
等
、
慣
習
に
お
け
る
純
粋
性
お
よ
び
公
事
(
口

Z
8
E
E
Zロ
巾
)
に
対
す
る
献
身
の
原
則
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
る
」

(
第
二
章

第
五
条
)
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書
の
内
容
が
教
育
方
法
に
関
す
る
科
学
の
成
果
と
憲
法
の
原
則
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
な
け
，
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
教
科
書
選
定
手
続
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
規
定
は
な
い
が
、
恐
ら
く
、

導
し
」
、

「
教
育
全
般
を
監
督
指

「
教
授
法
を
完
全
に
す
る
」
任
務
を
持
っ
た
国
立
学
術
院
の
任
務
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
 

(
2〉
(
3
)
 
松
島
訳
・
前
掲
『
公
教
育
の
原
理
』
コ
二
頁
以
下
参
照
。

〉

H
Y
-

一
ヨ
弘
町
一
♂
件
対
円
、
同
・
℃
-
N
ω
N
W
M
o
g
-

同
旨
、
野
田
良
之
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
白
白
」
教
育
二
七
一
号
、
二
一
一
員
。

(→ 

(rt-) 

私
立
学
校
の
自
由
の
承
認

フランスにおける教育の自由法理の形成

私
立
学
校
設
置
の
自
由
は
、
報
告
の
中
で
次
の
よ
う
に
本
認
さ
れ
て
い
る
。

「
‘
す
べ
て
の
市
民
は
白
白
に
教
育
施
設
を
開
設
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
、
国
立
学
校
に
と
っ
て
こ
れ
ら
私
立
教
育
機
関
の
水
準
を
少
な
く
と
も
維
持
す
る
こ
と
が
ま
た
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
そ

し
て
、
自
由
な
い
し
む
し
ろ
平
等
が
公
立
学
校
施
設
に
お
い
て
存
し
得
る
と
全
く
同
様
に
私
立
教
育
機
関
に
も
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
私
立
学
校
の
存
在
が
自
由
に
構
成
さ
れ
る
学
会
の
存
在
と
共
に
、
公
教
育
の
独
立
性
の
濫
用
に
対
す
る
抵
抗
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
 
〉

-
H
V
-
Z
ω
恥

2
P
寸
》
門
戸
間
w

目

y
N
ω
ア
]
吋
ゆ
円
。
-

以
上
五
点
に
わ
た
っ
て
検
討
を
加
え
て
き
た
コ
ン
ド
ル
セ
の
公
教
育
計
画
は
極
め
て
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
重
要
な
点
は
、
公

上
位
教
育
機
関
に
よ
る
下
位
機
関
の
指
導
監
督
、
小
学
校
教
員
の
家
父
集
会
に
よ
る
選
任
、
思
想
の
自
由
に
根
拠

教
育
の
五
段
階
組
織
、
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を
置
く
人
権
の
一
種
と
し
て
の
公
教
育
の
独
立
、
思
想
の
自
由
の
尊
重
を
理
由
と
す
る
教
育
内
容
の
「
知
育
」
へ
の
限
定
、
小
中
学
校
教

論

科
書
作
成
へ
の
市
民
の
参
加
、
教
育
の
機
会
均
等
の
実
現
の
た
め
の
全
教
育
段
階
に
わ
た
る
教
育
の
無
償
性
と
国
家
給
費
生
の
制
度
、
私

立
学
校
の
自
由
の
承
認
な
ど
で
あ
り
、
何
よ
り
も
公
教
育
の
自
由
に
堅
固
な
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
公
教
育
計
画
案
と
し
て
コ
ン
ド
ル
セ

案
は
革
命
期
の
諸
計
画
の
中
で
も
際
立
っ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
案
は
実
定
法
と

L
て
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
そ
の
後
革
命
議
会
に
提
出
さ
れ
る
諸
公
教
育

計
画
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
コ
ン
ド
ル
セ
案
が
実
定
教
育
制
度
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
案
が
「
単
な
る
ひ
と
つ
の
案
に
す
ぎ
な
く
」
、

「
コ
ン
ド
ル
セ
の
教
育
計
画
に
見
ら
れ
る
考
え
方
は
現
代
に
い
た

る
も
い
づ
れ
の
国
で
も
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
教
育
制
度
史
的
に
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
わ
が
国
で
な
さ

れ
て
い
勺
も
と
よ
り
、
あ
る
思
想
家
の
計
画
家
な
い
し
思
想
が
実
定
制
度
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
問
題
を
実
証
的
に

解
明
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
筆
者
も
今
後
の
論
述
の
中
で
解
明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
さ

しし
てあ
おた
く玄り。、

コ
ン
ド
ル
セ
の
後
世
の
公
教
育
制
度
へ
の
影
響
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
研
究
家
が
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

な
お
、

一
八
世
紀
啓
蒙
思
想
家
た
る
コ
ン
ド
ル
セ
の
公
教
育
の
自
由
論
の
限
界
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
教
師
の
集
団
の
形
成
を
否

『
公
教
育
に
関
す
る
第
二
の
覚
書
』
の
中
で
こ
の
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
は
、

な
考
え
方
は
、

一
七
九
一
年
の
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
法
(
戸
内
)
F
F巾
わ
宮
宮
-
5
6
に
よ
る
労
働
者
の
団
結
権
の
否
認
と
同
様
の
中
間
団
体

(
S
H
U朋
ル

E
2
5注
宮
町
巾
)
の
否
認
と
い
う
当
時
の
個
人
主
義
的
自
由
主
義
の
観
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
人
主
義
的

自
由
の
観
念
は
一
九
世
紀
後
半
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
き
、
教
師
の
教
育
の
自
由
に
と
っ
て
は
集
団
の
形
成
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。

北法23(2・80)282



， 

. 

i
i
i
 

J司

H
 

(
1
〉
い
わ
ゆ
る
家
永
訴
訟
の
『
控
訴
人
第
二
準
備
書
面
』
(
一
一
一
l
一
一
一
一
頁
)
で
の
控
訴
人
の
見
解
。

(
2
)

野
田
・
前
掲
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
の
自
由
」
一
一
一

ll二
二
頁
。
こ
の
論
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
コ
ン
ド
ル
セ
研
究
家
の
諸
説
の
他
で
は
、

ざ
ω一
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

5ω}
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
が
フ
ラ
ン
ス
の
公
教
育
制
度
の
真
の
組
織
者
で
あ
る
と
同
時
に
民
主
主
義
教
育
理
論

の
創
設
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
か
ら
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
彼
の
真
の
栄
光
は
民
主
主
義
教
育
の
偉
大
な
理
論
家
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
民

主
主
義
の
諸
原
則
と
諸
目
的
を
決
定
す
る
の
に
彼
ほ
ど
寄
与
し
た
も
の
は
い
な
い
。
民
主
主
義
教
育
が
含
む
す
べ
て
の
重
大
な
問
題
、
教
育
の
自
由
、

教
育
に
対
す
る
国
の
権
利
、
教
育
の
無
償
性
、
教
師
の
選
択
な
ど
に
つ
い
て
、
彼
が
理
論
乞
築
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
論
は
実
り
豊

か
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
成
果
は
汲
み
尽
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義
教
育
が
我
々
の
社
会
に
お
い
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
、
コ
ン
ト
ル

セ
が
結
び
つ
け
そ
し
て
今
日
我
々
が
結
び
つ
け
て
い
る
学
校
形
式
か
ら
何
日
の
目
か
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
コ
ン
ド
ル
セ
は
、
依
然
と

し
て
、
と
り
得
る
す
べ
て
の
措
置
、
民
主
主
義
教
育
の
た
め
に
な
さ
れ
得
る
す
べ
て
の
建
設
の
真
の
推
進
者
た
る
の
で
あ
る
」
(
出
〈

E
-
D同
y
a
f

3
・

m
l
O
と
書
い
て
い
る
。

な
お
.
松
島
教
授
も
、
「
世
界
の
近
代
教
育
史
は
、
コ
ン
ト
ル
セ
が
提
示
し
た
諸
原
則
の
実
現
の
.
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
」
(
松
島
訳
・
前
掲
『
公
教
育
の
原
理
』
二
三
六
頁
の
解
説
)
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
。

(
3
)
松
島
訳
・
前
掲
『
公
教
育
の
原
理
』
一

O
O頁。

フランスにおける教育の自由法理の形成

第
二
節

ジ
ロ
ン
ド
期
お
よ
び
号
ン
タ

l
ニ
ュ
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
九
二
年
九
月

l
一
七
九
四
年
七
月
)

一
七
九
二
年
八
月
一

O
日
の
王
政
顛
覆
に
よ
っ
て
、
一
七
九
一
年
憲
法
は
そ
の
発
効
後
一
年
な
ら
ず
し
て
終
り
を
告
げ
、

立
法
議
会
は

新
た
な
憲
法
制
定
議
会
を
召
集
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
「
国
民
公
会
」

(
(
U
C

ロ
4
巾

H
H
2
0
ロ
)
と
名
づ
け
た
。
国
民
公
会
は
は
じ
め
て
普

通
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
が
、
投
票
率
は
非
常
に
低
く
、

七
百
万
名
の
選
挙
人
中
投
票
し
た
者
は
約
一

O
分
の
一
に
す
、
き
な
か
っ
た
。

国
民
公
会
の
構
成
は
、
選
挙
人
園
内
に
お
け
る
《
愛
国
者
》
(
宮
包
(
込
町
田
)
の
優
位
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ル
ジ
ョ
ヮ
、
小
商
人
、

職
人
お
よ
び
と
り
わ
け
《
法
律
家
》

(
Y
O
B
g
g
p
r
c
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
七
五

O
名
の
議
員
中
労
働
者
は
二
名
し
か
お

ら
ず
、
法
律
家
が
三
分
の
一
以
上
占
め
て
い
た
V

議
員
は
最
初
か
ら
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
左
翼
に
は
、
バ
リ
の
議
員
を
中
心
と
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す
る
「
モ
ン
タ

l

ニ
ユ
派
」

(
E
C
E由
m
E
E
C
が
約
二
百
名
の
議
員
を
集
め
、
右
翼
に
は
、

(
の
可
。
ロ
門
出
口
出
)

「
ジ
ロ
ン
ド
派
」

カ1
特

論

に
南
部
お
よ
び
西
部
を
代
表
し
て
モ
ン
タ

l

ニ
ュ
派
よ
り
若
干
少
な
い
数
で
占
め
、
中
間
に
は
、

沢
派
」
(
宮
山
E
U
)
が
い
て
固
定
し
た
政
治
的
意
見
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

一
七
九
二
年
九
月
二
一
日
に
国
民
公
会
は
開
会
さ
れ
、
早
速
憲
法
制
定
に
取
り
か
か
り
、
翌
九
三
年
二
月
一
五
日
コ
ン
ド
ル
セ
の
起
草

「
平
原
派
」

(
旦
巳
ロ
巾
〉
ま
た
は

に
な
る
憲
法
草
案
が
提
出
さ
れ
た
が
成
立
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
つ
い
で
、

モ
ン
タ

i
ニ
ュ
派
の
政
権
掌
握
後
に
新
た
な
憲
法
制
定
に

取
り
か
か
り
、
六
月
一

O
日
に
憲
法
草
案
が
提
出
さ
れ
、
六
月
二
四
に
国
民
議
会
で
採
択
さ
れ
、

七
月
の
人
民
投
票
で
承
認
さ
れ
て
、

七
九
三
年
憲
法
が
成
立
し
た
が
、
実
際
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

公
教
育
計
画
に
つ
い
て
は
、

ま
ず
、

ジ
ロ
ン
ド
期
に
お
い
て
、
ラ
ン
テ
ナ
ス
(
戸
白

E
Z
E由
)
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
が

一
七
九
二
年

一
一
一
月
一
二
日
、

ロ
ン
ム

(
m
o
B
B
m
)
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
が
同
年
一
二
月
二

O
日
に
提
出
さ
れ
、

翌
一
七
九
三
年
五
月
三

O
日
に

は
小
学
校
設
置
法
が
成
立
し
た
。
つ
ぎ
に
、

モ
ン
タ
|
ニ
ュ
期
に
お
い
て
は
、

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル

(ω
芯
可
官
l
F
白
}Sロ
己
)
デ
ク
レ

案
が
一
七
九
三
年
六
月
二
六
日
の
国
民
公
会
に
、

(
F
3
m
-
2芯
円
)
計
画
、
が
同
年
七
月
一
三
日
に
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
に
よ
っ

ル
ベ
ル
チ
エ

て
朗
読
さ
れ
、

ブ
ヮ
ル
ド
ン
(
切
。
日
仏
O
ロ
)
修
正
案
が
八
月
一
日
に
提
出
さ
れ
ダ
ン
ト
ン
(
ロ

2
5ロ
)

提
案
に
よ
る
ル
ベ
ル
チ
エ
修
正

案
が
八
月
一
一
一
一
日
に
可
決
さ
れ
こ

O
月
一
九
日
取
消
)
、
バ
リ
県
の
請
願
に
基
づ
く
デ
ク
レ
案
が
九
月
一
五
日
に
可
決
(
翌
一
六
日
停

止
)
さ
れ
、

ロ
ン
ム
国
民
学
校
法
案
が
一

O
月
一
日
に
提
出
さ
れ
、

(切。

2
5
2
)
法

一
九
日
か
ら
三

O
日
の
聞
に
可
決
さ
れ
、
ブ
キ
エ

が
一
二
月
八
日
に
提
出
さ
れ
、

一
二
月
一
九
日
に
可
決
さ
れ
た
。

(
l
)

』
・
の
え
R
r
c
?
D司
-
n
X
J
旬

-Na

(
2
)

ソ
プ
l
ル
は
国
民
公
会
の
階
級
構
成
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
右
翼
の
ジ
ロ
ン
ド
派
は
、
「
人
民
の
要
求
す
る
制
限
に
反
対
し
て
財
産
と
経

済
的
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
、
持
て
る
商
工
業
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
代
表
」
し
、
左
翼
の
モ
ン
ク
1
ニ
ユ
派
は
、
「
戦
争
と
そ
の
諸
結
果
、
生
活
費
の

一「

沼
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値
上
り
、
失
業
、
不
十
分
な
賃
銀
に
苦
し
む
殺
人
、
労
働
者
、
商
庖
主
、
消
費
者
な
ど
の
庶
民
階
級
を
代
表
」
し
、
中
央
党
の
平
原
派
な
い
し
沼
沢
派

は
、
「
革
命
を
守
ろ
う
と
決
意
し
た
、
ま
じ
め
な
共
和
主
義
者
た
ち
の
活
動
層
か
ら
な
っ
て
い
る
」
が
、
「
プ
ル
ジ
宮
ワ
ジ
l
の
代
表
者
で
、
経
済
的

自
由
主
義
の
賛
成
者
で
あ
り
、
本
当
は
庶
民
階
級
を
恐
れ
て
い
た
」
(
ソ
プ
ー
ル
、
小
場
瀬
・
渡
辺
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
』
下
巻
、
岩
波
新
書
、
一
九

五
三
年
、
二
一
一
貝
以
下
)
。

一
、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
お
よ
び
そ
ン
タ

l
ニ
ュ
憲
法

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案

A 

(寸

国
民
公
会
は
一
七
九
二
年
九
月
二
九
日
か
ら
憲
法
制
定
に
取
り
か
か
り
、
同
日
、
九
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
憲
法
起
草
委
員
会

を
設
置
し
た
。
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
ダ
ン
ト
ン
を
除
い
て
、
す
べ
て
ジ
ロ
ン
ド
派
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
他
の
八
名
の
メ
ン
バ
ー
は
、

ト
l
マ
ス
・
ペ
イ
ン

(
H
d
o
g
g
p己
ロ
刊
)
、
プ
リ
ッ
ソ
(
切
江
田
由
。
。
、

ベ
シ
オ
ン

(
司
郎
己
。
ロ
)
、

(〈巾同開一ロ白ロ【同)、

ヴ
ェ
ル
ノ
オ

フランスにおける教育の自由法理の形成

ャ
ン
ソ
ネ
(
の

gmoロ
忠
)
、
パ
レ

l
ル
(
凶

RPH巾
)
お
よ
び
コ
ン
ド
ル
セ
で
あ
る
。
し
か
し
現
下
の
政
治
情
勢
、

六
世
の
裁
判
が
委
員
会
の
作
業
を
遅
ら
せ
、
委
員
会
が
実
際
に
仕
事
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
一
七
九
三
年
一
月
一
一
一
日
に
な
っ
て
か
ら
で

つ
い
で
国
王
ル
イ

あ
る
。憲
法
委
員
会
は
憲
法
制
定
議
会
を
支
配
し
た
観
念
と
は
著
し
く
異
っ
た
観
念
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、

ソ
i
の
著
作
に
一
層
の
関
心
を
払
っ
て
い
た
。
憲
法
委
員
会
は
コ
ン
ド
ル
セ
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
草
案
を
殆
ん
ど
修
正
す
る
こ
と
な
く

一
七
九
三
年
二
月
一
五
日
に
こ
の
憲
法
草
案
を
コ
ン
ド
ル
セ
の
報
告
と
共
に
国
民
公
会
に
提
出
し
た
「
こ
の
憲
法
草
案
に

一
八
世
紀
の
社
会
哲
学
お
よ
び
ル

採
択
し
て
、

は
、
全
三
三
ケ
条
か
ら
な
る
「
人
閣
の
自
然
、
的
・
市
民
的
・
政
治
的
権
利
宣
言
」

(

o

h

門
戸
出
吋
由
民
。
ロ
仏
刊
日
仏
同
。
昨
日
ロ
由
同
ロ
ロ

wru
ロル」『
F

戸田町沖

ち】伊丹
z
z
g
仏
g
Z
B
B町
田
)
が
置
か
れ
て
い
る
。

」
の
権
利
宣
言
に
お
い
て
は
、
第
一
条
で
、

「
人
聞
の
自
然
的
・
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
は
、
自
由
、
平
等
、
安
全
、
所
有
、
社 "/ 
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会
的
保
障
お
よ
び
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る
」
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
思
想
の
自
由
は
第
四
条
に
お
い
て
、

「
す
べ
て
の
人
間

は
、
自
己
の
思
想
お
よ
び
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
」
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

教
育
に
つ
い
て
は
第
二
三
条
で
、

論

「
初
等
教
育
(
百
2
2
2
5ロ
色
品
目

g宮
町
巾
)
は
、
す
べ
て
の
者
に
必
要
で
あ
り
、
社
会
は
そ
の
す
べ
て
の
構
成
員
に
等
し
く
そ
の
義
務

を
負
っ
て
い
る
」
と
規
定
し
て
、
初
等
教
育
に
対
す
る
社
会
の
義
務
を
明
確
に
し
て
い
る
。

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
の
審
議
は
四
月
一
七
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
初
等
教
育
に
対
す
る
社
会
の
義
務
を
規
定
し
た
第
二
三
条
に
つ
い
て

は
、
四
月
一
一
一
一
日
に
次
の
よ
う
な
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。

ロ
ジ
ェ
・
デ
ュ
コ
ス
(
列
。
m
R
U
5
8〉
は
、
原
案
に
あ
る
《
百
2
2
2
5ロ
》
(
知
育
)
と
い
う
言
葉
を
《
邑
5
2
5ロ
》
(
訓
育
〉
に

よ
っ
て
置
き
代
え
る
こ
と
を
提
案
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

5
2
2
2
Zロ
は
「
書
斉
の
人
聞
を
形
成
す
る
」
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

教
育
に
と
っ
て
は
、

「
人
民
が
彼
等
の
個
人
的
利
益
の
た
め
と
彼
等
の
権
利
の
行
使
を
享
受
す
る
た
め
に
学
習
す
べ
き
こ
と
を
市
民
に
教

え
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
く
」
、

「
敵
に
対
し
て
、
外
国
勢
力
の
傭
兵
軍
隊
に
対
し
て
自
ら
の
力
で
戦
争
を
行
な
っ
て
い
る
民
族
の
下

で
、
そ
の
開
花
と
発
展
が
共
和
主
義
者
を
養
成
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
能
力
を
生
み
出
し
拡
大
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
た
め
、

こ
の
よ
う
な
共
和
主
義
教
育
の
た
め
に

FE可ロ
2
5ロ
で
は
不
十
分
で
、
注
ロ
円
三
吉
ロ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

に
対
し
て
、

ロ
ン
ム
は

F
E同
門
戸

2
5ロ
が
「
精
神
の
陶
冶
」
を
示
し
、

E
5
2
5ロ
が
「
習
俗
」
を
語
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
併

記
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
、
テ
ィ
リ
オ
ン
(
吋
r
E
Cロ
)
お
よ
び
シ
ェ
ニ
エ

((urE5H)
が
こ
れ
を
支
持
し
た
。
オ
ゥ
ド
ラ
ン

(
〉
ロ
仏
l

同
巳
ロ
)
は
、
住
居
丘
町
)
ロ
と
い
う
一
言
葉
が
「
す
べ
て
の
道
徳
的
か
つ
身
体
的
能
力
を
含
む
」
の
で
、
邑
5
2
5ロ
を
使
う
こ
と
を
主
張
し

た
。
し
か
し
最
後
に
ル
ゥ

(
岡
山
。
己
凶
)
が
立
ち
、

2
2
2
2
5ロ
と
い
う
言
葉
は
、

「
知
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
の
知
識
」
を
意
味

し
、
す
べ
て
の
市
民
の
教
育
に
は
百
a
E
a
c
p
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
原
案
を
支
持
し
、
結
局
議
会
で
は
原
案
通
り
採
択

さ
れ
た
。
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1

1

を
て

j
4
a
g
e
-
-
τ
J
3

• 

i 

.. 

「
知
育
」

(
5
2
2
2
Zロ
)
か
「
訓
育
」

(
E
5
2
5ロ
)
か
と
い
う
問
題
は
、
前
述
の
よ
う
に
コ
ン
ド
ル
セ
が
公
教
育
論
の
中
で
問
題

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
も
コ
ン
ド
ル
セ
の
考
え
に
従
っ
て
、
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
必
要
な
初
等
教
育
を
「
知
育
」
に

に
し
た
と
こ
ろ
で
、

限
定
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

四
月
二
二
日
中
に
権
利
宣
言
の
全
規
定
の
審
議
が
終
了
し
、

日
に
、

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
が
権
利
宣
言
の
規
定
の
追
加
を
要
求
し
た
。
四
月
二
四

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

i
ル
の
演
説
と
人
権
宣
言
案
の
提
出
が
議
会
で
行
な
わ
れ
た
。

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
、

ジ
ロ
ン
ド
人
権
宣
言
が
「
人

聞
の
た
め
で
は
な
く
、
金
持
の
た
め
、
買
占
め
人
の
た
め
、
相
場
師
の
た
め
お
よ
び
圧
制
者
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

こ
の
よ
う
な
弊
害
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、

制
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
り
こ
こ
に
ジ
ロ
ン
ド
派
と
毛
ン
タ

l

ニ
ュ
派
の
指
導
者
た
る
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l

る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、

一
の
社
会
的
制
度
(
古
田
晋

E
Zロ
g
n
E巾
)
た
る
所
有
に
規

↓
 ル
と
の
対
立
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

憲
法
制
定
の
審
議
は
、
特
に
ジ
ロ
ン
ド
派
と
モ
ン
タ

l

ニ
ュ
派
と
の
抗
争
の
激
化
の
中
で
進
ま
な
い
う
ち
に
、

一
七
九
三
年
六
月
二
日

に
そ
ン
タ

l

ニ
ュ
派
が
政
権
を
掌
握
し
て
、

ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
は
葬
り
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
 

(
2〉

』
目
。
。

ι
R
F
Gゲ
D
司・

2
7
司・

M
g・

〉

R
r
z
g
宮
ユ
。

E
g
g
-弓
♂
一
耳
切
臥
ユ
P
寸
「
〈
国
・
司
印
∞

ω
2
2
2・

n
m念
日
間
》
『
臼
位
。
ロ
号
て
〉
口
口
百
三
宮
9
2
2
5・
丹
一
?
℃
品
目

m
z

白
戸
凶
〈
a

(
3
)
〉
-
H
V
J

円
・
戸
内
田
・
℃
℃
・

5
u
l
二
0

・

(
4
)
円
『
正
・

3
・
一
句
I
N
S
・

(
5
)

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
の
人
権
宣
言
案
は
、
所
有
権
に
関
し
次
の
四
カ
条
を
規
定
し
て
い
る
。
「
所
有
は
、
各
市
民
が
法
律
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
財
産

の
部
分
を
享
受
し
、
処
分
す
る
権
利
で
あ
る
。
」
(
六
条
)
。
「
所
有
権
は
、
他
の
す
べ
て
の
権
利
と
同
様
に
、
他
人
の
諸
権
利
を
尊
重
す
る
義
務
に

よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
」
(
七
条
〉
。
「
所
有
権
は
、
同
胞
の
安
全
、
自
由
、
生
存
、
所
有
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
1

」
〈
八
条
)
。
「
こ

北法23(2・85)287
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の
よ
う
な
原
則
に
違
反
す
る
す
べ
て
の
取
引
は
不
法
で
あ
り
、
非
道
徳
で
あ
る
。
」

(
九
条
)
。

さきA
日間

モ
ン
タ
l

ニ
ュ
憲
法
の
制
定

B モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
は
政
権
掌
握
後
直
ち
に
新
憲
法
の
制
定
に
取
り
か
か
り
、

ル
〈
目
白

zr母
ω公
Z
F山
岳
、

一
七
九
三
年
五
月
二
九
日
に
、

エ
ロ
オ
・
ド
ゥ
・
セ
シ
ェ

ラ

メ

ル

(

河

2HM己
)
、

ク
ゥ
ト
ン
(
(
リ
。
口
同
O
ロ)、

サ
ン
H

ジ
ュ
ス
ト

(ω
巳ロ
H
1
1

』
ロ
え
)

お
よ
び
マ
チ

ュ
ウ

(
Z
2
Z
2
)
の
五
名
の
議
員
、
が
新
し
い
憲
法
草
案
作
成
の
た
め
に
公
安
委
員
会
に
加
え
ら
れ
た
。

六
月
一

O
日
の
国
民
公
会
に
憲
法
草
案
と
報
告
を
提
出
し
九
百
六
月
一

O
日
に
提
出
さ
れ
た
憲
法
草
案
に
は
、
全
三

O
条
よ
り
な
る
「
人

エ
ロ
オ
・
ド
ゥ

セ
シ
ェ
ル
J

が

(
ロ
品
口

-
R白
色
。
ロ
仏
巾
田
門
町
。
伊
丹

mr-、F
O
B
B巾
〉
が
前
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
人
権
宣
言
案
は
ジ
ロ
ン
ド
草
案
の
権
利
宣
言

と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
違
い
と
し
て
目
立
つ
と
こ
ろ
は
、
第
一
条
が
「
社
会
に
お
け
る
人
権
は
、
平
等
、
自
由
、
安
全
、
所

有
、
社
会
的
保
障
お
よ
び
圧
制
へ
の
抵
抗
で
あ
る
」
と
な
っ
て
、
ジ
ロ
ン
ド
草
案
と
は
、

権
宣
言
しー

「
平
等
」
と
「
自
由
」
と
の
順
序
が
入
れ
変
つ

て、

「
平
等
」
が
前
に
置
か
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
教
育
に
つ
い
て
の
第
二
二
条
は
ジ
ロ
ン
ド
草
案
第
二
三
条
と
同
じ
規
定
で
あ
る
。

エ
ロ
オ
・
ド
ゥ
・
セ
シ
ェ
ル
は
前
の
人
権
宣
言
案
を
、

「
明
確
な
言
葉
で
起
草
し
た
が
、

そ
れ
を
読
み
返
し
て
み
て
余
り
に
無
味
乾
燥
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
こ
と
を
理
由
に
、
新
し
い
人
権
宣
言
案
を
提
案
し
た
。
新
ら

し
か
し
な
、
が
ら
、
六
月
一
一
一
一
日
の
議
会
で
、

し
い
「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
」

(
円

)
h
n
E
H
2
5ロ円四巾田内田円。仲仲間仏巾

=
5
B
B巾
巾
同
門
吉

nFZU可
巾
ロ
)
は
全
三
五
条
よ
り
な
っ
て
い

る
。
そ
の
第
一
条
で
は
、

「
社
会
の
目
的
は
共
同
の
幸
福
で
あ
る
。
政
府
は
、
人
聞
に
そ
の
自
然
的
か
つ
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
の

な
い
権
利
の
享
受
を
保
障
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
。
」
と
規
定
し
、
第
二
条
で
は
、

「
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
平
等
、
自
由
、
安
全
、
所

有
で
あ
る
。
」
と
な
っ
て
い
る
。
教
育
に
つ
い
て
は
第
二
二
条
で
、

は
す
べ
て
の
者
の
必
要
で
あ
る
。
社
会

「
教
育

(
5
2
2
2
5ロ〉

は
、
そ
の
す
べ
て
の
権
限
に
よ
り
公
共
的
理
性
の
進
歩
を
助
長
し
、
教
育
を
す
べ
て
の
市
民
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
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.. 

な
い
。
し
と
規
定
し
て
、

旧
規
定
の
表
現
を
変
え
て
い
る
が
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
憲
法
本
文
で
は
、

「
権
利
の
保
障
に
つ
い
て
」

の
章
'
で
、

(
呂
田
同

E
2
5ロ
円
C
B
Bロ
ロ
巾
)
を
人
権
と
し
て
保
障
し
ず
い
る
(
第
一
一
一
一
一
条
)
。

「
普
通
教
育
」

一
七
九
三
年
六
月
二
三
日
に
人
権
宣
言
の
審
議
が
行
な
わ
れ
、
人
権
宣
言
案
を
全
体
と
し
て
一
括
し
て
投
票
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、

人
権
宣
言
案
が
採
択
さ
れ
た
が
、
右
翼
は
審
議
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
翌
二
四
日
に
モ
ン
タ

l
ニ
ュ
憲
法
全
体
が
国
民
公
会
で
万
場
一
致

で
採
択
さ
れ
た
。

〈

1
)
(
2
)
 

(
3〉
(
4
)
 

〉同
n
E〈
由
宮

H
F
E
g
g困
H
2・
-
耳
目
払
ユ
タ
丹
-
戸
山
内
〈
戸
同

y
N山田

2
2
2・
u
H
N
E
E司
花
田
芯
ロ
《
目
。
て
〉
口
口
広
口
同
窓
O
H
M
-

窓
口
♂
昨
・

-m-
匂

-
m
-
m
a
z
z・

〉・

MM
・
-
一
円
。
凹
弘
己
P
同

F
M〈
戸
間

y
s
m
a
g
-〈
山
玄

S
E
2
?
?
一
?
℃
・
芯
∞

2
2
F〈・

〉

-
H
Y
-
H・
戸
内
ぐ
戸
間

y

S∞
山
富

c
g件
。
ロ
ア
件
一
?
宅
芯
∞
l
吋

NU
・

〉

-HY
・丹・

HAV内
〈
戸
同
Y

一品
ω
一
宮
G
ロ芹

E
♂
門
・

5
・

H》
・
手
口
・

‘づフランスにおける教育の自由法理の形成

二
、
公
教
育
に
関
す
る
諸
計
画
案
お
よ
び
法
令

付

ジ
ロ
ン
ド
期

A 

ラ
ン
テ
ナ
ス
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案

ま
ず
コ
ン
ド
ル
セ
案
を
基
礎
と
し
て
採
用
し
て
、
積
極
的
な
成
果
を
迅
速
に
提
出
す
る
た
め
に
小
学
校
に
関
す
る

ジ
ロ
ン
ド
派
の
ラ
ン
テ
ナ
ス
に
報
告
を
委
ね
た
。

公
教
育
委
員
会
は
、

「
初
等
教
育
組
織
に
関
ず
る
デ
ク
レ
案
」

案
を
分
離
し
て
、

(
同

M
H
O
」巾同

円
目
角
川
円
円
余
u
一円巾同

E
H
-、
。
括
陪
己
目
白
己
。
ロ
【
同
巾
F
W
H
V

凹巾
Fmロ巾同
H
M

巾ロ仲間
)HF自
己
完
)
は
、

(
2
v
 

っ
て
シ
ェ
ニ
エ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。

一
一
一
月
一
一
一
日
の
国
民
公
会
に
、
報
告
担
当
者
で
あ
る
ラ
ン
テ
ナ
ス
に
代

ラ
ン
テ
ナ
ス
の
報
告
で
は
、
公
教
育
委
員
会
が
「
こ
こ
に
諸
君
に
提
出
す
る
作
業
の
基
礎
と
し
て
、
公
教
育
委
員
会
の
名
に
お
い
て
立

法
議
会
に
提
出
さ
れ
た
計
画
を
採
用
し
た
に
と
し
て
、
こ
の
小
学
校
法
案
が
コ
ン
ド
ル
セ
案
を
基
本
的
に
承
継
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
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説

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
小
学
校
法
案
は
全
五
章
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
は
コ
ン
ド
ル
セ
案
の
小
学
校
に
関

す
る
第
二
章
に
対
応
し
て
お
り
、
第
三
章
は
「
プ
ラ
ン
ス
語
、
が
住
民
の
日
常
語
に
な
っ
て
い
な
い
地
域
に
対
す
る
特
別
規
定
」
、
第
四
章

は
「
教
員
の
報
酬
と
学
校
の
建
物
」
、
第
五
章
は
「
教
員
の
任
命
方
式
」
と
な
っ
て
い
る
。

論

(
1〉
(
2
)
 

ハ
3
〉

ラ
ン
テ
ナ
ス
報
告
は
、
〉
円
n
y守
自
問
出
『

-mgg宮
町

2
・
一
円
何
回
弘
門
戸
戸

F
〈
噌
司
・

ωωlωm-

ラ
ン
テ
ナ
ス
ザ
ア
ク
レ
案
と
審
議
は
、

E
P・同
Y
M
2
2宅
-

同
日
出
品
よ
匂
・

ω
h
f
-
H
目。no--

B 

ロ
ン
ム
報
告
お
よ
び
デ
グ
レ
案モ
ン
タ

1
ニ
ュ
派
の
ロ
ン
ム
が
公
教
育
全
般
に
関
す
る
報
告
と
全
八
ケ
条
よ
り
な
る
「
公
教
育
の
一

般
的
計
画
の
主
要
な
基
礎
に
関
す
る
デ
ク
レ
案
」
を
提
出
し
た
。

一
七
九
二
年
二
一
月
二

O
日
に
、

ロ
ン
ム
案
の
第
一
の
特
色
は
、
全
公
教
育
を
、

ω小
学
校
、

ω中
学
校
、

ωア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
、

ωリ
セ
の
四
段
階
に
分
け
て
い
る

つ
ア
ク
レ
案
第
一
条
)
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
教
育
は
、
「
す
べ
て
の
個
人
に
と
っ
て
必
要
な
部
分
」
と
「
社
会
に
と
っ
て
必
要
で

は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
者
が
受
け
る
こ
と
は
必
ず
し
も
可
能
で
な
い
よ
う
な
部
分
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
小
学
校
と
中
学
校
を
前
者
の

ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
と
リ
セ
を
後
者
の
部
分
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。

部
分
に
、

第
二
の
特
色
は
、
全
教
育
段
階
が
無
償
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
は
全
段
階
に
わ
た
っ
て
「
共
和
国
の
費
用
で
行
な
わ
れ
る
べ
き

も
の
」
と
さ
れ
、
全
段
階
に
つ
い
て
無
償
と
さ
れ
て
い
る
(
デ
ク
レ
案
第
七
条
)
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
教
育
は
す
べ
て
の
者
に
有
益

で
あ
り
、
特
に
貧
者
に
と
っ
て
利
益
で
あ
り
、
そ
し
て
、

「
絶
対
的
無
償
性
に
よ
っ
て
、
教
育
は
よ
り
広
般
に
、

よ
り
平
等
に
、

よ
り
自

由
に
、
そ
し
て
意
見
か
ら
よ
り
独
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
技
術
と
科
学
と
は
よ
り
十
分
に
陶
冶
さ
れ
、
祖
国
に
も
奉
仕
す
る
だ
ろ
う
」
と
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• 

~ 

W 
1 

(
3〉

い
う
こ
と
を
報
告
の
中
で
ロ
ン
ム
は
述
べ
て
い
る
。

第
三
の
特
色
は
、
公
教
育
の
執
行
権
か
ら
の
独
立
で
あ
る
。
公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
教
育
を
執
行
権
な
ら
び
に

行
政
機
関
か
ら
独
立
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
知
カ
の
普
及

は
決
し
て
行
政
の
目
的
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
、
大
き
な
利
益
の
問
舗
に
専
念
す
る
が
技
術
お
よ
び
科
学
と
は
無
関
係
な
諸
権

威
に
引
き
渡
す
こ
と
は
、
人
間
精
神
の
最
も
立
派
な
権
利
す
な
わ
ち
、
自
然
の
限
界
以
外
に
人
間
精
神
の
完
全
性
に
つ
い
て
の
限
界
を
承

認
し
な
い
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
共
和
国
に
諸
君
が
与
え
る
組
織
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
非
常
に
大
き
な
権

威
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
執
行
権
の
本
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
執
行
権
は
世
論
を
決
し
て
自
己
の
意
の
ま
ま
に
指
導
し
て

は
い
け
な
い
。
と
い
う
の
は
、
世
論
の
み
が
執
行
権
を
有
効
に
監
督
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
執
行
権
の
掌
中
に
公
教
育
の
よ
う
な
能
動
的

フランスにおける教育の自由法理の形成(--)

な
道
具
を
与
え
て
、
執
行
権
が
強
大
に
な
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
警
戒
し
よ
う
。
こ
の
手
段
を
用
い
れ
ば
、
邪
悪
な
代
理
人
は
来
る
べ
き

世
代
の
中
に
自
分
達
の
同
世
代
の
者
に
な
し
得
た
よ
う
な
悪
の
萌
芽
を
極
め
て
容
易
に
投
入
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」

ロ
ン
ム
は
い
わ
ば
自
然
権
と
し
て
の
教
育
が
行
政
の
目
的
に
は
な
ら
ず
、
強
大
な
権
威
を
持
つ
こ
と
を
本
質
と
す
る
執
行
権

こ
こ
で
、

に
公
教
育
を
与
え
る
結
果
生
ず
る
弊
害
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
行
政
権
と
の
関
係
で
残
る
の
は
、

「
公
の
秩
序
と
の

関
係
お
よ
び
経
費
と
固
有
財
産

Q
B℃
江
公
b
m
D
2
5
E
Fる
と
の
関
係
」
に
お
い
て
で
、

い
か
な
る
教
育
施
設
も
、

い
か
な
る
職
務
の

人
間
も
「
秩
序
や
一
般
警
察
に
関
す
る
法
律
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
L

、
学
校
が
治
外
法
権
の
場
で
は
な
く
、

の
管
理
は
教
師
で
は
な
く
行
政
機
関
に
属
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
…
ジ
。

ま
た
、
学
校
の
建
物

立
法
府
と
教
育
と
の
関
係
は

「
常
に
人
民
の
権
利
と
利
益
と
の
最
も
直
接
の
擁
護
者
で
あ
る
立
法
機
関
は
、
人
間
精
神
の
歩
み
が
妨

げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
学
校
で
知
識
と
道
徳
と
を
習
得
し
た
ば
か
り
の
共
和
国
の
青
年
が
何
よ
り
も
思
想
の
自
由

℃
巾
ロ
∞
巾
与
を
十
分
感
得
す
る
よ
う
監
視
す
る
」
と
し
て
、
立
法
機
闘
が
教
育
に
お
け
る
人
民
の
擁
護
者
た
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

(-Fσ21丹
市

仏

巾
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説

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

'Od.益、
同問

第
四
の
特
色
は
、
教
師
の
任
命
で
あ
る
。
教
師
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
教
師
の
資
格
と
し
て
、
「
個
人
の
意
思
、

(
己
丘
回
日
巾
)
お
よ
び
能
力
」
の
三
つ
が
要
件
に
な
る
が
、
「
個
人
の
意
思
」
と
「
市
民
た
る
こ
と
」
の
認
定
は
形
式
的
に
な
さ
れ
る
が
、

市
民
た
る
こ
と

問
題
に
な
右
の
は
「
能
力
」
の
認
定
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ロ
ン
ム
は
、

「
能
力
を
行
政
機
関
や
執
行
権
に
決
定
さ
せ
る
こ
と
は
公
教
育

「
知
識
人

(rossahnFF門
部
閉
)
に
よ
っ
て
の
み
認
定
さ
れ
得
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い

を
非
常
に
危
く
す
る
L

こ
と
に
な
る
の
で
、

お
vo
少
く
と
も
下
級
段
階
に
つ
い
て
は
、
親
の
教
育
権
に
基
づ
い
て
、
家
庭
の
父
親
の
集
会
が
有
資
格
者
の
名
簿
か
ら
最
終
的
に
任
命
す

る
権
利
を
保
有
し
て
い
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
ロ
ン
ム
法
案
の
主
要
な
点
は
、
公
教
育
の
四
段
階
組
織
、
全
段
階
に
わ
た
る
公
教
育
の
無
償
性
、
公
教
育

の
執
行
権
お
よ
び
行
政
機
関
か
ら
の
独
立
(
た
だ
し
公
の
秩
序
と
固
有
財
産
の
管
涯
に
関
し
て
は
行
政
権
に
服
す
る
)
、
教
育
に
関
す
る

人
民
の
権
利
の
擁
護
者
と
し
て
の
立
法
機
関
の
任
務
、

下
級
段
階
の
教
師
の
任
命
に
つ
い
て
の
家
庭
の
父
親
の
集
会
の
選
任
権
で
あ
る
。

従
っ
て
ロ
ン
ム
の
公
教
育
計
画
は
基
本
的
に
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
を
承
継
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
1
)

ロ
γ
ム
の
報
告
と
デ
ク
レ
案
は
、
〉
R
F
2
2
宮ユ。
g
g
S
F『
2
噌一円市
ω
品
ユ
ク
ケ
戸
〈
-
H
Y

石田

2
E
H〈・

(
2〉

FE--
司
・
一
包
》
↓
百
円
D
-
-

(
3〉

FE--
宅
・
一
回
ω
l
↓E.

(
4
)
H
E
L
-
-
円以一

8
.
}
百
円
。
一
-

(
5
)
F
E
-
-
司・

-
2
・

w
s一
な
お
、
デ
ク
レ
案
第
八
条
は
、
「
公
教
育
は
、
公
の
秩
序
お
よ
び
固
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
す
べ
て
に
つ
い
て
、
憲

法
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
機
関
(
円
2
3
8
F辛
口
品
乙
の
監
督
に
服
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(
6
)
H
E
-
-
℃・一回印

--zno--

(

7

)

同

FE--
司・

5
4
・

vno一-
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t
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g
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t
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3
2
3
3
3
e
i
s
a
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g
e
e
-
i司
S
'
i
t也
も

a司

111 

， 

C 

小
学
校
設
置
に
関
す
る
一
七
九
三
年
五
月
一
ニ

O
日
の
デ
ク
レ

革
命
を
め
ぐ
る
内
外
情
勢
の
緊
迫
化
に
よ
り
、
国
民
公
会
は
公
教
育
開
通
を
審
議
す
る
時
聞
を
持
つ
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
が
、
公
教

育
委
員
会
は
作
業
を
続
け
て
い
っ
た
。
公
教
育
委
員
会
の
努
力
に
よ
っ
て
、
一
七
九
三
年
五
月
末
に
は
次
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
成
果
を

得
て
、
こ
れ
を
国
民
公
会
の
審
議
に
委
ね
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
に
達
し
て
い
た
し
す
な
わ
ち
、

ω公
教
育
の
一
般
組
織
の
基
底
に
関
す

る
法
案
、

ω小
学
校
法
案
、

ω教
科
書
に
関
す
る
法
案
、
制
中
学
校
法
案
、
同
道
徳
教
育
の
一
般
計
画
に
関
す
る
法
案
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
の
小
学
法
案
に
つ
い
て
は
、
五
月
三

O
日
に
突
如
と
し
て
「
小
学
校
設
置
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

(
g
n
E
E
Sご
ご
S
E
g
B
B丹

宮市円。
-
g
E
2
5る
が
制
定
さ
れ
る
に
至
つ
い

1
こ
の
デ
ク
レ
案
を
作
成
提
案
し
た
の
は
公
教
育
委
員
会
で
は
な
く
、
公
安
委
員
会

で
あ
っ
た
。

フランスにおける教育の自由法理の形成川

」の
J

ア
ク
レ
は
、

ま
ず
第
一
条
で
、

「
四
百
な
い
し
千
五
百
名
を
有
す
る
す
べ
て
の
場
所
に
お
い
て
二
つ
の
小
学
校
が
置
か
れ
る
。
」

「
こ
れ
ら
の
小
学
校
の
各
々
に
お
い
て
、
生
徒
に
対
し
て
市
民
の
権
利
を
行
使
し
、
そ

こ
と
を
規
定
し
、
第
二
条
で
は
教
員
に
つ
い
て
、

の
義
務
を
果
し
、

か
っ
そ
の
家
事
を
管
理
す
る
た
め
に
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
基
本
的
知
識
を
教
え
る
任
務
を
有
す
る
教
員
。
自
己
苫

件

2H)
が
置
か
れ
る
。
」
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
は
小
学
校
設
置
の
原
則
を
規
定
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
施
の
た
め
に
必
要
な
具
体
的
に
教
員
の
任
命
や
養
成
を
ど
う
す
る
か
、

援
業
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。
第
五
条
で
、

「
公
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
デ
ク
レ

業
は
、
毎
木
曜
日
に
必
ず
審
理
日
程
に
組
ま
れ
る
o

」
こ
と
を
規
定
し
て
、
国
民
公
会
は
こ
の
デ
ク
レ
を
補
完
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

(
1
)
 

(
2
)
 
松
島
・
前
掲
『
フ
ラ
γ
ス
革
命
期
の
公
教
育
制
度
の
成
立
過
程
』
九
六
|
九
七
頁
。

本
デ
ク
レ
の
正
文
は
、
U
5
2
m弓
ア

(
U
D
-
-
R
Z
D
ロ
n
o
g
-
2何
色

E-CHm-
公円『
Z
F
Cえ
D
ロロ
ω
n
g
-
H申
m
Z
E
S
t
2
2岡
田

仏

E
h
c
ロおニ

ι雨
宮
デ

.. 
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一
〈
・
司
自
グ
一
∞

N
?
匂・

ω∞
ω・

(
3
)
〉

H
Y
-
-
『
角
川
白
血
コ
タ
寸
戸
内
〈
・
同

u
gア
ぽ

no--

論

同

モ
ン
タ

l
ニ
ュ
期

A 

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
デ
ク
レ
案

モイ7

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
案
の
提
出

ジ
ロ
ン
ド
派
の
没
落
後
、
六
月
三
日
に
公
教
育
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
更
新
が
あ
り
、

た
。
支
配
的
な
政
治
傾
向
は
し
だ
い
に
モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
の
方
向
へ
向
い
た
中
間
派
の
傾
向
へ
向
っ
た
。
五
月
ま
で
は
コ
ン
ド
ル
セ
計
画

シ
ェ
イ
エ
ス
は
残
り
、

コ
ン
ド
ル
セ
は
去
っ

が
舞
台
の
前
面
を
占
め
て
い
た
が
、

し
か
し
多
く
の
者
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
が
余
り
に
複
雑
で
費
用
が
か
か
り
、
強
力
な
国
立
学
術
院

を
頂
点
に
持
つ
範
囲
で
政
治
的
危
険
が
大
き
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
シ
ェ
イ
エ
ス
が
五
月
二
三
日
に
公
教
育
委
員
会
の
委
員

長
に
選
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
コ
ン
ド
ル
セ
の
輝
き
を
弱
め
た
政
治
的
事
件
の
カ
が
あ
づ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、

し
ば
ら

く
の
間
聖
職
者
出
身
の
ラ
カ
ナ
ル
お
よ
び
ド
ヌ
ウ

(
0
2ロ。

ε
と
共
に
支
配
的
な
影
響
力
を
行
使
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
者

の
協
力
の
出
発
点
は
、
上
級
段
階
の
教
育
を
放
棄
し
て
、
そ
れ
を
私
人
の
努
力
に
委
ね
、
公
教
育
計
画
を
初
等
教
育
に
限
定
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
そ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
た
す
べ
て
の
議
論
を
結
局
確
認
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

シ
ェ
イ
エ
ス
は
非
常

に
賢
明
に
、
皆
が
一
致
す
る
原
則
に
対
象
を
限
定
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
九
三
年
六
月
二
六
日
に
、

シ
ェ
イ
エ
ス
は
ラ
カ
ナ
ル
を
報
告
担
当
者
と
し
て
、

「
公
教
育
設
置
の
た
め
の
デ
ク
レ
案
」

(
2
}
 

{
同
巾
仏

m
Q
m
H
句
。
日
公
印
匹
目
指
B
E
H
号
=
ロ
回
同
同
己
主
。
ロ
宮
E
F宮
市
)
を
国
民
公
会
に
提
出
し
た
。
こ
の
デ
ク
レ
案
の
特
色
は
次
の
三
点
に

(句同。」え

要
約
で
き
る
。

第
一
の
特
色
は
、
公
教
育
を
「
国
民
学
校
」

(mg-g
ロ
白
立
。

E-g)

(
デ
ク
レ
案
第

と
い
う
名
称
を
有
す
る
初
等
教
育
に
限
定
す
る

北法23(2・92)294



' 

一
章
)
と
同
時
に
私
立
学
校
の
自
由
を
承
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。

七
章
に
三
ケ
条
の
規
定
を
有
し
て
い
る
。
私
立
学
校
の
自
由
は
、

(品円。戸内山田古田一司己門戸田
-
F
P
同mwmw
巾件-昨日)見山田一)

は
デ
ク
レ
案
第

「
私
立
学
校
」

お
よ
び
学
校
を
開
設
し
、

「
法
律
は
、
市
民
が
有
す
る
、
す
べ
て
の
教
育
に
わ
た
り
特
別
の
講
義

か
っ
そ
れ
を
自
ら
良
い
と
考
え
る
よ
う
に
指
導
す
る
権
利
に
対
し
て
い
か
な
る
侵
害
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
」

(
第
四

O
条
)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
民
学
校
以
外
の
上
級
段
階
の
教
育
に
つ
い
て
は
、

シ
ェ
イ
エ
ス
は
公
教
育
に
関
し
て
説

一
方
で
は
、
図
書
館
、
植
物
園
、
博
物
館
の
よ
う
な

明
し
た
小
冊
子
の
中
で
、
そ
れ
を
個
人
の
努
力
に
委
ね
て
お
け
ば
よ
い
も
の
と
し
、

施
設
を
維
持
し
〈
デ
ク
レ
案
第
四
三
条
l
四
七
条
)
、
他
方
で
は
、
国
民
学
校
で
優
秀
な
才
能
の
兆
し
を
示
し
た
貧
し
い
子
供
を
「
国
家

(
己
中
司
巾
印
{
敗
目
白
百
三
巾
)
に
す
る
(
デ
ク
レ
案
第
三
八
条

i
三
九
条
)
規
定
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

「
諸
震
は
、
私
立
学
校
の
自
由
も
ま
た
家
庭
教
育
の
よ
り
一
一
層
神
聖
な
権
利
も
侵
害
す
べ
き
で
は
な

給
費
生
」

ド
ヌ
ゥ
も
彼
の
小
冊
子
の
中
で
、

1寸

ぃ
。
自
然
の
最
初
の
進
歩
を
促
進
す
る
こ
と
は
親
に
の
み
属
す
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
、
私
立
学
校
の
自
由
と
神
聖
な
権
利
と
し
て
の

フランスにおける教育の自由法理の形成

親
の
家
庭
教
育
の
自
由
を
認
め
て
お
り
、
国
民
学
校
に
よ
る
共
通
教
育
の
限
界
と
し
て
、

「

ω子
供
が
そ
の
両
親
か
ら
奪
い
取
ら
れ
ず
、

か
つ
共
通
教
育
を
利
用
し
て
も
家
庭
教
育
の
恵
沢
を
受
け
る
こ
と
を
止
め
な
い
こ
と
、

ω各
人
が
教
育
施
設
を
設
け
る
の
は
自
由
で
あ
る

こ
と
、

ω何
人
も
白
分
の
子
供
を
公
立
学
校
に
入
れ
る
こ
と
を
い
か
な
る
方
式
で
も
強
制
さ
れ
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
案
の
第
二
の
特
色
は
、
国
民
学
校
の
管
理
機
構
と
し
て
、

「
視
学
局
」

〈σ口同
2
5内乱、百凹℃巾
2
5ロ
)
と
「
中

央
公
教
育
委
員
会
」

(
S
E
E
-
a
Eロ
S
E
E
-巾門】冊目、
FB可
5
C
C口問)巳
E
Z
C巾
)
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
各
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
に
、

「
国
民
学
校
の
監
督
と
行
政
事
務
を
担
当
す
る
」
視
学
局
が
存
在
し
(
デ
ク
レ
案
第
六
条
)
、
視
学
局
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
卜
行
政
評
議

部

(
8ロ
印
巾
ニ
仏
、
注
目

5
5
2巳
。
ロ
円
山
口
仏
宮
片
付
同
)
が
そ
の
構
成
員
以
外
か
ら
任
命
す
る
一
一
一
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ

(
同
七
条
)
、
教
師

の
選
任
も
視
学
局
の
権
限
(
同
九
条
)
で
あ
る
c

中
央
に
設
置
さ
れ
る
中
央
公
教
育
委
員
会
は
、

「
執
行
府

(
円
。
ロ
田
町
己
巾
凶
百
円
己
丘
町
)
の

直
接
の
権
威
の
下
に
置
か
れ
」

(
デ
ク
レ
案
第
一
六
条
)
、
そ
の
任
務
は
、

「
教
育
の
均
一
の
方
法
、
教
師
の
義
務
を
定
め
る

一
般
規

• 北法23(2・93)295



説

則
、
国
民
学
校
の
共
通
の
体
制
と
規
律
」
を
定
め
、

「
視
学
局
の
介
在
に
よ
っ
て
国
民
学
校
を
管
理
す
る
」
こ
と

(
同
一
七
条
)
で
あ

り
、
視
学
局
と
の
関
係
で
は
、

「
視
学
局
と
連
絡
を
保
ち
、
そ
れ
を
監
督
し
、
そ
の
濫
用
を
摘
発
し
、
執
行
府
に
善
後
策
を
提
示
す
る
」

王子'b.
宙開

れ
た
二
倍
の
人
数
の
名
簿
に
基
づ
い
て
執
行
府
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
」

「
委
員
の
任
命
は
委
員
会
自
身
に
よ
っ
て
提
出
さ

(
同
一
九
条
)
の
で
あ
る
。

こ
と
(
同
一
六
条
)
で
あ
る
。
中
央
公
教
育
委
員
会
は
一
二
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、

(
デ
ク
レ
案
第
一

O
章
)
を
定
め
て
、
共
和
国
の
道
徳
を
鼓
吹
す
る
こ
と

「
実
際
国
民
祝
祭
日
の
制
度
ほ
ど
人
聞
を
道
徳
化
し
、
そ
の
社
会
的
関
係
に
お
い
て
人

聞
を
徐
々
に
教
化
し
、
そ
し
て
個
人
的
に
も
集
団
的
に
も
有
用
な
進
歩
の
母
で
あ
る
尊
敬
と
栄
光
の
好
ま
し
い
競
争
心
を
鼓
吹
す
る
も
の

は
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。

第
三
の
特
色
は

「
国
民
祝
祭
日
」

(
な
お
閉
口
何
回
H
F
C

ロ
主
巾
由
)

で
あ
る
。
シ
ェ
イ
エ
ス
は
彼
の
小
冊
子
の
中
で
、

(
1
)

以
下
、
同
Y
F
a
E
-
ω
a
g
Z
E
宮口
ω
含
二
》
司

2
7
3吋
0

・司・

-a
を
参
照
。

(
2
)

シ
ヱ
イ
エ
ス
H
ラ
カ
ナ
ル
法
案
は
、
〉
H
n
F
2
2
宮司
F
E
S
S
-円2
・
-
3
弘
門
戸
?
巴
内
〈
戸
間
y
印

8
2
2
2・
ummtg官
官
目
。
口
分
で
〉
ロ
ロ
再
三

守向。ロ
--zw
ロ
ア
一
一
可
、
同
Y
A
2

。同
ω広
岡
〈
-

(
3
)
ω
目
u
b
p
Uロロ
G
C〈
巳

臥

g
Z
仲間的。ョ。口同司ロ
Z
R
ι
何一、
g
u丹『ロ♀
5
ロ
g
句包ロ
n
p
〉
-
H
V
J

一耳切払ロ
P
同-
F
M
〈
出
戸
司

N

一ω
w
M
α

円D
]
・

(
4
)
U
EロQ
F
何回

E
F
E『
て
百
ω
同E
a
5ロ同ど
Z
E
E
-
〉
-
H
J
}
円。
ω恥

HFP
ゲ
戸
内
〈
口
H-
沼
y

一回∞
l
-
2
・

(
5
)
ω
庄司
h
v
p
c同y
n
F同
・
〉
-
H
Y
・
?
戸
)
内
〈
口
同
司
-

M

一ω
-

M

命円。一-

神

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
案
の
修
正
と
審
議

七
月
一
日
に
予
定
さ
れ
た
国
民
公
会
で
の
審
議
に
先
立
つ
六
月
三

O
日
に
、
秀
れ
た
学
者
で
あ
る
ア
ッ
セ
ン
フ
ラ
ッ
ツ
(
河
田

8
8同
E
R
)

は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
・
ク
ラ
ブ
で
シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
案
を
激
し
く
批
判
し
た
。
彼
は
ま
ず
「
ラ
カ
ナ
ル
が
公
教
育
委
員
会
案
の
作
者

こ
の
案
の
創
始
者
は
シ
ェ
イ
エ
ス
師
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ

1
で
精
神
が
腐
敗

で
は
な
く
、

北法23(2・94)296



a民

4 

4 

9 

し
て
い
た
の
に
、
自
由
へ
の
愛
を
口
に
し
て
い
る
」
と
い
う
個
人
攻
撃
か
ら
始
め
た
。
批
判
点
の
う
ち
重
要
な
も
の
は
中
央
公
教
育
委
員

に
対
す
る
も
の
で
、

「
シ
ェ
イ
エ
ス
師
の
方
式
に
よ
る
と
、

一
八
人
な
い
し
二

O
人
の
メ
ン
バ
ー
が
順
次
た
ら
い
廻
し
に
よ
っ
て
永
久
に

委
員
を
互
選
す
る
こ
と
に
な
り
、
彼
等
は
自
分
達
の
気
に
い
っ
た
者
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
彼
等

は
、
最
も
恐
る
べ
き
武
器
が
共
和
国
を
指
導
す
る
同
業
組
合
の
掌
中
に
入
る
よ
う
に
し
て
、
特
殊
な
徒
党
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
」
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

公
教
育
委
員
会
は
ア
ッ
セ
ン
フ
ラ
ッ
ツ
の
批
判
に
動
か
さ
れ
原
案
の
心
棒
に
な
っ
て
い
る
中
央
公
教
育
委
員
会
を
、
執
行
府
に
従
属
す

る
代
り
に
立
法
機
関
に
従
属
す
る
よ
う
修
正
し
た
。
従
っ
て
、
七
月
一
日
に
議
会
で
配
布
す
る
た
め
に
印
刷
さ
れ
た
デ
ク
レ
案
は
、
六
月

二
六
日
に
提
案
さ
れ
た
原
案
を
若
干
修
正
し
て
、
特
に
中
央
委
員
会
が
「
執
行
府
」
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
個
所
は
す
べ
て

け

「
立
法
府
」

(
円
。
同
日

ν由
]
弘
ぬ
山
田
-
白
丘
町
一
)

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
置
き
代
え
ら
れ
て
い
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

七
月
二
日
お
よ
び
三
日
に
行
な
わ
れ
た
国
民
公
会
の
審
議
に
お
い
て
、
中
央
公
教
育
委
員
会
の
構
想
は
強
い
批
判
を
浴
び
た
。

ノレ

キ

オ
(
戸
市
A
巳
巳
。
)
は
、

「
私
は
諸
君
の
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
中
央
公
教
育
委
員
会
に
絶
対
反
対
で
あ
る
。
中
央
委
員
会
は
す
ぐ

に
執
行
権
の
一
部
と
な
り
、
精
神
を
征
服
し
人
民
を
抑
圧
す
る
最
も
強
力
な
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
し
て
、
議
会
の
中
に
公
教

育
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
デ
ュ
ヴ
ァ
ル

(
O
Z
S
C
も、

「
委
員
会
案
が
他
の
名
称
の
下
で
一
の
ア
カ
デ
ミ
ー
、

古
い
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン
の
専
政
制
度
を
組
織
化
す
る
と
い
う
目
的
の
み
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
見
す
る
と
す
ぐ
分
る
」
と
批
判

し
て
、
そ
の
代
り
に
議
会
の
公
教
育
委
員
会
に
教
育
の
監
督
任
務
を
与
え
、
こ
の
公
教
育
委
員
会
自
身
も
立
法
府
に
よ
っ
て
監
督
さ
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

デ
ュ
ヴ
ァ
ル
に
つ
い
で
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
l
ル
が
、
新
し
い
公
教
育
法
案
を
一
週
間
で
提
出
す
る
任
務
を
持
っ
た
六
人
委
員
会
の
設
置
を
提

案
し
て
承
認
さ
れ
た
。

北法23(2・95)297
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ル
ベ
ル
チ
エ
計
画

4イ)

ル
ペ
ル
チ
エ
案
の
提
出

新
た
に
設
置
さ
れ
た
六
人
委
員
会
は
、

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

i
ル
を
は
じ
め
四
名
が
モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
な
い
し
そ
の
同
調
者
で
あ
っ
た
。
七
月

一
三
日
に
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
六
人
委
員
会
を
代
表
し
て
、

ル
チ
エ
の
「
国
民
教
育
に
関
す
る
著
作
」

去
る
一
月
二

O
日
に
王
党
主
義
者
に
暗
殺
さ
れ
た
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
の
ル
ベ

(
0
5
2哲
吉
吋
守
色

zgzoロ
ロ
白
色
。
E
F
)
の
朗
読
を
国
民
公
会
で
行
な
っ
た
。

ル
ベ
ル
チ

エ
計
画
は
極
め
て
特
色
が
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
四
点
に
要
約
で
き
る
。

第
一
の
特
色
は
、
公
教
育
の
重
要
性
を
特
に
強
調
し
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
「
知
育
」
の
み
な
ら
ず
「
訓
育
」
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
人
聞
を
形
成
す
る
」
こ
と
と
「
人
間
の
知
識
を
普
及
す
る
」
こ
と
が
公
教
育
の
二
つ
の
重
要
な
部
分
で
あ

り
、
前
者
が
「
訓
育
」
を
構
成
し
、
後
者
が
「
知
育
」
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
、

物
の
本
性
自
体
に
よ
っ
て
、
職
業
や
才
能
の
差
異
に
よ
っ
て
社
会
の
少
数
の
構
成
員
の
専
有
物
と
な
る
」
の
に
対
し
て
、
前
者
は
、

べ
て
の
者
に
共
通
で
か
つ
普
遍
的
な
福
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
お
「
と
こ
ろ
で
、
公
教
育
委
員
会
は
「
知
育
」
に
つ
い
て

「
た
と
え
す
べ
て
の
者
に
提
供
し
て
も
、
事

は
有
益
な
見
解
を
提
示
し
て
き
た
が
、
「
訓
育
」
に
つ
い
て
は
何
ら
取
り
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
に
基
づ
い
て
、

「
少
数
の
人
聞
に
し
か
有
益
で
あ
り
得
な
い
上
級
段
階
を
設
置
す
る
前
に
、
す
べ
て
の
者
の
要
求
に
応
じ
、
す
べ
て
の
者
に
対

ル
ベ
ル
チ
エ

計
画
は
、

す
る
共
和
国
の
債
務
た
る
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
一
般
教
育
、

一
一
言
一
同
で
云
う
と
、
本
当
の
か
つ
普
遍
的
な
国
民
教
育
を
探
し
求
め
て
い

北法23(2・96)298
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る
」
の
で
あ
る
。
五
才
か
ら
男
子
一
二
才
ま
で
、
女
子
一
一
才
ま
で
の
共
通
教
育
の
目
的
は
、

の
で
は
な
く
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
た
め
の
人
聞
を
養
成
す
る
ア
」
と
で
あ
り
、

「
労
働
者
や
技
術
者
や
学
者
を
養
成
す
る

「
各
人
の
個
人
的
地
位
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、

の
中
で
再
び
見
い
出
す
こ
と
が
す
べ
て
の
者
に
重
要
な
身
体
的
、
道
徳
的
能
力
を
子
供
に
与
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
初
等
教
育
に
つ
い
て
「
訓
育
」
を
中
心
に
す
る
ル
ベ
ル
チ
エ
の
考
え
方
は
、
公
教
育
を
「
知
育
」
に
限
定
し
て
「
訓
育
」

は
家
庭
に
委
ね
る
と
い
う
コ
ン
ド
ル
セ
の
考
え
方
と
は
全
く
対
照
的
で
あ
る
。

第
二
の
特
色
は
、
初
等
国
民
教
育
を
子
供
に
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
親
の
義
務
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
原
則
に
従
っ
て
、

す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
義
務
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
の
で
あ
る
。
デ
ク
レ
案
の
「
一
般
規
定
」

(
k
r
E
g
m
E
E
Z
H〉

の
第
三
条
で
は
、

フランスにおける教育の自由法理の形成什

「
国
民
教
育
は
す
べ
て
の
者
に
対
す
る
共
和
国
の
債
務
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
の
子
供
は
国
民
教
育
を
受
け
る
権
利

2
3ご
母
定
的
巾
4
0
町
守
主
戸

g
己
。
ロ
ロ
2
5
E
F
)
を
有
し
、
両
親
は
子
供
に
そ
の
利
益
を
享
有
さ
せ
る
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
の
第
三
の
特
色
は
、
義
務
教
育
が
全
部
共
和
国
の
費
用
で
行
な
わ
れ
る
(
デ
ク
レ
案
「
一
般
規
定
」
第
一
条
)
こ
と

で
あ
る
。
単
に
授
業
料
が
無
償
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
子
供
が
、

「
同
一
の
食
物
、
同
一
の
衣
服
、
同
一
の
教
育
、
同
一
の
世

話
を
受
け
る
」

(
向
上
二
条
)
の
で
あ
る
。

第
四
の
特
色
は
、
国
民
教
育
施
設
の
管
理
に
親
が
参
加
し
、
教
科
書
作
成
に
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
各
カ
ン
ト
ン
に
一
ま
た

は
複
数
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
「
各
国
民
教
育
施
設
を
管
理
し
監
督
す
る
た
め
に
、

カ
ン
ト
ン
ま
た
は
セ
ク
シ
オ
ン
に
住
所
を
有
す
る
家
父

の
み
が
、

互
選
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
五
二
名
の
評
議
会

(
8
5
2
C
を
構
成
す
る
。
」

(
デ
ク
レ
案
「
国
民
教
育
」
章
第
二
四
条
一
項
)

」
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
評
議
会
の
任
務
は
、

「
児
童
の
食
事
の
準
備
と
分
配
、
時
間
の
使
い
方
と
勉
強
、
手
仕
事
お
よ
び
体
操
の
間

の
配
分
、
教
師
が
自
己
に
委
ね
ら
れ
た
義
務
を
正
確
に
履
行
し
て
い
る
か
否
か
、
児
童
お
よ
び
施
設
の
清
潔
と
整
頓
、
規
則
の
維
持
と
執

‘' 

生
涯

北法23(2・97)299
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行
」
を
監
督
す
る
こ
と
(
向
上
第
二
四
条
三
項
)
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
教
科
書

2
3
2
色
合
M
g
g可
g〉
の
作
成
に
市
民
が
競
争
試
験

に
よ
っ
て
参
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
向
上
第
二
六
条
)
。
教
科
書
は
国
民
公
会
の
公
教
育
委
員
会
に
提
出
さ
れ
、
国
民
公
会

に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
る
(
同
上
第
六
条
)
。
親
の
教
育
施
設
管
理
権
の
基
礎
は
、

論

「
家
父
は
彼
等
の
最
も
楽
し
い
希
望
の
あ
る
こ
の
関
係

深
い
寄
託
物
を
慈
愛
と
配
慮
の
眠
を
持
っ
て
育
て
る
権
利
と
義
務
を
同
時
に
有
し
て
い
る
口
と
こ
ろ
に
あ
る
。

以
上
、
公
教
育
の
内
容
と
し
て
「
知
育
」
の
み
な
ら
ず
「
訓
育
」
を
含
む
こ
と
、
初
等
教
育
の
義
務
性
、
そ
の
完
全
な
無
償
性
、
初
等

教
育
施
設
の
管
理
へ
の
親
の
参
加
と
教
科
書
作
成
へ
の
市
民
の
参
与
の
四
点
に
わ
た
っ
て
み
て
き
た
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
全
体
に
わ
た
っ
て

貫
く
一
本
の
線
は
、
共
和
国
に
お
け
る
平
等
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
全
く
平
等
に
取
り
扱
わ
れ
、
平
等
に
食
事
を

与
え
ら
れ
、
平
等
に
衣
服
を
着
せ
ら
れ
、
平
等
に
教
え
ら
れ
る
若
い
生
徒
に
と
っ
て
、
平
等
は
見
せ
か
け
の
理
論
で
は
な
く
て
、
継
続
的

な
効
果
の
あ
る
一
の
実
践
で
あ
る
に
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
等
な
教
育
が
革
命
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な
か
っ
た
貧
者
の
平
和
的

革
命
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
貧
困
は
欠
乏
し
て
い
る
も
の
か
ら
救
済
さ
れ
、
富
は
そ
の
余
剰
部
分
を
取

り
去
ら
れ
る
ο
国
家
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
疾
病
は
、
危
機
も
動
乱
も
な
く
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
軽
減
す
る
。
長
い
間
、
社
会
の
数

が
多
く
か
っ
有
用
な
部
分
を
救
済
す
る
こ
の
よ
う
な
機
会
が
待
た
れ
て
い
た
。
三
年
来
展
開
さ
れ
た
諸
革
命
は
他
の
市
民
階
級
の
た
め
に

は
す
べ
て
を
行
な
っ
た
が
、

恐
ら
く
最
も
必
要
な
者
、

自
己
の
唯
一
の
所
有
が
労
働
の
中
に
あ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
市
民

(
円

5
3
5

官
。
-
公
民

Hg)
の
た
め
に
殆
ん
ど
何
も
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
封
建
制
は
破
崎
慰
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
彼
等
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
市
民
の
た
め

で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
は
解
放
さ
れ
た
農
村
に
何
物
も
所
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
こ
こ
に
貧
者
の
革
命
が
、

•• 

し
か
も
温
和
で
か
つ
平
和
的
な
革
命
が
、
所
有
に
不
安
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
か
つ
正
義
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
行
な
わ
れ
る
革
命
が

円

7
v

あ
る
。
」
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ル
ベ
ル
チ
エ
案
の
審
議

l寸

ロ
ベ
ス
ピ
ェ
l
ル
に
よ
る
ル
ペ
ル
チ
エ
計
画
の
朗
読
は
、
拍
子
の
嵐
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
中
断
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
し

フランスにおける教育の自由法理の形成

か
し
な
が
ら
、

ル
ペ
ル
チ
エ
計
画
の
実
施
措
置
の
準
備
に
あ
た
っ
て
、
六
人
委
員
会
の
内
部
に
お
い
で
す
ら
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
に
対
す
る

評
価
が
分
か
れ
、

そ
れ
を
卒
直
に
支
持
す
る
の
は
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
l
ル
と
ブ
ク
ル
ド
ン
(
回
。
ロ
丘
。
ロ
)
の
二
人
だ
け
で
あ
っ
た
。

七
月
六
日
か
ら
二
九
日
の
聞
に
幾
つ
か
の
個
人
的
な
公
教
育
案
が
作
成
さ
れ
、
印
刷
に
付
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
注
目
す
べ
き
の
は
ブ
ヴ

ル
ド
ン
国
民
教
育
案
で
、
こ
れ
は
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
に
類
似
し
て
い
る
が
、
大
き
な
差
異
は
初
等
の
共
通
教
育
を
行
な
う
小
学
校
に
就
学

さ
せ
る
親
の
義
務
を
認
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
プ
ゥ
ル
ド
ン
は
、

一
方
で
は
国
に
よ
る
公
教
育
の
独
占
を
否
定
し
て
自
然
権
と
し

て
の
親
の
教
育
権
を
認
め
、
他
方
で
は
共
和
国
の
共
通
教
育
の
観
点
か
ら
親
の
教
育
を
公
的
に
審
査
し
て
親
の
教
育
権
の
限
界
を
定
め
た

て
い
る
(
デ
ク
レ
案
第
六
条
)
。

と
に
か
く
六
人
委
員
会
は
、

ル
ベ
ル
チ
エ
原
案
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、

当
者
と
し
て
「
公
教
育
デ
ク
レ
案
」
を
提
出
し
た
。

七
月
二
九
日
の
国
民
公
会
に
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
l
ル
を
報
告
担

北法23(2・99)301
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七
月
三

O
日
の
国
民
公
会
で
は
、
革
命
派
の
僧
侶
で
政
治
的
立
場
は
ジ
ェ
イ
エ
ス
や
タ
レ
イ
ラ
ン
と
同
じ
く
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
自
由
主
義
の

立
場
を
と

h
r
レ
ゴ
ワ
|
ル
(
の
な
ぬ

05)
が
反
対
し
ぱ
。
彼
は
共
通
「
訓
育
」
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
同
意
す
る
が
、
国
民
教
育
学
寮

に
寄
宿
し
て
子
供
を
教
育
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
財
政
、
第
二
に
実
行
可
能
性
、
第
三
に
道
徳
的
結
果
の
三
点
か
ら
反
対
し
た
。

5命

第
二
点
は
、
農
家
に
お
い
て
五
才
か
ら
一
一
一
才
の
子
供
は
重
要
な
家
庭
の
労
働
力
で
あ
る
と
こ
ろ
、
国
民
教
育
の
た
め
に
こ
の
労
働
力
を

奪
う
こ
と
は
農
業
経
営
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
点
は
、
親
か
ら
子
供
を
引
き
離
し
て
教
育
す
る
こ
と
は
、

「
両
親

と
子
供
の
幸
福
お
よ
び
道
徳
性
に
反
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ブ
ゥ
ル
ド
ン
が
ル
ベ
ル
チ
エ
案
擁
護
の
た
め
反
論
し
が
「
ブ
ゥ
ル
ド
ン
は
、
児
童
を
学
寮
に
集
め
て
一
諸
に
教
育
す
る

こ
と
が
共
通
「
訓
育
」
の
目
的
達
成
に
相
応
わ
し
い
こ
と
を
強
調
し
、
財
政
問
題
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
考
慮
に
値
し
な
い
問
題
で
あ
る
こ

と
を
数
字
を
あ
げ
て
説
明
し
た
。

つ
い
で
ル
キ
ニ
オ
が
立
ち
、
ブ
ゥ
ル
ド
ン
と
同
じ
く
国
民
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
グ
レ
ゴ
ワ

l
ル
に
反
論
を
加
え
た
。
ル
キ
ニ

オ
に
よ
る
と
、
反
対
論
は
通
常
改
革
に
伴
う
恐
怖
に
よ
る
も
の
で
何
ら
堅
固
な
根
拠
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
財
政
に
つ
い
て

は
富
者
に
の
み
負
担
に
な
る
の
で
無
産
者
を
救
済
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
子
の
愛
情
の
問
題
も
、

「
家
庭
の
す
べ
て
の
母
親
す
べ
て
の
父

親
は
、
自
分
の
た
め
に
子
供
を
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
子
供
自
身
の
た
め
に
愛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
子
供
に
生
命
を
援
け
た
こ

と
は
、
子
供
の
幸
福
を
考
え
る
と
い
う
厳
格
な
義
務
を
負
っ
た
と
い
う
こ
と
、
共
和
国
に
お
い
て
共
和
国
の
統
治
に
本
質
的
な
徳
を
実
行

す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
何
人
も
幸
福
た
り
得
な
い
こ
と
、
子
供
に
私
的
「
訓
育
」
を
与
え
る
こ
と
は
、
子
供
の
心
の
中
に
倣
慢
と
放
逸

を
育
く
み
そ
れ
に
よ
っ
て
数
多
く
の
侮
辱
と
苦
痛
を
準
備
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

ブ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
(
明
O
Z
5
8己
が
発
言
し
た
。

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
は
、

ル
ベ
ル
チ
エ
案
、
が
共
和
国

七
月
三

O
日
の
最
後
の
演
説
と
し
て
、

に
相
応
わ
し
い
公
教
育
を
提
案
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
賛
成
し
、

た
だ
共
和
国
の
費
用
で
す
べ
て
の
児
童
に
教
育
を
与
え
る
点
に
つ
い
て
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‘' 

は
現
状
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

八
月
一
日
の
議
会
で
は
、

テ
ィ
ボ
ド
オ
(
吋

E
Eロ仏
g
戸
)
と
ピ
エ
ッ
ト
(
虫
巾
3
巾
)
が
ル
ベ
ル
チ
エ
案
に
反
対
し
た
。
テ
ィ
ボ
ド
オ
は

親
の
権
利
の
観
点
か
ら
、

「
子
供
は
国
家
の
所
有
で
あ
り
、
両
親
は
国
家
の
受
託
者
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
前
提
に
対
し
て
、

父
母
か
ら
彼
等
が
生
ん
だ
子
供
を
取
り
上
げ
る
権
利
を
有
す
る
か
否
か
、
七
年
間
の
強
制
的
な
分
離
に
よ
っ
て
父
母
と
子
供
と
の
聞
に
存

「
社
会
が

す
る
す
べ
て
の
関
係
を
停
止
し
、
そ
し
て
父
母
と
子
供
を
分
離
す
る
権
利
が
あ
る
か
否
か
」
と
い
う
問
題
に
否
定
的
に
答
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
家
庭
教
育
の
自
由
を
承
認
す
る
が
、
他
方
、
家
庭
教
育
も
、
「
共
和
国
の
利
益
に
合
致
す
る
原
則
に
お
い
て
」
行
な
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
に
「
両
親
は
共
和
国
の
受
託
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
社
会
は
た
え
ず
こ
の
寄
託
を
監
督

す
る
権
利
を
有
す
る
」
の
で
あ
る
。
ピ
エ
ッ
ト
は
、

ル
ベ
ル
チ
エ
案
の
国
民
教
育
か
ら
生
ず
る
種
々
の
弊
害
、
農
村
に
お
い
て
家
庭
の
労

斗，

働
力
を
奪
う
こ
と
、
自
然
よ
り
与
え
ら
れ
た
母
親
の
養
育
義
務
に
反
す
る
こ
と
、
夫
婦
の
幸
福
の
き
ず
な
を
取
り
上
げ
る
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
て
反
対
し
た
。

フランスにおける教育の白由法理の形成

以
上
の
各
論
者
に
よ
る
ル
ベ
ル
チ
エ
案
に
対
す
る
反
対
論
(
グ
レ
ゴ
ワ

l
ル、

テ
ィ
ボ
ド
ォ
、
ピ
エ
ッ
ト
)
お
よ
び
賛
成
論
(
ブ
ゥ
ル

ル
キ
ニ
オ
)
の
要
点
は
、
特
に
国
民
教
育
を
親
か
ら
引
き
離
し
て
国
民
教
育
学
寮
で
行
な
う
点
に
つ
い
て
、

ド
ン
、

一
方
の
反
対
論
者
が

共
和
主
義
教
育
の
原
則
を
認
め
な
が
ら
も
子
供
を
養
育
す
る
親
の
権
利
か
ら
反
対
す
る
の
に
対
し
て
、
他
方
の
賛
成
論
者
は
共
和
国
の
共

通
「
訓
育
」
の
た
め
に
学
寮
方
式
を
適
当
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
民
教
育
の
基
本
的
な
考
え
方
の
相
違
か
ら
、
財
政
問
題

や
実
現
可
能
性
と
い
っ
た
現
実
問
題
の
一
評
価
も
異
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

f¥'"  ，.¥ 
3 2 1 
'-' '-ノ¥ノ
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プ
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(
4
)
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5〉

(

6

)

 

〈

7
)
(
8〉
(
9
)
 

(
叩
)

(
什
)

桑
原
編
・
前
掲
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』
六
二
五
頁
。

〉
-
司
・
二
百
拡
ユ
少
ゲ
戸
内
M
P
円

Y
5
2
2守・
U

窓
O
口
広

2
ア
件
-
一
ア
℃
・

ω印∞

2
2
=
-

K
戸・同
ν
・・件
-
F
N
N
-
可
-

M
一

a
z
=・

H
r
H
ι
J
℃
-
M
K干
何

件

ωロ
凶
〈

口
出
《
凶
J

閉

V

M
町

内

件

ω
C
H〈・

HHVM牛

-
H
V
・∞
ωw

一円。
n
q
}
-

Hゲ
F
ι
J
H
Y

∞印・

-
H
i
o
n
o
-
-

H
t
F仏
J

官
同

y

∞印
l
∞∞・

ク寺

ブ
ゥ
ル
ド
ン
修
正
案
の
提
出

に
対
し
て
提
出
さ
れ
た
批
判
を
ふ
ま
え
て
、
特
に
「
委
員
会
は
現
状
に
お
い
て
は
、
共
通
制
度
を
強
制
す
れ
ば
最
も
大
き
な
弊
害
が
生
ず

八
月
一
日
の
国
民
公
会
で
ブ
ヮ
ル
ド
ン
が
六
人
委
員
会
を
代
表
し
て
修
正
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
修
正
案
は
そ
れ
ま
で
ル
ベ
ル
チ
エ
案

る
こ
と
を
満
場
一
致
で
考
慮
し
」
て
、
新
し
い
修
正
案
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
修
正
案
の
基
本
的
事
項
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
第
一
に
は
、
共
和
国
の
費
用
で
教
育
さ
れ
る
の
は
、
両
親
が
そ
れ
を
希
望
す
る
男
児
に
限
り
、
そ
の
年
齢
も
七
才
か
ら
一
四
才
ま

で
と
す
る
の
で
あ
る
〈
第
一
条
〉
。
第
二
に
は
、
す
べ
て
の
者
に
同
一
の
食
事
、
同
一
の
衣
服
、
同
一
の
世
話
が
与
え
ら
れ
る
学
寮
は
、
平

等
学
寮
〈
自
己

8
5
門
主
ぬ
と
丈
臥
)
と
呼
ば
れ
る
(
第
二
条
)
。
第
三
に
は
、
「
平
等
学
寮
」
に
子
供
を
委
ね
た
親
は
、
子
供
の
労
働
が
必
要
な
場

合
三
名
の
家
父
の
証
明
書
に
よ
る
証
明
を
持
っ
て
、
毎
年
農
繁
期
に
自
宅
に
連
れ
戻
す
こ
と
が
で
き
る
(
第
一
一
条
〉
。
第
四
に
、
「
平
等
学

寮
」
お
よ
び
小
学
校
は
、

ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
の
家
庭
の
父
親
の
監
督
と
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
(
第
一
一
一
条
〉
。
第
五
に
は
、
「
平
等
学
寮
」

に
委
ね
な
い
で
自
分
で
教
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
家
父
の
教
育
は
、
自
由
と
平
等
の
原
則
に
反
す
る
原
則
で
行
な
わ
れ
て
い
な
い
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
教
師
お
よ
び
ア
ロ
ン
デ
ィ
ス
マ
ン
の
家
父
の
審
査
を
受
け
る
の
で
あ
る
(
第
一
三
条
〉
。

北法23(2・102)304



• 

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
修
正
案
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
基
本
線
は
、
共
通
教
育
の
対
象
を
男
児
に
限
り
、

し
か
も
強
制
的
な
方
式
を

否
定
し
て
親
の
教
育
の
自
由
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
反
対
側
か
ら
提
出
さ
れ
た
問
題
点
で
あ
る
財
政
問
題
、
子
供
の
労
働
力
の
問
題
、

親
子
の
共
同
家
庭
生
活
の
利
点
な
ど
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。

プ
ゥ
ル
ド
ン
修
正
案
の
審
議
は
八
月
三
日
か
ら
行
な
わ
れ
た
。
三
日
は
、

内

2
〉

円

S
V

意
見
を
展
開
し
、
五
日
は
、
ラ
フ
ロ
ン
が
発
言
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

グ
レ
ゴ
ワ

i
ル
と
ブ
ヮ
ル
ド
ン
が
そ
れ
ま
で
表
明
し
て
い
た

(
1
)
 

(
2〉
(
3
)
 
〉
-
H
ν
・
・
一
耳
切
払
ロ

P
件
戸
内
M
-
H】
・
∞
吋
込

ω
C
F〈
-

H
r
F
内
回
二
甘
一
一
山
k

ア

M
巾

no--

H
r
F
《
凶
よ
℃
問
y

N

U
吋
l
N
U白
・

(→ フランスにおける教育の自由法理の形成

(司

ダ
ン
ト
ン
提
案
に
よ
る
ル
ベ
ル
チ
エ
修
正
案
の
可
決

八
月
二
一
一
日
に
は
、

ロ
ベ
ス
ピ
ェ
!
ル
、
ダ
ン
ト
ン
(
門
)
白
ロ
件
。
ロ
)
を
は
じ
め
と
す
る
重
要
な
人
物
が
発
言
し
て
い
る
。
ル
ベ
ル
チ
エ
案

を
積
極
的
に
支
持
す
る
発
言
を
行
な
っ
た
の
が
、
と
も
に
モ
ン
タ

i
ニ
ュ
派
の
指
導
者
で
あ
る
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
と
ダ
ン
ト
ン
で
あ
る
。

ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
、
主
要
な
問
題
と
し
て
、
「
ま
ず
、
公
教
育
の
組
織
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
公
教
育
が
強
制
さ

れ
る
べ
き
か
そ
れ
と
も
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
要
求
し
、
そ
こ
で
「
個
別
意
思
が
ど
の
点
ま

で
、
公
共
の
幸
福
の
み
を
目
的
と
す
る
一
般
意
思
に
譲
歩
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
」
こ
と
を
要
求
し
て
い
れ
o

個
別
的
問
題
点
に
つ
い
て

は
、
親
か
ら
子
供
を
奪
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
生
後
の
五
年
間
は
親
と
一
諸
に
い
る
か
ら
こ
れ
は
本
当
で
は
な
く
、

ル
ベ
ル
チ
エ
計

画
に
お
い
て
も
自
然
の
至
高
の
観
念
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
」
子
供
の
教
師
を
監
督
し
審
査
す
る
家
父
評
議
会
の
創
設
」
な

の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
家
庭
の
労
働
力
を
奪
う
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
無
に
等
し
い
も
の
で
、
息
子
の
教
育
に
よ
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説

っ
て
そ
の
重
要
性
が
比
較
し
得
な
い
よ
う
な
利
益
を
受
け
る
と
い
う
の
で
ふ
れ
。
結
論
と
し
て
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
は
、
三
方
で
は
金
持
の

論

階
級
が
こ
の
法
律
に
反
対
し
他
方
で
は
人
民
が
こ
れ
を
要
求
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、

つ
い
て
自
分
は
篇
賭
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、

ル
ベ
ル
チ
エ
案
を
採
用
す
べ
き
と
い
う
点
に

ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
の
「
子
供
の
教
師
を
監
督
し
審
査
す
る
家
父
評

議
会
の
創
設
」
を
親
の
教
育
権
の
表
現
と
み
る
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

ダ
ン
ト
ン
も
ル
ベ
ル
チ
エ
案
が
提
案
さ
れ
た
目
的
は
、
「
自
由
に
相
応
わ
し
い
教
育
を
将
来
の
世
代
に
準
備
す
る
」
こ
と
ほ
ど
大
き
な
栄

〔

3
)

光
は
現
在
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
財
政
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
公
益
に
な
る
仕
事
に
は
真
の
消
費
と
い
う
も
の

が
存
在
し
な
く
、
さ
ら
に
、
「
人
民
の
子
供
が
破
廉
恥
な
財
産
を
持
っ
た
人
間
の
剰
余
か
ら
の
支
出
で
教
育
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
斗
国
民
教

(
4
)
 

育
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
人
民
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
ベ
子
供
は
共
和
国
に
属
す
る
」
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
か
ら
、
共
通
教
育
施
設
を
設
置
す
る
た
め
に
法
令
を
制
定
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

共
通
教
育
の
強
制
に
つ
い
て
は
、
ラ
ク
ロ
ワ

(
E
R
S
H〉
、
ガ
ス
ト
ン
(
。
8
8ロ
)
、
ブ
レ
ア
l
ル
宙
志
向

ε、
シ
ャ
ル
リ
エ
(
(
リ
E
ユ
は
る

ギ
ュ
ヨ
マ
ル
(
の
口
当
日
釦
る
と
い
う
多
数
の
論
者
か
ら
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

「
知
育
」
と
「
訓
育
」
を
区
別
し
て
、
公
教
育
が
「
知
育
」
に
限
定
す
る
こ
と
は
、

た。

ラ
ア
ロ
ン
お
よ
び
ジ
ェ
イ

(γ
己
か
ら
主
張
さ
れ

一
七
九
三
年
八
月
一
三
日
の
議
論
の
最
後
に
、

た
だ
し
成
文
化
さ
れ
な
か
っ
た

(
印
官
民

ダ
ン
ト
ン
の
提
案
が
可
決
さ
れ
た
が
、

乱
含
2
5ロ
)
。
ダ
ン
ト
ン
提
案
の
内
容
は
、
第
一
に
、
子
供
が
共
和
国
の
費
用
で
養
育
さ
れ
る
施
設
を
設
け
る
こ
と
、
第
二
に
、

こ
れ
ら
の
学

寮
へ
の
入
寮
は
強
制
さ
れ
る
も
の
で
な
く
父
母
の
任
意
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
学
寮
に
子
供
を
入
れ
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
市
民
の
子

供
に
対
し
て
は
私
的
教
師
に
よ
る
教
育
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
学
寮
教
育
方
式
に
よ
る
共
通
教
育
の
義
務
性
と
い
う
い
わ

ば
ル
ベ
ル
チ
エ
案
の
基
本
的
特
色
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
三
日
の
最
終
討
論
で
ル
ベ
ル
チ
エ
原
案
に
反
対
の
意
見
を
表
明
し
た
ジ
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K
2
ι
1
4
E
t
-
-
a
a番
号
・
省

e

F

J

V
 

ゐ

ェ
イ
、
ブ
レ
ア
l
ル、

ガ
ス
ト
ン
、

シ
ャ
ル
リ
エ
が
モ
ン
タ
l

一
一
ュ
派
に
属
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i→ 

(
1
)
 

(
2〉
(
3〉
(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

〉
-
H
V
-
二
百
弘
門
戸
丹
-
F
M
門
戸
℃
・
ロ
?
一
円
。
口
Q
-
v

冨
パ
吉
岡
オ
ロ
ア
同
一
寸
w

甘

ω
U
N
-
-
叫
命
口
O

一

〉
・
同
ν
L
F
M
M
P
Z
N白
山
富
g
-
T
R
u
ゲ
一
ア
司
・
ω
∞ω・

〉
-
M
M
・
件
-
F
M
M
門
司
勺
・
5
?

な
n
o
-
-
h
ζ
8
5
E
-
件
-
一
ア
司
・
ω
U
N
-
N
o
n
o
-
-

〉
-
H
Y
-
F
戸
内
}
子
同
y

一
N
?
一
円
角
川
口
乙
・
町
宮
G
口
広
g
p
件
・
-
ア
同
》
ω
8
・
一
月
円
。
}
・

〉
司
-
L
-
F
M
戸
宅
-
-
N
#
l
-
N
T
ζ
S
5
ロ
ア
一
二
・

3
・
ω
U
M
l
ω
8
・

k
F
・
M
M
-
-
丹
H
K
}
円
、
日
y

一
N
印
・
一
Z
E
-
-
u
冨
8
5
2
h
同
・
一
ア
℃
・
ω
U
N
・
一
日
口
Q
}
・

〉
-
H
Y
L
-
F
M
M
P
匂
・
一
N
ア
一
吋
o
g
-
-
M
宮
Q

口
広
E
ア
伸
一
ア
司
・
ω
∞ω
-
M
o
n
o
一

松
島
・
前
褐
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
公
教
育
制
度
の
成
立
過
程
』
一
一
ニ
八
頁
、
「
の
ユ
ヨ
宮
内
同
w

告
・
円

Ff
丹
回
a

司
一
8
・

5
け

2
3
・

同
右
書
、
二
二
九
頁

パ
リ
県
の
請
願
に
基
づ
く
一
七
九
三
年
九
月
一
五
日
の
デ
ク
レ
の
制
定
お
よ
び
そ
の
停
止

ダ
ン
ト
ン
提
案
に
よ
る
ル
ペ
ル
チ
エ
案
が
八
月
一
三
日
に
可
決
さ
れ
て
以
来
約
一
ヶ
月
の
問
、
公
教
育
の
問
題
は
国
民
公
会
の
日
程
に

の
ぼ
ら
な
か
っ
た
Q

九
月
一
五
日
に
至
っ
て
パ
リ
県
か
ら
公
教
育
に
関
す
る
請
願
が
提
出
さ
れ
た
。
パ
リ
県
の
請
願
は
、
「
教
育
の
配
慮
を

個
人
に
も
、
家
庭
に
も
さ
え
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
国
民
公
会
が
初
等
段
階
に
つ
い
て
行
な
っ
た
作
業
を
上

フランスにおける教育の自由法理の形成

C 
中
学
校
、

級
段
階
に
お
い
て
も
行
な
う
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ユ
お
よ
び
リ
セ
方
式
に
よ
る
計
画
を
作
成
し
た
。
た
だ
し
、
中
学
校
は
コ
ン
ド
ル
セ
案
と
は
内
容
を
異
に
し
、

コ
ン
ド
ル
セ
案
に
用
い
ら
れ
た
三
段
階
組
織
、
す
な
わ
ち
、

「
す
べ
て
の
種
類
の
職
人
お
よ
び
労
働
者
に
不
可
欠
な
知
識
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
(
第
一
条
)
。

こ
の
よ
う
な
バ
リ
県
の
請
願
に
対
し
て
、
国
民
公
会
で
は
ラ
カ
ナ
ル
が
全
面
的
支
持
の
発
一
言
を
し
て
、
六
人
委
員
会
も
こ
の
提
案
を
採

択
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
最
終
的
に
は
パ
リ
県
の
請
願
に
基
づ
く
全
三
条
の
デ
ク
レ
が
九
月
一
五
日
に
可
決
さ
れ

M
r

. 
北法23(2・105)307



説論

と
こ
ろ
が
翌
九
月
一
六
日
に
な
っ
て
、
前
日
決
定
さ
れ
た
デ
ク
レ
に
対
す
る
反
対
意
見
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ
、
結
局
、

ク
レ
が
停
止
さ
れ
、
新
た
に
六
人
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
四
名
が
追
加
さ
れ
十
人
委
員
会
が
構
号
、
C

れ

mv
反
対
意
見
の
主
た
る
論
点
は

昨
日
決
定
さ
れ
た
デ
ク
レ
が
新
し
い
貴
族
制
、
新
し
い
特
権
階
級
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
む
V

シ
ヤ
ボ

(hzzcに
よ
る
と
、

一
五
日
の
デ

昨
日
の
デ
ク
レ
は
、

「
我
々
が
サ
ン

H
キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
民
主
制
を
樹
立
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
時
に
、
哲
学
者
の
貴
族
制
を
樹
立
し
ょ

う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ベ
科
学
的
す
ぎ
る
こ
と
を
理
由
に
コ
ン
ド
ル
セ
が
提
案
し
た
計
画
を
諸
君
が
否
決
し
た
こ
と
を
想
起
し

な
さ
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

(
1
)
 

(
2〉
(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

パ
り
県
の
請
願
は
、
〉
・

HY-
一司
ω

恥ロ
p
?
戸
内

M
H〈場

-
Y
N
8
2
2守・

〉

-
H
Y
件
下
山
内
出
〈
・
同
y
N
ω

∞
u
y向
日
記
窓
口
♂
?
一
ア
司

-
m
g
a
z
z・

〉
-
M
y
e
H
r以
内
ロ
〉
同
y
N白
?
N
σ
n
o
-
-

〉
】
ν
J

汁
戸
内
出
〈
・
問
者

-NglNB一

ζ
8
5
5
L
}ア
宅
・
町
立

lma-

〉
-
M
M
・
-
丹
・
戸
山
内
出
t
J
唱

-
N
2・
一
円
。
円
。
「
山
富

D
E
Z
R
L
一
ア
同
y

m
吋ナ

γ
n
o
-
-

D 

共
和
二
年
霧
月
の
諸
デ
ク
レ
(
ロ
ン
ム
法
)
の
制
定

モイ)

ロ
ン
ム
法
案
の
提
出

一
七
九
三
年
一

O
月
一
日
に
な
っ
て
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
の
ロ
ン
ム
は
、
教
育
委
員
会
を
代
表
し
て
全
二
ニ
条
よ
り
な
る
「
国
民
学
校
に

Q
H
C
]

町
二
二
合
2

2
こ
g
開
口

o
-
2
5
5ロ巳
g)
を
国
民
公
会
に
提
出
し
が
)
。
こ
の
デ
ク
レ
案
の
内
容
は
コ
ン

関
す
る
デ
グ
レ
案
」

ド
ル
セ
計
画
を
基
本
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
国
民
教
育
を
、
「
各
市
民
の
必
要
に
関
す
る
第
一
の
部
分
」
と
、
一
i

社
会
全
体

の
必
要
に
関
す
る
第
二
の
部
分
」
に
分
類
し
て
い
る
(
デ
ク
レ
案
第
二
条
〉
。
第
一
の
部
分
は
「
国
民
学
校
」

(hs-gEHFOE-g)
で
与

え
ら
れ
、
国
民
学
校
は
、

「
児
童
学
校
」

(hs-g
骨
マ

g
P
2
4お
よ
び
「
青
年
学
校
」

(hs-g
母
-
、
白
色
。

-
g
S
Rろ
の
こ
つ
に
大
別

北法23(2・106)308



b 

る

.‘ 

ゐ

さ
れ
〈
向
上
第
三
条
)
、
児
童
学
校
は
さ
ら
に
、
「
初
等
学
校
」
(
℃
同
自
己
宵

g
h
g
-
g
)と
「
中
等
学
校
」

(
向
上
第
五
条
〉
。
従
っ
て
、
国
民
学
校
は
、
初
等
児
童
学
校
、
中
等
児
童
学
校
お
よ
び
青
年
学
校
の
三
段
階
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

(田町円。ロ仏

g
h
g
H
g
)
に
分
か
れ
る

第
二
に
、
国
民
学
校
に
は
、
「
六
才
以
上
の
す
べ
て
の
個
人
が
登
録
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
教
育
内
容
は
、
「
人
間
と
し
て

か
つ
市
民
と
し
て
の
自
己
の
権
利
、
自
己
の
義
務
を
知
る
こ
と
を
学
習
し
」
、
「
有
用
な
職
業
を
選
択
す
る
こ
と
を
準
備
す
る
こ
と
」
で
あ

る
(
向
上
第
四
条
)

0

第
三
に
、
共
和
国
の
子
供
を
教
育
す
る
者
は
「
教
員
」

(
E
S
Z
Z日
田
)
の
名
称
を
有
し
、
「
公
務
員
」
(
向
。
ロ

aoロ
EF円
g
官
己
付
与
と
さ

れ
る
。

け

グ

ラ第
ム四
L に

の
作教
成科
は書
、作

国成
民に
教関
育し
委て
員で
会 -4
2 号。段門
自主

巳品t
r1.こ
g必
p...要
注 tJ:.
C 量号

E書
。-守
口戸
司ロ同
ωω 
Z. ()'q 
gg  
戸 、ーノ

F 作
Y 成
文の

ziた
日め
育の
委 競
員争
会卦
が E2

倉写
ロi 開
L--催
」す
担る
苧に
レ必

要
さ
な
ら
tこフ
ロ

フランスにおける教育の自由法理の形成

国
民
公
会
内
ま
た
は
外
か
ら
協
力
者
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
向
上
第
一
二
条
第
一
項
)
。

同
じ
一

O
月
一
日
に
、
プ
ゥ
テ
ィ
(
司
2
F
H
)

も
公
教
育
の
組
織
に
関
す
る
意
見
を
開
陳
し
、
〉
そ
の
中
で
、
「
自
分
自
身
で
自
分
の
子
供
を
教

育
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
両
親
は
、
子
供
を
公
立
学
校
へ
送
る
」
(

J

ア
ク
レ
案
第
五
条
)
と
し
て
、
親
の
教
育
の
自
由
を
認
め
て
い
る
の
が

特
色
で
あ
る
。

一
O
月
一
九
日
の
国
民
公
会
に
お
い
て
は
、
延
期
に
な
っ
て
い
た
公
教
育
に
関
す
る
討
論
を
続
け
た
。
ま
ず
、
ラ
フ
ロ
ン
が
演
説
を
行

な
い
、
小
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
が
緊
急
に
必
要
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
こ
の
小
学
校
は
無
償
で
あ
る
が
、
親
は
小
学
校
に
子
供
を
入
学

(
3
}
 

さ
せ
る
か
否
か
の
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
要
望
し
た
。
つ
い
で
、
デ
ュ
ア
ム

(
ロ
ロ
「
2HM〉、

ル
ボ
ン

(
r
gロ
〉
も
小
学
校
設
置
の
必
要
性

を
述
べ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
ブ
ヮ
ル
ド
ン
は
、
去
る
八
月
一
三
日
に
ダ
ン
ト
ン
の
提
案
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
ル
ベ
ル
チ
エ
法
の
取
消
を
提
案
し

北法23(2・107)309



説

て
、
こ
れ
が
国
民
公
会
で
承
認
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
「
共
通
教
育
学
寮
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

(
U
m
R
2
3
U件
以

E
H
5
3
5
5
5ロ
2
2円
|

toロ

8
5
B
E
g
)
で
あ
る
。

論

(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

本
デ
ク
レ
案
に
つ
い
て
は
、
〉
同
n
E司
自
習
『

-mHUgsR2・一円命的恥
H
F
P
?
?
州内〈・同
y
ム
O
N
a
ω
E
4
・

叶
『
F

門田唱同
M

・品。印。丹
ω
ロ仲〈

〉・同
V
J

一芯
ω
払
門
戸
同
-
F
M
白
〈
戸
古
田
)
日
ω
l
N
印
U
H
N
h
E
H
司2
d
F
O
口
待
て
〉
vR芯
口
同
冨
OHM-
窓口♂丹・

5
・甘-一吋
N
-
y
n
o
-
-

〉・

H
Y
-
F
F
以
内
〈
戸
同
省
-
N
I
N町
一
豆
D
E
Cロ
♂
一
一
∞
-
甘
-
コ
ω-

U
5吊
『
問

FOH
・
。
♀
r
n
t
c
ロ
n
o日目
L
市宮内田
g
F
2
・:・:・
0
司
口
芹
・
ゲ
〈
戸
℃
-
M
U
m
-

可)

共
和
二
年
霧
月
の
諸
デ
ク
レ
の
可
決

一
O
月
一
九
日
の
国
民
公
会
で
、

ク
レ
」
が
可
決
さ
れ
、
こ
の
デ
ク
レ
は
、

一
日
)
の
デ
ク
レ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
学
校
に
関
す
る
デ
ク
レ
は
、
小
学
校
設
置
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
と
、
教
育
内
容
の
大
綱
を

ロ
ン
ム
提
案
に
基
づ
く
「
公
教
育
の
組
織
お
よ
び
市
町
村
に
お
け
る
初
等
学
校
の
配
置
に
関
す
る
デ

一
O
月
一
一
一
日
の
議
事
録
に
記
載
さ
れ
、
共
和
二
年
葡
萄
月
三

O
日
(
一
七
九
二
年
一

O
月
二

示
し
ず
.
い
る
。
小
学
校
設
置
の
原
則
は
、

「
共
和
国
全
体
に
人
口
数
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
る
小
学
校
が
置
か
れ
る
。
」
(
第
一
条
)
の
で
あ

り
、
「
そ
の
人
口
が
性
別
お
よ
び
年
齢
を
問
わ
な
い
四
百
な
い
し
千
五
百
名
で
あ
る
市
町
村
毎
に
一
の
小
学
校
が
置
か
れ
る
o
」
(
第
四
条
)
の

で
あ
る
。
教
育
の
指
針
は
、
「
共
和
国
の
習
俗
、
祖
国
へ
の
愛
お
よ
び
労
働
へ
の
志
向
を
子
供
に
発
達
さ
せ
る
に
最
も
応
わ
し
い
最
初
の
身

体
的
、
道
徳
的
か
つ
知
的
教
育
」
(
第
二
条
〉
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
内
容
は
、
「
子
供
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
話
し
、
読
み
、
書
き
を
学

習
す
る
。
自
由
な
人
聞
を
最
大
限
に
敬
う
有
徳
の
行
為
、
と
り
わ
け
子
供
の
魂
を
養
い
、
彼
等
を
自
由
お
よ
び
平
等
に
値
す
る
に
最
も
相
応

わ
し
い
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
行
為
を
子
供
に
認
識
さ
せ
る
。
子
供
は
フ
ラ
ン
ス
地
理
の
幾
つ
か
の
観
念
を
得
る
。
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利

お
よ
び
義
務
の
認
識
は
、
範
例
お
よ
び
子
供
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
子
供
に
分
ら
せ
る
。
生
徒
の
周
り
を
囲
む
自
然
の
対
象
物
お
よ
び
自
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a・

然
カ
の
自
然
の
活
動
の
基
本
観
念
が
子
供
に
与
え
ら
れ
る
。
子
供
は
、
数
、

コ
ン
パ
ス
、
水
準
器
、
度
量
衡
、
挺
子
、
滑
車
お
よ
び
時
計

を
使
用
し
て
学
習
す
る
。
子
供
を
し
ば
し
ば
畑
仕
事
お
よ
び
工
場
に
連
れ
て
行
き
、
子
供
は
そ
の
年
齢
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
そ
の
仕
事

に
加
わ
る
己
(
第
三
条
〉
と
な
っ
て
い
る
。

一
O
月
二
六
日
(
霧
月
五
日
)
に
は
、
こ
の
小
学
校
法
に
対
す
る
全
一
八
条
よ
り
な
る
補
足
デ
ク
レ
案
が
公
教
育
委
員
会
よ
り
ロ
ン
ム

を
報
告
担
当
官
と
し
て
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
霧
月
五
日
の
デ
ク
レ
の
主
な
内
容
は
、
入
学
年
齢
を
六
才
と
定
め
た
こ
と
(
第
一

条
)
、
教
師
が
公
務
員
と
な
り
(
第
九
条
)
、
聖
戦
と
の
兼
職
が
禁
止
さ
れ
(
第
一
一
条
)
、
教
育
が
無
償
と
さ
れ
た
(
第
一
二
条
)
こ
と
な
ど

で
あ
る
。

(→ 

一
O
月
二
八
日
(
霧
月
七
日
)
に
は
、
一
初
等
学
校
の
配
置
お
よ
び
教
員
の
最
初
の
任
命
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
お
よ
び
「
教
員
の

待
遇
」
に
関
す
る
デ
ク
レ
が
提
出
さ
れ
、
可
決
さ
れ
た
。
小
学
校
の
配
置
と
教
員
の
任
命
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
ご
と
に
、
「
愛
国
心
と
良

俗
に
お
い
て
秀
れ
た
知
識
人
包
O
B
B
g
h口
F
F
E印
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
委
員
会
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
(
第
一
条
お
よ
び
第
二
条
)
。

委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
五
名
(
第
三
条
)
で
、
市
町
村
総
評
議
会
合
Oロ
3
円
札
口
市

E
7
U
E
g
g
Bロ
ロ
巾
)
の
提
出
す
る
名
簿
に
基
づ
き

つ
い
で
、

フランスにおける教育の自由法理の形成

(
第
四
条
)
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
執
行
部

(
&
5
2
2
5
E
島田

E
2
)
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
(
第
五
条
〉
。
教
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
こ

の
委
員
会
が
、
志
願
者
に
対
し
て
」
そ
の
知
識
、
教
育
能
力
、
良
俗
お
よ
び
愛
国
心
を
公
開
で
審
査
す
る
」
が
、
こ
の
審
査
に
あ
た
っ
て

は
公
教
育
委
員
会
の
指
示
を
受
け
、
国
民
公
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
(
第
一
四
条
)
。
審
査
に
よ
っ
て
委
員
会
が
教
員
適
格
者
名
簿
を
作

成
し
(
第
一
五
条
)
、
こ
の
適
格
者
の
中
か
ら
、
家
庭
の
父
親
、
家
庭
の
母
親
た
る
禾
亡
人
お
よ
び
後
見
人
の
集
会
が
教
員
を
任
命
す
る

(
第
一
六
条
)
の
で
あ
る
。

一
O
月
三

O
日
(
霧
月
九
日
)
に
は
、
「
初
等
学
校
デ
グ
レ
補
足
デ
ク
レ
」
三
ケ
条
と
「
国
民
学
校
の
監
督
に
つ
い
て
」
の
八
ケ
条
の
デ

ク
レ
が
可
決
さ
れ
た
。
「
国
民
学
校
の
監
督
」
は
、

ω教
員
お
よ
び
生
徒
の
習
俗
と
行
為
、

ω援
業
と
練
習
、

ω学
校
用
の
建
物
お
よ
び
す

• 北法23(2・109)311
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べ
て
の
物
件
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
(
第
一
条
〉
。
第
一
お
よ
び
第
二
に
つ
い
て
の
監
督
は
家
父
が
行
な
い
(
第
二
条
て
そ
の
態
様
は
、
教

員
を
任
命
す
る
家
父
集
会
が
そ
の
中
か
ら
一
名
を
選
ん
で
教
育
の
監
督
に
あ
た
ら
せ
る
(
第
三
条
)
。
第
三
の
建
物
お
よ
び
物
件
の
監
督

論

は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
監
督
の
下
で
小
学
校
所
在
地
の
市
町
村
庁
に
留
保
さ
れ
る
(
第
二
条
)
。
な
お
、
国
民
教
育
の
す
べ
て
の
分
野
に

関
す
る
法
律
の
執
行
は
、
「
暫
定
的
に
公
教
育
委
員
会
の
直
接
の
監
督
の
下
で
執
行
府
に
委
ね
ら
れ
る
」
(
第
七
条
)
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
共
和
二
年
霧
月
の
諸
デ
ク
レ
(
ロ
ン
ム
法
)
は
、
初
等
よ
り
高
等
に
至
る
全
教
育
段
階
の
公
教
育
化
の
原
則
を

ふ
ま
与
え
た
小
学
校
の
公
立
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
無
償
性
、
教
員
の
公
務
員
化
、
知
識
人
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
委
員
会
作

成
の
適
格
者
名
簿
に
基
づ
く
家
庭
の
父
親
の
集
会
に
よ
る
教
員
の
任
命
、
同
じ
く
家
庭
の
父
親
に
よ
る
教
員
お
よ
び
教
育
の
監
督
を
特
色

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
 

(
2〉
(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6〉

〉
・
同
v
-
-
H
O
m
a『

F
P
?
F
M円
以
〈
ロ
・
日
M
M
ω

・
日
。
円
。
-
-

H

『
日
仏
」
司
・

ω白
山
何
件

ωz-〈・

。
ロ
〈
司
問
芯
ア

D
-
Y
口

Ff
丹
ぐ
戸
官
官

-
N
U
U
l
ω
0
0
.

〉
・
同

v
w
-
3
急
ロ
タ
仲
-
F
M円
以
〈
ロ
・
官
官

2
d
l山吋白・

F
F
L
-
司
-
S
U
2
E守
・
ニ
)
号
。
円

m
F
2・
0
同Y

2
丹J

丹
・
〈
H

・
3
ω
N
C
l
ω
N
N
・

〉
・
同
y
-
-
H
O
ω
品

H
F
P
同

-
F
M
M〈
口
戸
司
・
凹
∞

2
2
-〈-

ブ
キ
エ
法
(
共
和
二
年
霜
月
二
九
日
の
デ
ク
レ
)
の
制
定
お
よ
び
適
用

モイ)

ロ
ン
ム
改
正
法
案
お
よ
び
ブ
キ
エ
法
案
の
提
出

ロ
ン
ム
提
案
に
よ
り
可
決
さ
れ
た
共
和
二
年
霧
月
の
諸
デ
ク
レ
は
、
各
デ
ク
レ
が
個
々
別
々
に
制
定
さ
れ
た
た
め
、
全
体
と
し
て
統
一

を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ロ
ン
ム
は
、
一
一
月
四
日
に
諸
デ
ク
レ
を
整
理
し
て
国
民
公
会
に
提
出
し
て
承
認
を
求
め
た
と
こ
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" 

ろ
、
国
民
公
会
は
ロ
ン
ム
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
を
再
検
討
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
の
設
置
が
提
案
さ
れ
て
承
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
か
く
し
て
六
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
た
小
学
校
法
改
正
特
別
委
員
会
が
デ
ク
レ
の
改
正
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
ロ
ン
ム
は
一
一
月
九
日
の
国
民
公
会
に
お
い
て
、
こ
の
特
別
委
員
会
と
並
行
し
て
、
公
教
育
委
員
会
も
独
自
に
小
学
校
法
の
改
正

を
行
な
っ
て
そ
れ
を
印
刷
し
て
国
民
公
会
の
議
員
に
配
布
す
る
こ
と
の
承
認
を
得
て
い
た
。

一
七
九
三
年
一
二
月
八
日
の
国
民
公
会
に
お
い
て
、

レ
案
」
を
提
出
す
る
と
同
時
に
、
他
方
、
公
教
育
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
ブ
キ
エ
(
回
。
ロ
円
宮
町
与
が
「
公
教
育
の
一
般
計
画
を

形
成
す
る
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
」
を
提
出
し
た
。
改
正
特
別
委
員
会
に
よ
る
デ
ク
レ
案
は
つ
い
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

ロ
ン
ム
が
公
教
育
委
員
会
を
代
表
し
て
、
「
初
等
学
校
の
組
織
の
た
め
の
改
正
デ
ク

(→ 

ブ
キ
エ
の
報
告
は
、
彼
の
教
育
計
画
が
、
学
術
団
体
、
学
会
、
教
育
的
階
層
性
の
観
念
を
す
べ
て
放
遂
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
基
礎
は
、
「
憲
法
の
基
礎
と
同
様
に
、
自
由
、
平
等
、
簡
潔
性
L

に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
「

フランスにおける教育の自由法理の形成

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4〉
(
5
)
 

〉
R
r
2
2
3
ュσ
E
g宮
町
2
・
一
吉
弘
門
戸
丹
a
F
M民
〈
円
HHa
唱・

MmMUMNZHE司2
3
0口
母
て
〉
ロ
2
0三
宮
O
R
r
E
-
p
-
∞.句・

ω
怠・

-
3
5
}・

〉
H
V

よ
仲
・
「
M

内
}
内
〈
ロ
ア
司
・
白
土
・
一
百
円
c
-
-

ロ
ン
ム
改
正
デ
ク
レ
案
は
、
〉
-
M
Y
-
-
耳
切
恥
ロ
タ
件
・

c
c
c
p
H
Y
G
N
2
2守・

プ
キ
エ
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
は
、

HEι

・同
y

呂田

2
2
2

口
出
《
凶
」
官
一
一
山
田
"
一
円
。
門
司
一

伸

ロ
ン
ム
改
正
法
案
お
よ
び
ブ
キ
エ
法
案
の
審
議

フ
ゥ
ル
ク
ロ
ワ
が
公
教
育
委
員
会
を
代
表
し
て
高
等
教
育
段
階
に
関
す
る
報
告
を
行
な
っ
た
。
プ
ヮ

一
七
九
三
年
一
二
月
九
日
に
は
、

ル
ク
ロ
ワ
は
ロ
ン
ム
法
改
正
案
の
基
調
を
な
す
全
教
育
段
階
の
公
教
育
化
を
批
判
し
、
教
育
の
自
由
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
高
等
教
育

段
階
の
公
教
育
化
は
一
の
特
権
階
級
を
出
現
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
種
々
の
形
式
の
下
で
繰
り
返
し
現
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わ
れ
た
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
お
よ
び
リ
セ
の
計
画
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
民
の
理
性
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
た
ば
か
り
の
聖
職
者
よ
り
も

恐
ら
く
一
層
恐
ろ
し
い
一
種
の
聖
職
者
団
の
出
現
を
倶
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
有
す
る
自
己
の
力
に
よ

論

っ
て
、
注
意
を
惹
き
つ
け
、
魂
を
興
奮
さ
せ
、
そ
し
て
自
分
の
思
う
が
ま
ま
に
世
論
を
方
向
づ
け
る
多
く
の
手
段
を
集
中
す
る
学
者
お
よ

一
体
い
か
な
る
影
響
力
を
有
し
て
い
な
い
と
云
え
ょ
う
か
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

び
芸
術
家
の
同
業
組
合
は
、

つ
い
で
、

モ
ン
タ
l
-
一
ュ
派
の
テ
ィ
ボ
ド
オ
が
発
言
し
、
教
育
の
自
由
の
観
点
か
ら
ロ
ン
ム
の
改
正
デ
ク
レ
案
に
反
対
し
て
い
る
。
今

ま
で
提
出
さ
れ
て
き
た
教
育
計
画
案
は
、

い
ず
れ
も
、
「
よ
り
豪
載
に
再
建
さ
れ
か

タ
レ
イ
ラ
ン
案
か
ら
ル
ベ
ル
チ
エ
案
に
い
た
る
ま
で
、

つ
余
分
の
規
則
の
持
っ
た
コ
レ

i
ジ
ュ
一
と
ア
カ
デ
ミ
ー
の
極
彩
色
を
は
な
っ
た
模
倣
に
し
か
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
評
価
を
与
え
、

「
よ
い

教
師
を
持
ち
か
っ
共
和
国
に
値
す
る
市
民
を
養
成
す
る
に
は
、
教
育
は
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
は
、
子
供
の
第
一
段
階
の
教

育
に
従
事
す
る
人
間
に
、
そ
の
仕
事
に
比
例
し
て
給
与
の
み
を
与
え
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
怠
惰
や
策
謀
に
地
位
を
提
供
し
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
公
教
育
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
ロ
ン
ム
改
正
デ
ク
レ
案
は
、
「
殆
ん
ど
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
の
模
写
に
過
ぎ

ず
て
「
知
力
や
真
理
を
広
め
る
と
い
う
よ
り
無
知
、
過
誤
お
よ
び
偏
見
を
普
及
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
段
階

の
教
育
に
適
用
さ
れ
る
原
則
は
、
一
科
学
お
よ
び
芸
術
に
自
由
な
競
争
を
与
え
よ
。
才
能
を
一
大
競
争
に
委
ね
よ
。
報
酬
、
尊
敬
、
自
由
な

政
府
が
用
い
得
ベ
き
名
誉
あ
る
す
べ
て
の
手
段
に
よ
っ
て
、
人
間
の
知
識
の
領
域
を
拡
大
す
る
任
務
を
持
っ
た
人
聞
を
勇
気
づ
け
よ
」
と

い
う
学
問
と
教
育
の
自
由
な
競
争
と
い
う
原
則
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
第
一
段
階
の
教
員
の
給
料
の
量
を
生
徒
数
に
よ
っ
て
決
め
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

テ
ィ
ボ
ド
オ
は
結
論
と
し
て
、
ブ
キ
エ
計
画
が
今
ま
で
の
計
画
の
う
ち
で
最
良
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
支
持
し
て
い
る
。

「
ブ
キ
エ
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
計
画
は
、
す
べ
て
の
関
係
に
お
い
て
現
在
ま
で
考
案
さ
れ
た
す
べ
て
の
計
画
よ
り
も
秀
れ
て
い
る
と
私

に
思
わ
れ
る
。
ブ
キ
エ
計
画
を
公
教
育
委
員
会
計
画
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

一
方
は
、
簡
単
で
あ
る
が
し
か
し
粧
重
、
容
易
、
経
済
的
で
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か
つ
共
和
国
の
原
則
に
合
致
し
て
い
る
。
他
方
は
、
複
雑
、
困
難
で
か
つ
費
用
が
か
か
り
そ
し
て
君
主
制
度
に
類
似
し
て
い
る
己

一
二
月
一
一
日
の
国
民
公
会
の
審
議
で
は
、
ま
ず
、
ロ
ン
ム
が
教
育
の
自
由
を
定
め
る
こ
と
は
、
富
者
と
貧
者
の
聞
の
醜
悪
な
差
別
を

維
持
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
。
討
論
が
打
ち
切
ら
れ
、
大
多
数
の
支
持
を
得
た
ブ
キ
エ
案
が
審
議
の
対
象
に
な
る
こ
と
が
決
定
さ

れ
た
。ブ
キ
エ
案
の
審
議
は
一
二
月
一
二
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
ブ
キ
エ
案
の
審
議
は
遂
条
的
に
行
な
わ
れ
た
、
が
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
第
三

章
第
六
条
で
あ
る
。
原
案
に
よ
る
と
、
「
父
母
、
後
見
人
ま
た
は
管
財
人
は
、
自
己
の
選
択
に
よ
っ
て
、
自
分
の
子
供
ま
た
は
被
後
見
人
を

第
一
段
階
の
教
育
を
行
な
う
学
校
へ
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
、

〈

6
)

な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

入
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
か
否
か
が
議
論
に

シ
ャ
ル
リ
エ

(
h
r
白
ユ
ル
巾
同
)
が
「
で
き
る
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
す
る
「
義
務
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
修
正
す

け

る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

テ
ィ
ボ
ド
オ
が
親
の
自
然
権
を
理
由
に
反
対
し
た
。

ダ
ン
ト
ン
が
発
一
一
一
同
し
、
「
一
の
共

つ
い
で
、

ヲラ γスにおける教育の自由法理の形成

和
国
に
お
い
て
伺
人
も
無
知
で
あ
る
自
由
は
な
い
。
子
供
は
、
そ
の
父
親
に
属
す
る
以
前
に
共
和
国
に
属
す
る
」
の
で
、
「
家
父
に
そ
の
子

息
を
公
立
学
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
を
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
反
対
の
意
見
が
出
さ

れ
た
が
、
結
局
、

ダ
ン
ト
ン
の
意
見
が
容
れ
ら
れ
て
、
第
一
段
階
の
学
校
へ
就
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
。

ブ
キ
エ
案
に
対
す
る
国
民
公
会
の
最
終
審
議
は
一
二
月
一
九
日
に
行
な
わ
れ
た
。
公
教
育
委
員
会
に
は
か
つ
て
、

者
と
な
り
、
デ
ク
レ
案
が
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ブ
キ
エ
が
報
告
担
当

" "〆「〆「

4 3 2 1 
、ーノ 、ーノ 、--' ¥ーノ

〉
-
匂
J

一
円
何
回
払
ユ

F
H
-
F
M内
問
}
門
戸
間
y
N
N
u
a
ω

己
〈
-

Hr-ι-w
同

y
M
ω
口
.
一
同
E

ゆ

no--

円

-uFι
・・同
y
N
A干
品
。
丹
田
戸
何
回
〈
-

H
E
P
-
℃
-

N
怠

-yno--
ブ
キ
エ
法
の
正
文
は
、
ロ
2
2阿
佐
F
D
司
・
円
ル
ア
同
・
〈

H
・
宅
-
た
∞
l

ぉ。
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ブ
キ
エ
法
の
内
容

共
和
二
年
霜
月
二
九
日
(
一
七
九
三
年
一
二
月
九
日
)
の
「
公
教
育
の
組
織
に
関
す
る
デ
ク
レ
」
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る。
ブ
キ
エ
法
の
第
一
の
特
色
は
、
「
教
育
の
自
由
」
を
承
認
し
て
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
章
「
教
育
一
般
に
つ
い
て
」
の
第
一
条
で
、
「
教

育
は
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
教
え
る
自
由

(
E
Z
ユh
L
6
5
2
m
E同
)
の
行
使
を
望
む
市
民
」

は
、
「
教
え
よ
う
と
思
う
科
学
ま
た
は
技
術
の
種
類
を
指
示
し
」
、
「
彼
等
の
居
住
地
の
市
町
村
ま
た
は
セ
ク
シ
オ
ン
の
総
評
議
会
の
構
成
員

の
半
数
お
よ
び
彼
等
の
住
所
所
在
地
ま
た
は
最
も
近
接
し
た
住
所
所
在
地
の
セ
ク
シ
オ
ン
監
督
委
員
会
の
少
く
と
も
二
名
の
構
成
員
の
署

名
を
持
っ
た
市
民
お
よ
び
良
俗
証
明
書
(
円

a
H
5
2同
舟
円
五

mg巾
2
P
げ
。
ロ
ロ
巾
回
目

2
5る
を
源
付
し
て
F

」
、
「
学
械
受
開
設
す
る
煮
思

を
有
す
る
こ
と
を
市
町
村
庁
ま
た
は
市
町
村
の
セ
グ
シ
オ
ン
に
届
け
出
る
」
(
第
一
章
第
三
条
〉
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
ず
、
市

民
の
学
校
開
設
の
自
由
が
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
特
色
は
、
第
一
段
階
の
教
育
を
行
な
う
教
師
が
共
和
国
よ
り
給
料
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
段
階
の
教
育
が
す
べ
て
公

教
育
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
員
は
、
「
彼
等
の
学
校
に
就
学
す
る
生
徒
数
に
応
じ
て
共
和
国
よ
り
給
料
を
受
け
」
(
第
三
章
第
三
条
)

生
徒
一
人
あ
た
り
の
給
料
の
額
は
、
男
子
教
員
二

O
リ

l
ヴ
ル
、
女
子
教
員
一
五
り
l
ヴ
ル
(
第
三
章
第
四
条
)
で
あ
る
。
教
員
の
給
料

が
そ
の
生
徒
数
に
比
例
し
て
与
え
ら
れ
る
の
は
特
徴
的
で
あ
る
。

第
三
の
特
色
は
、
第
一
段
階
の
教
育
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
ベ
父
親
、
母
親
、
後
見
人
ま
た
は
管
財
人
は
、
彼
等
の
子
供
ま
た
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は
被
後
見
人
を
第
一
教
育
段
階
の
学
校
に
就
学
さ
せ
る
義
務
が
あ
る
一
(
第
三
章
第
六
条
)
の
で
あ
り
、
就
学
義
務
違
反
に
対
し
て
は
罰
金

が
課
せ
ら
れ
る
(
第
三
章
第
九
条
)
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
の
特
色
は
、
学
校
の
監
督
が
市
町
村
庁
、
両
親
お
よ
び
市
民
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
員
は
、
「
市
町
村
庁
ま
た
は

セ
ク
シ
オ
ン
、
父
親
、
母
親
、
後
見
人
ま
た
は
管
財
人
の
直
接
の
監
督
の
下
に
、

か
っ
す
べ
て
の
市
民
の
監
督
の
下
に
量
か
れ
る
」
(
第
二

章
第
一
条
)
の
で
あ
る
。

第
五
の
特
色
は
、
「
人
権
、
憲
法
、
英
雄
的
ま
た
は
有
徳
的
行
為
一
覧
表
」
を
基
本
的
内
容
と
し
、
国
民
公
会
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
教
科

書
に
よ
っ
て
第
一
段
階
の
教
育
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
国
民
公
会
は
、
市
民
を
養
成
す
る
た
め
に
絶
対
的
に
必
要
な
知
識
の
教
科

か
っ
、
こ
れ
ら
教
科
書
の
基
本
が
人
権
、
憲
法
、
英
雄
的
か
つ
有
徳
的

書
(
ロ
〈

Hah-mg巾
己
包
円
冊
目
)
を
そ
の
教
育
委
員
会
に
提
出
さ
せ
、

(寸

行
為
一
覧
表
で
あ
る
こ
と
を
宣
一
一
目
す
る
ス
第
三
章
第
一
条
)
の
で
あ
り
、
第
一
教
育
段
階
の
教
員
は
、
一
ー
彼
等
の
教
育
に
お
い
て
、
国
民
代

表
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
か
つ
公
刊
さ
れ
た
教
科
書
に
従
う
義
務
が
あ
る
」
(
同
第
二
条
〉
の
で
あ
る
。

フランスにおける教育の自由法理の形成

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
初
等
教
育
法
た
る
ブ
キ
エ
法
は
、

モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
と
平
原
派
と
の
政
治
的
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。

ま
り
、

一
方
で
は
、

モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
の
主
張
す
る
共
和
主
義
防
衛
の
必
要
性
を
市
民
証
明
書
の
交
付
と
地
方
自
治
体
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

に
よ
っ
て
充
足
し
、
他
方
で
は
、
学
校
開
設
の
自
由
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
原
派
の
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
聖
職
者
に
教
師
に
な
り

得
る
道
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
平
原
派
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
理
由
に
つ
い
て
も
ブ
キ
エ
法
が
考
慮
し
た
の

は
、
教
師
の
不
足
を
意
識
し
て
教
員
の
要
件
を
容
易
に
し
て
広
く
門
戸
を
聞
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
の
法
案
で
は
教
員
の
給
料

が
高
か
っ
た
の
を
生
徒
数
に
比
例
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
財
政
上
の
困
難
を
考
慮
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
1
)
 
ζ
C
B
U
H
L
-
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2
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y

一NO
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ブ
キ
エ
法
の
適
用

(ニ)

論

プ
キ
エ
法
は
、
初
等
教
育
に
関
し
て
実
定
法
と
し
て
施
行
さ
れ
た
最
初
の
制
定
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
上
の
適
用
は
教
師

不
足
お
よ
び
財
源
の
不
足
か
ら
困
難
を
伴
っ
て
お
は
、
教
師
の
不
足
は
と
り
わ
け
農
村
部
で
著
し
か
っ
成
。
フ
ラ
ン
ス
五
五
七
の
デ
ィ
ス

ト
リ
ク
ト
の
う
ち
、
三
五

O
の
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
が
初
等
教
育
組
織
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
三
二
の
デ
ィ
ス

ト
リ
ク
ト
だ
け
が
プ
キ
エ
法
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
学
校
を
す
べ
て
開
設
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
む
教
師
の
質
に
も
非
常
に

問
題
が
あ
っ
た
。

教
科
書
に
つ
い
て
は
、
ブ
キ
エ
法
に
よ
っ
て
公
教
育
委
員
会
に
任
務
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、

一
七
九
三
年
一
二
月
二
九
日
(
共
和
二

一
七
九
四
年
一
月
二
三
日
(
共
和
二
年
雨
月
四
日
)

に
グ
レ
ゴ
ワ
l
ル
が
国
民

年
雪
月
九
日
)
よ
り
公
教
育
委
員
会
が
作
業
を
開
始
し
、

公
会
で
報
告
書
を
朗
読
し
予
か
く
し
て
、
一
七
九
四
年
一
月
二
八
日
(
雨
月
九
日
)
、
国
民
公
会
は
「
公
教
育
用
著
書
の
た
め
の
競
争

試
験
を
命
ず
る
デ
ク
パ
ピ
を
可
決
し
た
。
競
争
試
験
は
共
和
二
年
収
穫
月
一
日
(
一
七
九
四
年
六
月
一
九
日
)
ま
で
聞
か
れ
(
第
一
条
)
、

応
募
者
は
国
民
公
会
に
著
書
を
提
出
し
(
第
二
条
)
、
最
良
の
著
書
の
著
者
に
報
酬
が
与
え
ら
れ
(
第
三
条
)
、
公
教
育
委
員
会
が
審
査
委
員

一
七
九
四
年
七
月
六
日
(
収
穫
月
一
八
日
)
に
「
競
争
試
験

会
の
構
成
に
関
す
る
報
告
を
提
出
す
る
(
第
五
条
)
こ
と
が
規
定
さ
れ
た
。

に
付
す
る
教
科
書
審
査
委
員
会
構
成
員
を
任
命
す
る
デ
ク
レ
」
が
可
決
さ
れ
た
。

教
科
書
の
主
な
内
容
が
「
人
権
、
憲
法
、
英
雄
的
ま
た
は
有
徳
的
行
為
一
覧
表
」
と
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
教
理
問

答
集
は
厳
し
く
追
放
さ
れ
て
、
そ
の
代
り
に
共
和
主
義
教
理
問
答
(
わ
え
恥

n
r
u
g
g
E吉
正
F
2
5朋
)
が
作
成
さ
れ
、
人
権
宣
一
言
、
憲
法
が

暗
記
の
対
象
に
な
り
、
非
宗
教
的
道
徳
が
「
フ
ラ
ン
ス
共
和
主
義
者
の
英
雄
的
ま
た
は
市
民
的
行
為
集
」
ま
た
は
反
宗
教
的
性
格
の
強
い

著
書
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
市
そ
こ
で
、
非
常
に
多
く
の
市
町
村
に
お
い
て
、
家
庭
の
親
は
教
育
の
革
命
的
精
神
や
非
宗
教
的
精
神
を
理

由
に
子
供
を
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
を
望
ま
ち
そ
の
た
め
、
教
師
は
生
徒
が
学
校
に
集
ま
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
給
料
が
低
く
な
り
貧
困
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(
刊
)

と
な
っ
て
い
っ
た
。

ブ
キ
エ
法
に
対
す
る
評
価
の
結
論
と
し
て
、

ゴ
ン
タ
l
ル
の
指
摘
に
よ
る
と
、

一
方
で
は
、
結
果
は
無
で
あ
り
否
定
的
で
あ
る
と
い
う

評
価
が
あ
り
、
他
方
で
は
、
ブ
キ
エ
法
が
フ
ラ
ン
ス
学
校
教
育
法
に
も
た
ら
し
た
興
味
あ
る
革
新
評
価
す
べ
き
結
果
を
強
調
す
る
考
え
方

が
あ
る
が
、
ゴ
ン
タ
!
ル
は
、
両
説
と
も
部
分
的
に
正
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
、
ブ
キ
エ
法
が
「
革
命
の
精
神
を
有
し
効
果
の
も
た
ら

し
得
る
豊
か
な
法
律
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
適
用
に
お
い
て
法
が
設
定
し
た
目
的
に
到
達
す
る
に
は
程
遠
か
っ
た
」
と
い
う
結
論
を
与
え

て
い
る
。
そ
し
て
他
に
方
法
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ゴ
ン
タ
l
ル
は
、
「
法
律
が
魔
法
使
の
棒
の
一
振
り
に
よ
っ
て
数
ヶ
月

ア
ン
シ
ャ
ン

で
地
上
に
教
育
を
一
般
化
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
学
校
、
す
べ
て
の
教
師
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

け

レ
ジ
ー
ム
の
大
多
数
の
教
師
が
仕
事
を
や
め
ま
た
は
退
け
ら
れ
て
お
り
、
ロ
-
R
1
8
5
t
Z
H
F
Oロ
ロ
己
を
使
う
こ
と
が
障
賭
さ
れ
て
お
り
、

軍
隊
が
教
育
の
あ
る
若
者
を
そ
し
て
行
政
が
成
年
を
吸
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
奇
蹟
は
不
可
能
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ

と
を
書
い
て
い
る
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
こ
の
よ
う
な
ゴ
ン
タ
!
ル
の
評
価
は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

フランスにおける教育の自由法理の形成
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(

叩

)

〈
け
)

宮

-
c
g
g吋
P
8・
丘
了
間
y
一
日
目
-

H
ゲ
凶
仏
-
w

司同

y
-
ω
N
l
-
ω
ω
.

論

第
三
節

テ
ル
ミ
ド
l
ル
国
民
公
会
期
お
よ
び
総
裁
政
府
期
に
お
け
る
教
育
の
自
由
(
一
七
九
四
年
七
月
|
一
七
九
九
年
一
一
月
)

一
七
九
四
年
七
月
二
七
日
(
共
和
二
年
熱
月
九
日
)
の
い
わ
ゆ
る
テ
ル
ミ
ド
l
ル
ク
ー
デ
タ
に
よ
っ
て
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
が
失
墜
し
た

後
、
モ
ン
タ
l
-
一
ュ
派
小
学
校
法
に
対
す
る
反
対
が
強
ま
り
、
初
等
教
育
に
関
す
る
請
願
が
多
数
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
が
}
。
そ
こ
で
こ

れ
ら
の
請
願
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
任
務
を
持
っ
た
三
名
の
委
員
よ
り
な
る
特
別
委
員
会
が
一
七
九
四
年
八
月
一
一
一
一
日
に
設
置
さ
れ
、
プ

キ
エ
法
に
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
プ
ゥ
テ
ィ
と
ラ
カ
ナ
ル
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
加
わ
っ
た
。
つ
い
で
八
月
二
四
日
に
公
教
育
委
員
会

が
再
組
織
さ
れ
、
主
要
な
モ
ン
タ

i
ニ
ュ
派
の
メ
ン
バ
ー
と
り
わ
け
プ
キ
エ
が
委
員
会
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
ラ
カ
ナ
ル
が
主
要
な
メ
ン
バ

モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
に
よ
っ
て
活
動
を
押
え
ら
れ
て
い
た
シ
ェ
イ
エ
ス
が
再
登
場
)
し
て
来
た
こ
と
は
平
原
派
の
主
導
権

ー
に
な
る
と
共
に
、

の
確
立
を
意
味
し
、

一
七
九
四
年
一

O
月
二
八
日
に
ラ
カ
ナ
ル
に
よ
っ
て
国
民
公
会
に
提
出
さ
れ
た
デ
ク
レ
案
の
内
容
は
、

一
七
九
三
年

六
月
に
提
出
さ
れ
た
シ
ェ
イ
エ
ス

H
ラ
カ
ナ
ル
案
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

一
七
九
四
年
一
一
月
一
七
日
〈
共
和
三

年
霧
月
二
七
日
)
の
小
学
校
に
関
す
る
ラ
カ
ナ
ル
法
が
制
定
さ
れ
た
。

民
衆
か
ら
社
会
改
革
に
必
要
な
道
具
と
し
て
一
七
九
三
年
憲
法
の
適
用
が
要
求
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
国
民
公
会
は
一
七
九
五
年
四
月

三
日
に
「
憲
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
法
律
を
準
備
す
る
」
た
め
の
一
一
人
委
員
会
を
設
置
し
た
。
し
か
し
パ
リ
地
区
の
民
衆
の
峰

起
に
対
す
る
鎮
圧
の
後
、
こ
の
委
員
会
は
モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
の
事
業
で
あ
る
一
七
九
三
年
憲
法
を
放
棄
す
る
こ
と
に
し
一
七
九
三
年
憲
法

と
は
全
く
異
っ
た
精
神
に
よ
る
「
反
一
七
九
三
年
憲
法
」

た
の
で
あ
る
。
委
員
会
で
は
穏
健
派

(
g
a
h
Z回
)

円
目
、
〉
ロ
m
t
曲
目
〉
が
推
進
役
と
な
り
、

(打。ロ片岡巾
l
h
o
s
t
z
t
oロ
円
同
巾
見
。
ω
)

た
る
共
和
三
年
憲
法
の
作
成
に
あ
た
っ

が
多
数
派
を
占
め
、

と
り
わ
け
ド
ヌ
ゥ
お
よ
び
ボ
ワ
シ
ィ
・
ダ
ン
グ
ラ

(
図
。
仲
田
明
司

一
七
九
五
年
八
月
一
一
一
一
日
(
共
和
三
年
実
月
五
日
)
の
共
和
三
年
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
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• 

ラ
カ
ナ
ル
法
適
用
に
対
し
て
遭
遇
し
た
困
難
に
対
処
す
る
た
め
に
、

一
七
九
五
年
一

O
月
一
五
日
に
、

ド
ヌ
ゥ
は
一
一
人
委
員
会
お
よ

び
公
教
育
委
員
会
を
代
表
し
て
新
し
い
公
教
育
法
案
を
提
出
し
、
こ
れ
が
一
七
九
五
年
一

O
月
二
五
日
(
共
和
四
年
霧
月
三
日
)
の
ド
ヌ

ゥ
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

一
七
九
五
年
一

O
月
二
七
日
に
成
立
し
た
「
総
裁
政
府
」
〈
巳
5
2
0町
巾
)
で
は
み
る
べ
き
公
教
育
改
革
は
な
か
っ
た
。

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3〉
(
4
)
 

宮

-
o
g
g『
P
8・
2
7
司・

5
4・

シ
ェ
イ
エ
ス
は
、
『
シ
エ
イ
エ
ス
生
活
白
書
』

』・

l
』
・
。
}
戸
内
〈

ω-
一
目
ア

C
司・

n-同
・
・
目

y

u印

』

.
c
c仏
2
r
c
?
C
M
M
n
F
了
間
y

合∞・

(
Z
D
Z
口。

ω
R
r
i
o
門目。

ω
3
3
C
を
公
刊
し
て
自
己
の
行
為
の
弁
明
を
行
な
っ
て
い
た
。

けフランスにおける教育の自由法理の形成

ラ
カ
ナ
ル
法
ハ
共
和
三
年
霧
月
二
七
日
の
デ
ク
レ
)
の
制
定
お
よ
び
適
用

(1) 

ラ
カ
ナ
ル
法
案
の
提
出
お
よ
び
審
議

新
し
い
公
教
育
委
員
会
は
最
初
ブ
キ
エ
法
の
廃
止
自
体
は
考
え
て
お
ら
ず
、
幾
つ
か
の
条
項
の
修
正
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

国
民
公
会
の
新
し
い
統
率
者
た
る
平
原
派
の
議
員
は
こ
の
よ
う
な
細
部
の
手
直
し
に
満
足
せ
ず
、
家
庭
に
就
学
義
務
の
拘
束
と
そ
の
教
員

が
市
民
証
明
書
に
拘
束
さ
れ
る
国
民
学
校
に
す
べ
て
の
子
供
を
就
学
さ
せ
る
拘
束
と
い
う
二
重
の
拘
束
を
強
制
す
る
立
法
を
承
認
で
き
な

い
と
い
う
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
彼
等
は
一
七
九
四
年
八
月
三
一
日
の
国
民
公
会
で
プ
キ
エ
法
を
攻
撃
し
た
。
教
育
の
状
態
に
つ
い
て
、

あ
る
者
は
、
「
公
教
育
は
無
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
あ
る
者
は
、
「
読
み
書
き
を
も
は
や
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
他
の
者
は
、
「
私
は

生
徒
の
字
(
臥
口
H
X
5
2
)
に
も
及
ば
な
い
教
師
の
字
を
見
て
恥
し
か
っ
た
。
国
民
公
会
が
も
っ
と
適
当
な
任
命
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
い
で
、
幾
人
か
の
議
員
か
ら
今
や
教
育
の
問
題
を
真
剣
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
主
張
が
あ
り
、
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も
は
や
ブ
キ
エ
法
の
修
正
に
満
足
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、

ラ
カ
ナ
ル
に
よ
っ
て
国
民
公
会
に
小
学
校
に
関
す
る
報
告
お
よ

E命

一
七
九
四
年
一

O
月
二
八
日
(
共
和
三
年
霧
月
七
日
)
に
、

び
デ
ク
レ
案
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
お
r
-
フ
カ
ナ
ル
は
彼
の
報
告
を
、
「
諸
君
に
提
案
し
た
計
画
の
主
要
な
基
礎
が
昨
年
の
七
月
一
日
の
会

議
で
巳
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
の
動
議
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
は
今
日
公
教
育
の
空
白
に
つ
い
て
嘆
き
悲
し
む
も
」
と
は

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
祖
国
が
新
し
く
始
ま
る
世
代
の
運
命
を
不
安
に
思
う
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
一
言
葉
で
結
び
、
前
年
度
に
提

出
し
て
拒
寄
さ
れ
た
シ
ェ
イ
エ
ス

H
ラ
カ
ナ
ル
案
を
再
び
基
本
的
に
は
復
活
さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ラ
カ
ナ
ル
小
学
校
法
案
に
対
す
る
国
民
公
会
の
審
議
は
遂
条
的
に
一
一
月
一
六
日
か
ら
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
う
ち
重
要
な
点
は
次
の
よ

う
で
あ
る
。

ま
ず
一
一
月
一
六
日
の
審
議
で
は
、
第
二
章
「
教
育
審
査
委
員
会
」

C
C
4
Eロ
2
2
2
5ロ
〉
の
第
一
条
に
よ
る
と
、
教
育
審
査
委
員
会

が
教
員
を
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
デ
ュ
ラ
ン

H
メ
ラ
l
ヌ
(
ロ
ロ

E
E
冨白
E
2
4は
教
育
審
査
委
員
会
が
教
員
の
最

終
的
選
定
権
を
持
つ
の
で
は
な
く
そ
の
名
簿
提
出
に
よ
り
家
父
が
選
定
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
パ

そレ
れイ
カミ ヨ

採ン

択宙
::s: po 
」円

れ包

た25
t主
ーっ
革
命
政
府
期
間
中

そ
し
て
そ
の
後
は
人
民
に
よ
っ
て
」
と
い
う
語
句
を
付
け
加
え
る
修
正
案
を
提
出
し
て

翌
一
七
日
の
審
議
で
は
、
私
立
学
校
開
設
の
自
由
を
承
認
し
た
第
四
章
第
一
五
条
の
規
定
が
問
題
に
な
っ
た
。
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
の
シ

ャ
ス
ル

(
C
F
S
F
C
は
、
「
も
し
諸
君
が
私
立
学
校
を
開
設
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
な
ら
ば
、
公
立
学
校
に
人
が
来
な
く
な
る
と
い
う
結
果

に
な
り
得
る
。
諸
君
は
両
親
の
意
思
を
強
制
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
和
主
義
道
徳
の
中
に
分
裂
を
放
置
す
べ

き
で
は
な
い
か
ら
、
私
立
学
校
の
教
員
を
非
常
に
厳
格
な
政
策
に
そ
し
て
生
徒
を
よ
り
厳
格
な
試
験
に
服
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
利
益
を
調
和
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
発
言
し
て
、
公
立
学
校
と
私
立
学
校
の
並
存
か
ら
発
生
す
る
弊
害
を
指
摘
し
た
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
報
告
担
当
者
の
ラ
カ
ナ
ル
は
、
「
委
員
会
は
解
決
す
べ
き
一
つ
の
重
大
な
問
題
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
社
会
に
負
う

べ
き
こ
と
と
自
然
に
負
う
べ
き
こ
と
を
調
和
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
諸
君
は
、
一
人
の
教
育
の
あ
る
父
親
か

ら
そ
の
子
供
を
育
て
か
つ
教
育
す
る
権
能
を
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
発
言
し
て
、
親
の
子
供
を
教
育
す
る
自
由
の
観
点
か
ら
私
立
学

ロ
ン
ム
は
共
和
国
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
私
立
学
校
に
就

校
の
自
由
を
正
当
化
し
て
、
多
数
の
議
員
の
拍
子
を
得
た
。
さ
ら
に
、

学
す
る
子
供
も
「
共
通
に
体
育
の
援
業
を
受
け
る
義
務
が
あ
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
議
事
進
行
が
叫
け
ば
れ
、
第
一
五

条
は
原
案
通
り
採
択
さ
れ
た
。

一
一
月
一
八
日
に
、
最
終
的
な
法
文
案
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
か
ら
、
私
立
学
校
の
自
由
に
つ
い
て
の
議
論
が
再
び
行
な
わ
れ
た
o

デ
ュ

ア
ム
(
ロ
巳
Z
S
)
が
ま
ず
立
っ
て
、
私
立
学
校
開
設
の
自
由
承
認
の
効
果
と
し
て
、
「
公
立
学
校
、
が
私
立
学
校
に
対
し
て
、
か
つ
て
有
償
の

トう

学
校
に
対
し
て
貧
困
の
学
校
が
有
し
て
い
た
の
と
同
じ
関
係
に
な
り
、
公
立
学
校
に
は
サ
ン
H

キ
ュ
ロ
ッ
ト
の
子
供
だ
け
が
行
き
、
金
持

フランスにおける教育の自由法理の形成

達
は
自
分
達
の
子
供
を
私
立
学
校
へ
入
れ
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
を
恐
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
さ
ら
に
、
第
一
四
条
に
よ
っ
て
私
立
学

校
の
生
徒
に
課
さ
れ
る
試
験
も
、
「
こ
の
時
代
に
教
員
が
こ
れ
ら
の
小
さ
な
閣
下
達
(
胃
t
g
g巾
8
2
3
)
に
思
想
教
育
を
す
る
こ
と
を
何
物

育
て
ら
れ
、

ロ
ン
ム
は
、
「
子
供
が
良
い
精
神
の
中
で

か
つ
共
和
主
義
の
原
則
が
子
供
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
の
監
督
が
私
立
学
校
に
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば

も
妨
げ
な
い
」
の
で
、
私
立
学
校
の
弊
害
を
な
く
す
る
に
十
分
で
は
な
い
と
い
う
発
一
言
を
し
た
。

な
ら
な
い
」
こ
と
を
主
張
し
た
。
ル
ヴ
ァ
ス
ゥ

l
ル
(
F巾

g
a
2る
は
、
「
子
供
は
そ
の
両
親
よ
り
も
祖
国
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
原
則
を

提
示
し
て
か
ら
、
「
祖
国
は
従
っ
て
す
べ
て
の
者
の
教
育
を
差
別
な
く
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
立
学
校
が
公
立
学
校
と
同
様
に
監

督
さ
れ
、
私
立
学
校
で
同
一
の
科
学
、
同
一
の
事
物
の
み
を
子
供
に
学
ば
せ
る
よ
う
に
両
親
に
同
じ
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
、
デ
ク
レ
案
を
公
教
育
委
員
会
に
送
付
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
デ
ク
レ
案
に
対
す

る
反
対
論
に
対
し
て
、
ル
コ
ン
ト

(
F
R
O
E芯
)
、
デ
ュ
ボ
ワ

H
ク
ラ
ン
セ

(UZσ
巳田
l
n
E口
口
⑦
、
テ
ィ
ボ
ウ
ル
(
吋

FFEz-c、
ク
ロ
ゥ
ゼ
ル

. 
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(22Nm-)は
そ
れ
ぞ
れ
、

両
親
の
子
供
を
養
育
す
る
権
利
を
主
張
し
て
公
教
育
委
員
会
へ
の
送
付
に
反
対
し
、
反
対
論
は
拒
け
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
国
民
公
会
の
審
議
過
程
で
特
に
重
要
な
こ
と
は
、
私
立
学
校
の
開
設
の
自
由
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派

論

の
議
員
か
ら
平
等
な
共
和
教
育
の
観
点
か
ら
最
後
の
抵
抗
が
な
さ
れ
た
が
、
結
果
は
平
原
派
の
主
張
す
る
親
の
子
供
に
対
す
る
教
育
権
に

基
づ
く
私
立
学
校
の
自
由
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
ラ
カ
ナ
ル
法
案
提
出
の
直
後
の
一
七
九
四
年
一

O
月
三

O
日
(
共
和
三
年
霧
月
九
日
)
に
、
「
師
範
学
校
設
置
に
関
す
る
デ
ク
バ
」

(
U品
円
円

2
3
E件以

b
-
5与
-
5
2戸
叩
旦
仏

g
b口
o-g
ロQ
門

h
H
S
F
C
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
二
七
九
五
年
二
月
二
五
日
(
共
和
三
年
風
月

七
日
〉
に
は
、
「
科
学
、
文
学
お
よ
び
芸
術
教
育
の
た
め
の
中
央
学
校
設
置
を
内
容
と
す
る
デ
ク
ロ
が
制
定
さ
れ
、
中
央
学
校
が
設
置
さ

れ
た
。(

i
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4〉
(
5
)
 

(
6
)
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)
 

(
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科

ラ
カ
ナ
ル
法
の
内
容

一
七
九
四
年
一
一
月
一
七
日
(
共
和
三
年
霧
月
二
七
日
)
の
「
小
学
校
に
関
す
る
デ
ク
凶
J
(
ロ
今
B
H
同
己
主
広
告
阿
臥

8
-
g
胃
F
B
3
5
6
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の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ラ
カ
ナ
ル
法
の
第
一
の
特
色
は
、
公
教
育
を
行
な
う
小
学
校
と
私
立
学
校
を
並
存
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o
「
自
由
な
人
聞
に
必
要
な

教
育
を
両
性
の
子
供
に
与
え
る
目
的
を
有
す
る
」
(
第
一
章
第
一
条
)
小
学
校
が
、
「
共
和
国
の
領
土
に
人
口
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
」
(
同
第
二

条
〉
の
で
あ
る
。
人
口
の
割
合
は
、
「
住
民
千
名
に
一
の
小
学
校
が
設
置
さ
れ
」
(
同
第
二
条
〉
、
小
学
校
は
男
子
部
と
女
子
部
の
二
部
に
分
か

れ
る
(
同
第
三
条
)
。
私
立
学
校
開
設
の
自
由
は
、
「
法
律
は
、
憲
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
当
局
の
監
督
の
下
で
、
市
民
が
有
す
る
私
立
学
校

(
品
円
以
)
]
冊
目
℃
陪
円
円

F
2
L
F
P円
巾

由

巾

昨

日

Fσ
円
四
回
一
)

を
開
設
す
る
権
利
に
い
か
な
る
侵
害
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な

U
K第
四
ヰ
第
一
五
条
)
と
い
う

規
定
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
特
色
は
、
公
立
小
学
校
が
無
償
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
教
員
の
宿
舎
な
ら
び
に
授
業
期
間
中
生
徒
の
受
け
入
れ
の
た
め

l寸

に
使
用
す
る
様
に
、
共
和
国
の
す
べ
て
の
市
町
村
に
お
い
て
、
共
和
国
の
た
め
に
売
却
さ
れ
て
い
な
い
旧
司
祭
館

T
F
r
s
E
胃

gs

フランスにおける教育の自由法理の形成

1
5印
)
が
市
町
村
庁
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
」
(
第
一
章
第
五
条
)
こ
と
に
よ
っ
て
、

教
員
の
給
料
は
、
ブ
キ
エ
法
の
よ
う
に
生
徒
数
に
比
例
す
る
こ
と
な
く
均
一
で
、
男
子
教
員
千
二
百
リ
i
ヴ
ル
、
女
子
教
員
千
リ
l
ヴ
ル

教
員
の
宿
舎
と
学
校
施
設
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
な
り
、
人
口
二
万
名
以
上
の
市
町
村
で
は
、
男
子
教
員
千
五
百
リ
l
ヴ
ル
、
女
子
教
員
千
二
百
リ
l
ヴ
ル
で
あ
る
(
第
三
章
第
一

O
条)。

こ
れ
に
対
し
て
私
立
学
校
は
有
償
に
な
る
。

第
三
の
特
色
は
、

ブ
キ
エ
法
の
よ
う
に
就
学
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
金
に
よ
る
制
裁
は
な
く
、

た
だ
、
修
学
審
査
に
合
格
し
な
か
っ
た

者
は
公
職
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
公
立
小
学
校
に
就
学
し
な
か
っ
た
若
い
市
民

は
、
若
者
祝
祭
日
(
問
中
お
骨

F
』

2
5
a巾
)
に
人
民
の
面
前
で
審
査
を
受
け
る
。
も
し
彼
等
が
フ
ラ
ン
ス
市
民
に
必
要
な
知
識
を
有
し
な

い
と
判
断
さ
れ
る
と
、
彼
等
は
、
そ
の
知
識
を
獲
得
す
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
公
職
か
ら
排
除
さ
れ
る
」
(
第
四
章
第
一
四
条
〉
の
で
あ
る
。

第
四
の
特
色
は
、
教
員
の
選
任
に
つ
い
て
で
あ
る
。
教
員
は
、
「
人
民
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
」
が
、
革
命
政
府
の
期
間
は
、
「
デ
ィ
ス
ト

. 

・p
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説

リ
ク
ト
行
政
庁
に
よ
っ
て
家
父
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ
る
一
一
一
人
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
教
育
審
査
委
員
会
に
よ
っ
て
審
査
、
選
出

か
つ
監
督
さ
れ
る
」
(
第
二
章
第
一
条
)
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
公
会
の
審
議
で
修
正
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
教
育
審
査
委
員
会
に
よ

吾A
6岡

っ
て
選
出
さ
れ
た
教
師
の
任
命
は
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
行
政
庁
に
服
す
る
(
第
三
章
第
一
条
)
。
「
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
行
政
庁
、
が
審
査
委
員

会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
任
命
の
確
認
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
審
査
委
員
会
は
他
の
選
択
を
な
し
得
る
」
〈
第
三
章
第
二
条
)
が
、
委
員
会

が
自
己
の
任
命
を
固
執
す
る
場
合
に
は
、
行
政
庁
が
独
自
に
選
択
で
き
、
こ
れ
ら
二
つ
の
選
択
を
最
終
的
に
は
国
民
公
会
の
公
教
育
委
員

い
ず
れ
か
を
決
定
す
る
(
第
三
章
第
三
条
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
員
が
人
民
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
と
い
う
原
則
が

会
が
判
断
し
て
、

具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
五
の
特
色
は
、
小
学
校
の
教
育
内
容
が
定
め
ら
れ
、
教
師
が
国
民
公
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
教
科
書
を
使
用
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
教
育
内
容
は
、
「

ω読
み
書
き
と
権
利
義
務
を
暁
起
す
る
読
書
例
、

ω人
権
宣
言
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
共
和
国

憲
法
、

ω共
和
主
義
道
徳
の
基
本
教
育
、

ωフ
ラ
ン
ス
語
の
基
本
、
同
算
術
お
よ
び
測
量
の
基
本
、
川
w諸
自
由
民
族
の
地
理
お
よ
び
歴
史

的
自
然
の
主
要
な
現
象
お
よ
び
最
も
日
常
的
な
産
物
に
関
す
る
教
育
」
(
第
四
章
第
一
条
〉
で
あ
る
。
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
「
教
員
に
対
し

て
、
国
民
公
会
の
命
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
か
つ
公
刊
さ
れ
る
教
科
書
(
ロ
ヨ

g
色
合
5
E
3円
g)
を
生
徒
に
教
え
る
義
務
が
あ
る
」
(
第
三
章

第
七
条
)
の
で
あ
る
。

f、
¥J 

ラ
カ
ナ
ル
法
の
正
文
は
、
ロ
ロ
ヨ
認
可
ア
《
U
O
Z
R巴
S
2
5
M
L申件。色冊目
}OE--:
・J

F

〈
戸
』
)
勺
・
全
O
l品
二
・

ケき

ラ
カ
ナ
ル
法
の
適
用

ラ
カ
ナ
ル
法
の
適
用
に
つ
い
て
も
や
が
て
重
大
な
困
難
に
遭
遇
し
が
r
第
一
に
は
小
学
校
の
配
置
で
、
人
口
千
名
に
一
校
と
な
っ
た
こ

と
か
ら
、
農
村
部
で
は
幾
つ
か
の
村
を
一
グ
ル
ー
プ
に
す
る
場
合
が
で
て
き
て
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
化
す
る
か
あ
る
い
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は
ど
の
村
に
学
校
を
設
置
す
る
か
が
重
大
な
問
題
に
な
り
、
そ
れ
が
争
い
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
こ
に
は
学
校
の
建
物
の
問
題

で
あ
る
。
ラ
カ
ナ
ル
法
に
よ
り
予
定
さ
れ
た
司
祭
館
は
大
抵
の
場
合
自
由
に
使
用
で
き
る
状
態
に
な
く
、
そ
れ
が
国
に
属
し
て
い
る
場
合

に
も
、
地
万
官
吏
や
司
祭
な
ど
他
の
建
物
利
用
者
と
競
合
し
て
そ
の
調
整
が
困
難
で
あ
っ
た
。
第
三
の
最
も
難
し
い
問
題
は
、
ブ
キ
エ
法

と
同
様
に
教
員
の
問
題
で
あ
っ
た
。
教
育
審
査
委
員
会
は
教
育
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
候
補
者
を
募
っ
た
が
反
響
は
少
な
く
、
候
補
者

の
質
も
劣
っ
て
い
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
多
く
の
教
師
は
自
己
の
嫌
悪
す
る
政
府
の
使
用
人
に
な
り
、
宗
教
教
育
を
禁
ず
る

共
和
主
義
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、

ま
た
貨
幣
価
値
が
急
速
に
下
落
し
て
い
る
時
期
に
お
い
て
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
固
定

給
も
魅
力
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
各
審
査
委
員
会
と
も
、
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
資
質
あ
る
教
員
を
集
め
ら
れ
る
状
態
に
な
く
、

大
部
分
は
審
査
な
し
に
全
員
選
任
さ
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
結
局
、
教
師
の
不
足
が
ラ
カ
ナ
ル
小
学
校
法
の
成
功
を
阻
害
し
た
の

は
リ

で
あ
る
。
第
四
に
は
、
公
立
学
校
へ
の
就
学
義
務
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
多
数
の
国
民
は
自
分
の
心
服
し
な
い
権
威
に
よ
っ
て

フランスにおける教育の自由法理の形成

選
択
さ
れ
た
教
師
に
子
供
を
委
ね
る
の
を
止
め
、
私
立
学
校
が
あ
る
場
合
は
私
立
学
校
を
、
私
立
学
校
が
な
い
場
合
は
無
知
の
方
を
選
ん

だ
の
で
あ
る
。
公
立
学
校
は
生
徒
数
が
減
少
し
、
愛
国
者
と
貧
乏
人
の
子
供
以
外
殆
ん
ど
い
な
い
と
い
う
報
告
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
出
さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
ラ
カ
ナ
ル
法
で
自
由
が
承
認
さ
れ
た
私
立
学
校
が
、
伝
統
主
義
的
カ
ト
リ
ッ
ク
的
精
神
を
持
っ
て
、
教
会
の
支
持
両

親
の
信
頼
を
得
て
発
展
し
始
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

(
1〉

ロ向・

0
g
g吋
チ
ロ
司
・

nFf
司
・
一
品

N
a
g
-〈・

共
和
三
年
憲
法
の
制
定

共
和
三
年
実
月
五
日
(
一
七
九
五
年
八
月
一
一
一
一
日
)
憲
法
は
、
民
主
主
義
思
想
か
ら
遠
ざ
か
り
‘
普
通
選
挙
お
よ
び
子
供
の
た
め
の
学

校
と
い
う
大
革
命
の
教
育
観
念
を
退
け
た
。
共
和
三
年
憲
法
は
、

一
七
九
一
年
憲
法
お
よ
び
一
七
九
三
年
憲
法
と
は
異
な
り
、
「
人
間
お
よ

北法23(2・125)327



説

び
市
民
の
権
利
宣
言
」
で
は
な
く
、
「
人
間
お
よ
び
市
民
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
宣
言
」
と
し
て
、
「
義
務
」
が
付
け
加
っ
た
宣
言
を
有
し
て

い
る
。

論

教
育
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
「
権
利
お
よ
び
義
務
の
宣
言
」
の
中
に
は
な
く
、
憲
法
本
文
の
第
一

O
篇
「
公
教
育
」

(
F
2
2
3
0ロ
吉
区

5
5〉

と
し
て
置
か
れ
て
い
る
。

ま
、
ず
第
二
九
六
条
は
、
一
共
和
国
に
、

生
徒
が
読
み
書
き
、
算
術
お
よ
び
道
徳
の
基
礎
を
学
習
す
る
小
学
校
を
設
置
す
る
。
共
和
国
は
、

小
学
校
に
奉
職
す
る
教
員
の
住
宅
費
を
支
給
す
る
こ
と
規
定
し
て
公
教
育
の
原
則
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
で
は
、
教
育
に

対
す
る
国
の
義
務
、
共
和
国
の
市
民
を
養
成
す
る
国
民
教
育
と
い
っ
た
そ
れ
ま
で
大
革
命
の
成
果
と
し
で
あ
っ
た
も
の
を
放
棄
し
て
お

り
、
国
は
教
員
の
「
住
宅
費
」
の
み
を
支
給
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
教
育
費
は
親
が
支
払
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

上
級
段
階
の
教
育
は
、
「
共
和
国
の
各
地
域
に
、
小
学
校
よ
り
上
級
の
学
校
を
設
置
し
、
そ
の
数
は
少
く
と
も
二
県
に
一
の
割
合
に
な
る
。
」

(
第
二
九
七
条
)
、
「
共
和
国
全
土
に
、
発
見
を
奨
励
し
、
技
術
お
よ
び
科
学
を
完
成
す
る
任
務
を
持
っ
た
一
の
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
を

設
け
る
。
」
(
第
二
九
八
条
)
と
な
っ
て
い
る
。
各
教
育
段
階
の
関
係
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
と
は
対
照
的
に
、
「
各
種
の
公
教
育
施
設
は
、

互
い
に
い
か
な
る
従
属
関
係
も
持
た
ず
、
行
政
的
連
絡
も
持
た
な
い
。
」
(
第
二
九
九
条
)
と
な
っ
て
い
る
。

私
立
学
校
開
設
の
自
由
は
、
「
市
民
は
、
私
立
の
教
育
施
設
、
な
ら
び
に
科
学
、
文
芸
お
よ
び
芸
術
の
進
歩
に
協
力
す
る
た
め
の
自
由
な

学
会
を
開
設
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」
(
第
三

O
O条
)
と
し
て
、
憲
法
上
の
承
認
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
を
持
っ
た
「
公
教
育
」
に
関
す
る
規
定
は
、
共
和
三
年
憲
法
の
目
的
と
し
た
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
大
革
命
に
よ
り

彼
等
が
手
に
入
れ
た
特
権
の
平
和
的
な
一
享
受
を
確
保
さ
せ
る
必
要
性
を
具
体
化
す
る
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

ド
ヌ
ヮ
法
(
共
和
四
年
霧
月
三
日
法
)
の
制
定
お
よ
び
適
用

(イ)

ド
ヌ
ゥ
報
告
お
よ
び
デ
ク
レ
案
の
提
出
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活
躍
者
受
毒
事
彊
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司
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e
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前
述
し
た
よ
う
に
ラ
カ
ナ
ル
法
は
適
用
に
あ
た
っ
て
の
困
難
ぷ
遭
遇
し
た
の
で
、
公
教
育
委
員
会
は
国
民
公
会
に
対
し
て
、
小
学
校
法

の
迅
速
な
執
行
を
監
督
す
る
任
務
を
持
っ
た
議
会
の
代
表
を
各
県
に
派
遣
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、

一
七
九
五
年
四
月
七
日

(
共
和
三
年
芽
月
一
八
日
)
に
、
「
五
名
の
人
民
の
代
表
が
公
教
育
に
関
す
る
諸
法
律
の
迅
速
な
執
行
を
各
県
に
お
い
て
監
督
す
る
こ
と
を

内
容
と
す
る
デ
ク
レ
」
が
制
定
さ
れ
た
。
五
名
の
議
員
代
表
は
そ
れ
ぞ
れ
地
域
別
に
任
務
を
分
担
し
て
監
督
に
あ
た
っ
た
。
こ
れ
は
公
教

育
推
進
の
た
め
の
国
の
新
し
い
努
力
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
小
学
校
法
が
直
面
し
て
い
る
政
治
的
、
宗
教
的
、
財
政
的
次

元
の
走
大
な
困
難
を
解
決
す
る
の
に
は
無
力
で
あ
っ
た
。
国
民
公
会
は
こ
こ
で
再
び
、
共
和
二
年
霧
月
の
小
学
校
に
関
す
る
デ
ク
レ
を
改

正
す
る
代
り
に
、
学
校
政
策
を
変
更
し
て
新
し
い
立
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

共
和
三
年
憲
法
制
定
後
約
二
ヶ
月
た
っ
た
一
七
九
五
年
一

O
月
一
五
日
(
共
和
四
年
議
萄
月
二
三
日
)
に
、

ド
ヌ
ゥ
は
、

一
一
人
委
員

け

会
お
よ
び
任
問
育
委
員
会
を
代
表
し
て
、
新
し
い
公
教
育
法
案
を
提
出
し
た
乙
国
民
公
会
で
朗
読
さ
れ
た
ド
ヌ
ゥ
の
報
告
の
要
点
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

フランスにおける教育の自白法理の形成

新
し
い
法
案
は
、
「
タ
レ
イ
ラ
ン
、

コ
ン
ド
ル
セ
お
よ
び
他
の
数
名
の
著
作
家
の
名
」
に
お
い
て
、
「
彼
等
の
拡
散
し
て
い
た
思
想
を
集
め
、

そ
れ
ら
を
共
和
主
義
憲
法
の
諸
原
則
に
連
結
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

腕
か
ら
引
き
離
し
、
教
育
の
福
利
を
厳
し
い
隷
属
に
し
、
自
然
の
最
も
優
し
い
義
務
、 ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
に
つ
い
て
は
、
「
子
供
を
そ
の
父
親
の

父
性
の
最
も
聖
な
る
職
務
を
自
分
自
身
で
果
す
こ

と
を
な
し
得
か
っ
し
よ
う
と
望
む
両
親
を
牢
獄
と
死
で
脅
か
す
野
蛮
な
条
項
に
よ
っ
て
、
そ
の
馬
鹿
げ
た
専
政
の
刻
印
を
押
す
秘
密
を
見

い
出
し
た
」
と
し
て
排
斥
し
て
い
る
。

ド
ヌ
ゥ
に
よ
る
と
、
新
し
い
法
案
の
観
念
は
ロ
ベ
ス
ピ
ェ

l
ル
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
「
我
々
は
、
ま
ず
、
諸
君
に
案
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
法
律
の
自
然
的
限
界
は
何
か
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
し
て
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
限
界
を
憲
法
が
諸
君
に
遵

守
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
個
人
的
権
利
♀

5
5
5
e己
門
吉
己
る
の
中
に
見
い
出
し
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
的
権
利
は
、
家
庭
教
育
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、

説

の
自
由
、
私
立
学
校
の
自
由
お
よ
び
教
育
方
法
の
自
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
、
家
庭
教
育
の
自
由

(
E
Z
1臥
仏
、
邑
5
2
5ロ
色
。
1

5
2
z
g
)私
立
教
育
施
設
の
自
由

(
5
2
h
仏
g
h
g
Z
2
5
2
g
官
三
2-F巾
同
国
内

2
2
2
2
5ロ
)
を
考
え
、
教
育
方
法
の
自
由

2
Z
H同情

門

-
2
5公
y
a
2
5
2
2
2
2巾
与
を
付
け
加
え
た
。
と
い
う
の
は
、
人
聞
の
能
力
を
伸
ば
す
技
術
に
お
い
て
、
法
律
が
全
く
近
寄
る
こ
と

の
で
き
な
い
殆
ん
ど
無
限
の
数
を
持
っ
た
隠
れ
た
詳
細
な
部
分
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
、
そ
の
極
端
な
微
妙
さ
の
中
、

論

敢
え
て
云
え
ば
立
法
者
の
用
語
が
未
だ
表
現
方
法
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
で
は
な
い
し
、
単
に
、
こ
れ
ら
の
詳
細
な
部
分
に
対
し
て

教
師
が
忠
実
で
あ
る
か
ま
た
は
無
視
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
余
り
に
少
な
い
こ
と
が
常
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
法
律
が

そ
の
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
こ
と
を
命
令
す
る
こ
と
は
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
、
熟

練
し
た
官
吏
の
掌
中
で
毎
日
の
経
験
に
よ
っ
て
改
善
を
な
し
得
る
教
育
方
法
を
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
承
認
し
て
決
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
教
育
方
法
の
自
由
が
認
め
ら
れ
、
教
育
方
法
を
立
法
で
決
め
る
こ
と
は
教
育
と
い
う
性
質
上
不
可
能
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

法
案
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
ド
ヌ
ゥ
の
報
告
の
中
で
注
目
す
べ
き
点
の
一
つ
は
、
小
学
校
お
よ
び
中
央
学
校
の
成
功
は
、
「
教
師
の

良
い
選
択
、
政
府
の
配
慮
お
よ
び
教
科
書
の
作
成
」
に
特
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
立
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
に

つ
い
て
は
、
そ
の
計
画
は
タ
レ
イ
ラ
ン
お
よ
び
コ
ン
ド
ル
セ
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
七
九
五
年
一

O
月
二
五
日
(
共
和
四
年
霧
月
三
日
)
に
、
公
教
育
の
組
織
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
ド
ヌ
ゥ
法
が
国

民
公
会
で
可
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

(
1
)
河
合
ヨ
胃
E
E
C口
仏
ω
て
〉
ロ
円
庁
三
宮
O口
広

OCH-
同

-

N
ナ
唱
・

-
g
w
M巾

no--U
】
)
ロ
耳
門
岡
田
♂

(vo--巾
♀

5
ロ
円
D
目
立
市
宮
内
回
a
-
C
E
-
-
:
-
w
O司
-
n
-
7
丹・

〈
口
戸
司
-
U
N
・

(
2
)
冨
・

0
S
S
E
-
O司・

2
7
司・

3
口・
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(
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以
下
、
ド
ヌ
ワ
の
報
告
は
、
F
向。ロ
M
Z
E
F
丹
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N
m
w

宅
-
N
日
l
M
g
-
N
E
l
M
竺
-

HrF仏
・
同

y
ω
日

ω

7功

ド
ヌ
ヮ
法
の
内
容

一
七
九
五
年
一

O
月
二
五
日
(
共
和
四
年
霧
月
三
日
)
の
「
公
教
育
の
組
織
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

=
日
可
E片
山
。
ロ
切
口

σ忠
告
巾
)
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

(
円
)
今
月
同
印
戸
同
円
。
同
関
白
ロ
仲
田
即
位
。
ロ
仏
巾

第
一
の
特
色
は
、
実
定
法
と
し
て
始
め
て
全
教
育
段
階
を
公
教
育
と
し
て
組
織
化
す
る
こ
と
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
「
小
学
校
」

(hg-2

℃巳

HUE-HgX第
一
章
)
、
「
中
央
学
校
」
(
臥

g
-
g
B
E
E
-
g
X第
二
章
)
、
「
専
門
学
校
」

(hg-g
省
公
正

g)(第
三
章
〉
、
「
国
立
学
術
ア
ン
ス

け

テ
ィ
チ
ュ
」

Q
B
E
E
S同
5
5
-
r印
閉

門

広

5
2
2
仏
巾
回
同
立
与
(
第
四
章
〉
で
あ
る
。
小
学
校
は
、
「
共
和
国
の
各
カ
ン
ト
ン
に
一
-
ま
た

は
複
数
の
小
学
校
が
設
置
さ
れ
る
」
〈
第
一
章
第
一
条
)
の
で
あ
り
、
小
学
校
と
人
口
数
と
の
割
合
は
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
中
央

学
校
は
、
中
等
お
よ
び
高
等
段
階
の
教
育
を
行
な
う
も
の
で
、
各
県
に
一
つ
設
置
さ
れ
る
(
第
二
章
第
一
条
〉
。
中
央
学
校
は
三
つ
の
部
門
に

一
二
才
以
上
の
生
徒
に
対
し
て
製
図
、
自
然
史
、
古
語
お
よ
び
現
代
語
を
教
え
、
第
二
部
門
は
、

才ランスにおける教育の自由法理の形成

分
か
れ
、
第
一
部
門
は
、

の
生
徒
に
対
し
て
数
学
の
基
本
、
実
験
物
理
お
よ
び
化
学
を
教
え
、
第
三
部
門
は
、

一
四
才
以
上

一
六
才
以
上
の
生
徒
に
対
し
て
一
般
文
法
、
文
学
、

歴
史
お
よ
び
法
律
を
教
え
る
(
第
二
章
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
)
。
な
お
、
中
央
学
校
に
つ
い
て
は
、
ラ
カ
ナ
ル
に
よ
っ
て
一
七
九
五
年
二

月
二
五
日
(
共
和
三
年
風
月
七
日
)
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
す
で
に
設
置
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
専
門
学
校
は
旧
大
学
学
部
に
対
応
し
、
国

立
学
術
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
は
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
の
再
生
で
あ
る
。

第
二
の
特
色
は
、
小
学
校
が
無
償
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
共
和
三
年
憲
法
第
二
九
六
条
の
規
定
の
具
体
化
で
あ
る
。

「
小
学
校
の
教
員
は
そ
の
各
々
の
生
徒
か
ら
、
県
行
政
庁
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
年
給
を
受
け
る
。
」
〈
第
一
章
第
八
条
)
の
で
あ
る
。
た

だ
し
生
活
困
窮
の
場
合
に
は
、
各
小
学
校
の
生
徒
の
四
分
の
一
が
授
業
料
を
免
除
さ
れ
る
(
同
第
九
条
)
の
で
あ
る
。
教
員
は
、
教
室
お
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説

よ
び
住
宅
兼
用
の
建
物
を
国
か
ら
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
(
同
第
六
条
)
。
小
学
校
へ
の
就
学
義
務
も
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。

第
三
の
特
色
は
、
小
学
校
の
教
育
内
容
が
簡
単
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
各
法
案
に
あ
っ
た
人
権
宣
言
や
憲
法
の
明
示
が

論

な
く
な
り
、
共
和
三
年
憲
法
第
二
九
六
条
の
規
定
を
受
け
て
、
「
読
み
書
き
、
算
術
お
よ
び
共
和
主
義
道
徳
の
基
礎
」
(
第
一
章
第
五
条
)
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
の
特
色
は
、
公
教
育
機
関
の
監
督
に
つ
い
て
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
上
級
教
育
機
関
に
よ
る
下
級
機

関
の
監
督
と
い
う
方
式
が
否
定
さ
れ
て
、
地
方
自
治
体
の
行
政
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
共
和
三
年
憲
法
第
二
九
九

条
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
市
町
村
行
政
庁
が
小
学
校
を
直
接
監
督
し
、
法
律
お
よ
び
上
級
行
政
庁
の
命
令
の
執
行
を
維
持
す
る
」

(
第
一
章
第
一
一
条
)
の
で
あ
る
。
教
師
の
任
命
に
つ
い
て
も
、
小
学
校
の
教
員
は
、
県
行
政
庁
よ
り
任
命
さ
れ
た
三
名
の
メ
ン
バ
ー
に

よ
り
構
成
さ
れ
た
教
育
審
査
委
員
会

(
y
q
仏、

5
2
2
2
cロ
)
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
、
県
行
政
庁
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
(
第
一
章
第
三
条
)
。

中
央
学
校
の
教
授
も
、
教
育
審
査
委
員
会
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
選
任
さ
れ
る
(
第
二
章
第
五
条
)
。
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
法
律
お
よ
び
法
案

に
あ
っ
た
家
父
の
教
育
行
政
へ
の
参
加
権
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

第
五
の
特
色
は
、
「
教
育
の
自
由
」
の
明
文
規
定
は
な
い
が
、
共
和
一
二
年
憲
法
第
一
二

O
O条
で
の
明
文
の
承
認
を
前
提
と
し
て
い
る
。
「
教

育
の
自
由
」
の
具
体
的
内
容
は
、
前
述
の
よ
う
に
ド
ヌ
ゥ
の
報
告
に
あ
っ
た
「
家
庭
教
育
の
自
由
」
、
「
学
校
開
設
の
自
由
」
お
よ
び
「
教

育
方
法
の
自
由
し
で
あ
る
。

以
上
五
点
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
き
た
ド
ヌ
ゥ
法
は
、
革
命
期
の
公
教
育
立
法
の
最
後
を
飾
る
立
法
と
し
て
、
公
教
育
の
非
宗
教
性
と

共
和
主
義
教
育
、
教
育
の
自
由
を
維
持
す
る
点
に
お
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
遺
産
を
承
継
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
革
命

期
の
公
教
育
理
念
の
基
本
と
し
て
存
し
て
い
た
教
育
の
義
務
性
お
よ
び
と
り
わ
け
無
償
性
が
否
定
さ
れ
、
教
育
の
行
政
か
ら
の
独
立
が
な

く
な
っ
た
こ
と
は
、
革
命
の
大
き
な
後
退
で
あ
る
。
こ
れ
は
テ
ル
ミ
ド
l
ル
の
反
動
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
権
力
掌
握
に
対
応
す
る
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¥1 

も
の
で
、
万
人
に
平
等
の
教
育
と
い
う
理
念
が
破
れ
、
教
育
が
一
部
の
有
産
者
に
し
か
利
用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ

る。〆【、〆「

2 1 
、ーノ ¥ーノ

ド
ヌ
ウ
法
の
正
文
は
、
。
5
q四
回
。
ァ
。
。
一
-
0
2
5コ
8
5立命件。
ι
F
E
M
P
-
-
・:-w
同
-
〈
H
H
F
同

y
A
8
a
E
Z
-

H
『
戸
内
山
よ
司
・

ω由
。

同

m
E
F
4・

(ベ

ド
ヌ
ゥ
法
の
適
用

十4

ド
ヌ
ゥ
法
の
適
用
は
総
裁
政
府
下
に
行
な
わ
れ
た
。
総
裁
政
府
の
最
初
の
二
年
間
を
特
色
づ
け
る
の
は
、
公
立
小
学
校
の
瓦
解
と
私
立

学
校
の
発
展
で
あ
る
。
公
立
小
学
校
の
失
敗
の
原
因
は
ラ
カ
ナ
ル
法
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
政
治
的
、
宗
教
的
、
財
政
的
状
況
の
進

展
に
よ
り
富
市
態
は
一
層
悪
化
し
た
。
基
本
的
な
問
題
は
教
員
の
不
足
に
あ
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
教
師
は
依
然
と
し
て
共

和
国
の
教
育
に
協
力
す
る
こ
と
を
拒
否
し
続
け
た
。
共
和
三
年
よ
り
一
一
層
教
員
の
状
態
を
悪
く
し
た
の
は
、
報
酬
が
そ
れ
ま
で
固
定
給
だ

フランスにおける教育の自由法理の形成

っ
た
の
が
、

ド
ヌ
ゥ
法
に
よ
っ
て
生
徒
の
授
業
料
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
教
員
に
は
他
の
生
計
手
段
を
見
い
出
し
得
な
か
っ
た
若

ま
た
教
師
職
は
全
体
と
し
て
い
か
な
る
社
会
的
評
価
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

者
だ
け
が
教
育
の
織
を
選
び
、

教
育
内
容
が
「
読
み
書
き
、
算
術
、
共
和
主
義
道
徳
の
基
礎
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
小
学
校
と
中
央
学
校
の
教
育
の
聞
に
連

続
性
を
欠
き
、
「
読
み
書
き
、
算
術
」
を
学
ん
だ
子
供
は
中
央
学
校
の
勉
強
に
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
不
満
に
思
っ
て
い
た
。

ま
た
、
公
立
小
学
校
で
教
え
ら
れ
る
「
共
和
主
義
道
徳
」
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
親
と
り
わ
け
教
会
か
ら
の
反
対
を
受
け
た
。
競
争
試
験
で

選
択
さ
れ
て
公
立
小
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
は
、
著
し
く
共
和
主
義
的
で
あ
り
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
を
含
む
も
の
で

あ
っ
た
た
め
に
、
教
会
は
特
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
ラ
カ
ナ
ル
法
下
で
始
っ
た
私
立
学
校
の
再
生
は
、
共
和
三
年
憲
法
に
よ
る
憲
法
上
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
発
展
し

北法23(2・131)333
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た
。
私
立
学
校
で
は
「
読
み
書
き
、
算
術
」
の
他
に
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
が
行
な
わ
れ
、
「
新
旧
約
聖
書
」
、
「
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
」
、
「
教

区
教
理
問
答
」
が
教
科
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
多
く
の
親
は
子
供
を
公
立
学
校
に
就
学
さ
せ
ず
に
、
私
立
学
校
へ
や
り
、
そ
の
結
果
、

論

公
立
学
校
で
は
殆
ん
ど
生
徒
が
集
ま
ら
な
か
っ
た
。

私
立
学
校
を
規
制
す
る
法
律
が
な
い
こ
と
か
ら
、
共
和
六
年
に
な
っ
て
立
法
府
は
私
立
学
校
の
問
題
に
取
り
組
み
始
め
た
。

年
一

O
月
三
日
(
共
和
六
年
葡
萄
月
一
二
日
)
の
五
百
入
院
(
。
。

5
2
-
ι
g
Cロ
ρ
l
(
U
g
g
)
の
会
議
で
、
シ
ャ
ザ
ル
(
の

Z
E
C
は
、
「
共
和

一
七
九
七

国
の
憎
悪
の
中
に
お
い
て
市
民
の
子
供
が
教
育
さ
れ
る
学
校
を
告
発
し
、
共
和
国
お
よ
び
そ
の
法
律
へ
の
愛
を
表
明
し
な
い
教
員
を
永
久

に
追
放
す
る
こ
と
を
要
求
〕
し
た
。
つ
い
で
、

リ
ュ
ミ
ネ
門
戸
口
日
百
田
仲
間
〉
が

五
百
入
院
で
、
一
ー
公
立
お
よ
び
私
立
学
校
に
適
用
さ
れ
る
監
督
措
置
に
関
す
る
」
報
告
を
行
な
い
、
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
の
規
定

一
七
九
八
年
一
月
一
七
日
(
共
和
六
年
雪
月
二
八
日
)
に
、

の
中
で
特
に
議
会
に
お
い
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
未
婚
ま
た
は
配
偶
者
を
失
っ
た
者
は
教
員
お
よ
び
学
校
長
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
す
る
一
条
で
あ
る
c

反
対
論
者
の
理
由
は
、
「
こ
の
措
置
が
と
り
わ
け
司
祭
に
害
を
与
え
る
」
こ
と
で
あ
り
よ
自
由
お
よ
び
政
治
に
反
し

て
憲
法
違
反
で
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
〉
。
賛
否
両
論
の
中
で
結
局
、
法
案
の
議
決
延
期
が
要
求
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
未
婚
者
お
よ
び
配
偶
者

を
失
っ
た
者
を
教
育
界
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
聖
職
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
が
議
会
で
の
反
対
を
招
い
た
の
で

あ
る
。総
裁
政
府
の
レ
ベ
ル
で
は
私
立
学
校
を
規
制
し
、
公
立
学
校
を
発
展
さ
せ
る
た
め
次
の
措
慣
が
と
ら
れ
た
。
ま
ず
、
一
七
九
七
年
一
一

月
一
七
日
(
共
和
六
年
霧
月
二
七
日
)
の
「
公
教
育
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
内
容
と
す
る
執
行
総
裁
政
府
の
ア
レ
吋
」
は
、
公
職

へ
の
候
補
者
に
公
立
学
校
修
了
を
義
務
づ
け
た
。
ま
た
二
七
九
八
年
二
月
五
日
(
共
和
六
年
雨
月
一
七
日
)
の
「
私
立
学
校
、
教
育
学
寮

お
よ
び
寄
宿
学
校
の
監
督
を
内
容
と
す
る
執
行
総
裁
政
府
の
ア
レ
テ
ピ
は
、
共
和
三
年
憲
法
第
三
五
六
条
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
へ
の

監
督
義
務
に
基
づ
い
て
、
市
町
村
行
政
庁
に
対
し
て
、
月
に
少
く
と
も
一
度
私
立
学
校
を
不
意
に
訪
問
し
て
、
「
初
等
教
育
の
基
礎
と
し
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.す
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て
、
人
権
、
憲
法
お
よ
び
国
民
公
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
教
科
書
」
を
生
徒
に
使
用
さ
せ
て
い
る
か
否
か
等
の
監
督
措
置
を
と
る
こ
と

を
義
務
づ
け
た
。

こ
の
よ
う
な
措
置
に
よ
っ
て
、
公
立
学
校
の
生
徒
数
が
若
干
増
え
、
私
立
学
校
の
生
徒
数
が
若
干
減
り
は
し
た
が
、
両
者
の
聞
の
不
均

衡
は
依
然
と
し
て
巨
大
で
あ
り
、
結
果
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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第
一
章
の
ま
と
め

第
一
章
で
検
討
を
加
え
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
憲
法
、
法
令
お
よ
び
公
教
育
計
画
を
ま
と
め
た
一
覧
表
が
別
表
で
あ
る
。
革
命
期
の
め

第
四
節

ぐ
る
ま
し
い
政
治
、
経
済
、
社
会
状
況
の
変
遷
の
下
で
、
多
く
の
公
教
育
計
画
は
案
の
ま
ま
に
と
ど
ま
り
、
他
の
も
の
は
法
令
と
し
て
議

会
で
可
決
さ
れ
て
も
施
行
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
実
定
法
と
し
て
制
定
か
つ
施
行
さ
れ
た
の
は
、
プ
キ
エ
法
制
、
ラ
カ
ナ
ル
法
制
、
ド
ヌ
ゥ

法
M
W
の
三
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
れ
ら
三
つ
の
法
律
も
短
期
間
し
か
適
用
さ
れ
ず
、
そ
の
適
用
の
結
果
も
成
功
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
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説

そ
こ
で
、
短
期
的
に
み
れ
ば
革
命
期
の
公
教
育
作
業
は
失
敗
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
革
命
期
に
お

論

い
て
公
教
育
の
原
則
に
つ
い
て
極
め
て
多
種
多
彩
な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
こ
の
公
教
育
の
原
則
が
そ
こ
で
理
論
的
に
は
ほ
ぼ
確
立
さ
れ

て
、
そ
の
後
の
歴
史
的
展
開
の
基
礎
と
な
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
公
教
育
計
画
も
理
論
的
な
破
綻
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
と
い

う
の
で
は
な
く
、
政
治
権
力
状
況
の
変
化
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
変
転
し
、
実
定
法
の
適
用
を
阻
害
し
た
の
も
、
財
政
事
情
、
教
会
の
抵

抗
、
と
り
わ
け
教
師
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
革
命
期
の
最
後
に
制
定
さ
れ
た
ド
ヌ
ヮ
法
は
革
命
期
の
公
教
育
の
原
則
を
か
な
り
後

退
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
の
反
動
に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
権
力
掌
援
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

付

革
命
期
に
確
立
さ
れ
た
公
教
育
の
原
則
の
内
容

モイ)

公
教
育
の
原
則
の
確
立

国
民
公
会
の
構
成
は
、
右
翼
の
ジ
ロ
ン
ド
派
、
左
翼
の
モ
ン
タ

l
ニ
ュ
派
お
よ
び
中
間
の
平
原
派
に
大
別
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
、
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
刷
、
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
帥
お
よ
び
シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
計
画
帥
に
対
応
し
て
お
り
、
革
命
期
の
諸
公
教
育

計
画
は
、
こ
れ
ら
一
二
つ
の
計
画
に
典
型
的
に
分
類
で
き
る
。

こ
れ
ら
三
つ
の
公
教
育
計
画
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
社
会
に
お
け
る
教
育
の
任
務
の
重
要
性
の
認
識
に
立
っ
て
、
無
償
の
公
教
育
と

り
わ
け
小
学
校
教
育
を
樹
立
し
て
、
非
宗
教
的
な
共
和
国
教
育
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
無
償
の
公
教
育
の
原
則
は
、
憲
法
上
は
、

九
一
年
憲
法

ω、
ジ
ロ
ン
ド
憲
法
草
案
明
、
一
七
九
三
年
憲
法
例
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
お
り
、
小
学
校
の
無
償
に
つ
い
て
は
、
ド
ヌ
ゥ

法
を
例
外
に
す
れ
ば
、
他
の
公
教
育
計
画
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
点
に
つ
い
て
一
致
し
て
い
る
。
教
科
書
の
競
争
試
験
は
実
定
法
化
帥
さ
れ

た
。
つ
ま
り
、
革
命
期
に
確
立
さ
れ
た
公
教
育
の
原
則
は
、

ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
下
の
教
会
に
よ
る
教
育
の
独
占
を
排
除
し
て
、
公

立
学
校
に
よ
る
公
教
育
を
組
織
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

tロ)

主
要
三
公
教
育
計
画
の
特
色
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公
教
育
の
原
則
の
大
枠
の
中
で
の
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
公
教
育
計
画
そ
れ
ぞ
れ
が
特
色
を
も
っ
て
、
歴
史
に
そ
の
足
跡

を
残
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
第
一
に
、

ジ
ロ
ン
ド
派
の
コ
ン
ド
ル
セ
計
画

ωは
、
何
よ
り
も
ま
ず
公
教
育
の
自
由
に
力
点
を
置
き
、
自
由
主
義
的
色
彩
が
強
い

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
思
想
の
自
由
の
尊
重
か
ら
公
教
育
を
「
知
育
」
に
限
定
し
て
「
訓
育
」
を
家
庭
に
委
ね
、
真
理
教
育
か
ら
人

権
と
し
て
の
公
教
育
の
執
行
権
か
ら
の
独
立
を
は
か
り
、
国
立
学
術
院
を
頂
点
と
す
る
上
級
教
育
機
関
に
よ
る
下
級
機
関
の
監
督
に
よ
っ

て
公
教
育
の
管
理
を
行
な
い
、
最
終
的
に
は
、
教
育
を
「
す
べ
て
の
権
力
の
う
ち
で
最
も
腐
敗
す
る
こ
と
が
少
な
く
」
、
「
知
力
の
進
歩
を

阻
害
す
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
」
議
会
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
教
育
の
自
由
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ン
テ

ナ
ス
案

ωは
そ
の
小
学
校
部
分
で
あ
り
、

け

一
第
二
に
、

ロ
ン
ム
計
画

ωは
基
本
的
に
は
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

モ
ン
タ
l

ニ
ュ
派
の
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
帥
は
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画
と
は
対
照
的
に
共
和
国
の
平
等
教
育
を
強
調
す
る
も
の
で

yランスにおける教育の自由法理の形成

あ
る
。
平
等
数
育
は
「
訓
育
」
を
内
容
と
し
、
学
寮
で
「
同
一
の
食
事
、
同
一
の
衣
服
」
ま
で
支
給
さ
れ
る
完
全
に
無
償
の
教
育
が
義
務

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
憲
法
は
、
人
権
と
し
て
「
共
通
教
育
」
を
す
べ
て
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
保
障
し
、

は
、
す
べ
て
の
子
供
に
「
国
民
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ル
ベ
ル
チ
エ
計
画

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
計
画
帥
は
、
公
教
育
を
初
等
教
育
に
限
定
し
、
親
の
子
供
を
養
育
す
る
自
然
権
の
尊
重
か
ら
私
立

学
校
の
自
由
を
強
調
す
る
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
や
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
の
よ
う
に
あ
る
原
則
を
基
礎
に
し

第
三
に
、

て
公
教
育
を
体
系
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
中
間
派
と
し
て
の
政
治
的
立
場
が
示
す
よ
う
に
現
実
と
の
対
応
を
重
視
し
て
い
る
。

事
実
、
国
民
学
校
を
監
督
す
る
任
務
を
持
っ
た
中
央
公
教
育
委
員
会
が
、
原
案
で
は
「
執
行
府
」
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の

が
、
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
の
反
対
に
会
っ
て
「
立
法
府
」
に
従
属
す
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
原
則
的
な
立
場
の
不
明
確
性
を
物

語
っ
て
い
る
。
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説

実
定
三
公
教
育
法
の
特
色

Qヲ第
一
の
プ
キ
エ
法
帥
は
、

モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
政
権
下
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
公
教
育
の
義
務
性
の
承
認
に
お
い
て
ル
ペ
ル
チ
エ
計

論

画
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
平
原
派
の
影
響
に
よ
り
市
民
の
学
校
開
設
の
自
由
を
承
認
し
、
公
教
育
の
監
督
も
市
町
村
庁
と

両
親
の
両
方
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
な
ど
、
全
体
と
し
て
モ
ン
タ
l
ニ
ュ
派
と
平
原
派
と
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
。

第
二
の
ラ
カ
ナ
ル
法
帥
は
、
シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ
ル
計
画
の
再
生
で
あ
る
が
、
テ
ル
ミ
ド

l
ル
期
の
初
め
に
制
定
さ
れ
た
た
め
に
、
モ

ン
タ

l

ニ
ユ
派
の
影
響
も
残
り
、
就
学
義
務
は
そ
の
未
修
了
者
を
公
職
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
認
め
ら
れ
た
が
、
公
立

小
学
校
と
私
立
小
学
校
と
の
並
存
に
つ
い
て
は
、
公
立
学
校
を
無
に
す
る
と
主
張
す
る
モ
ン
タ

l
ニ
ュ
派
最
後
の
抵
抗
は
退
け
ら
れ
た
。

第
三
の
ド
ヌ
ゥ
法
伸
は
、
テ
ル
ミ
ド

i
ル
反
動
に
よ
っ
て
支
配
権
を
確
立
し
た
プ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
共
和
三
年
憲
法
を
具
体

化
し
た
も
の
で
あ
る
。
革
命
期
の
公
教
育
理
念
の
基
本
に
あ
っ
た
教
育
の
無
償
性
が
否
定
さ
れ
、
教
育
の
行
政
か
ら
の
独
立
が
な
く
な
っ

た
点
に
お
い
て
、
革
命
の
大
き
な
後
退
で
あ
る
が
、
共
和
主
義
教
育
と
公
教
育
の
非
宗
教
性
、
教
育
の
自
由
と
り
わ
け
「
教
育
方
法
の
自

由
」
を
前
提
に
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
、
革
命
期
の
公
教
育
計
画
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

(斗

諸
権
利
主
体
に
よ
っ
て
分
類
し
た
教
育
の
自
由
の
内
容

教
育
の
自
由
の
主
体
と
し
て
、
革
命
期
に
は
、
親
、
教
師
、
国
民
お
よ
び
子
供
が
で
て
く
る
。
こ
の
四
者
の
権
利
は
互
い
に
密
接
な
関

係
を
持
っ
て
お
り
、
複
合
的
な
関
係
に
あ
る
。

Gイ)

親
の
教
育
の
自
由

ル
ペ
ル
チ
エ
計
画
叫
に
あ
っ
た
「
子
供
は
共
和
国
に
属
す
る
」
と
い
う
考
え
方
を
除
く
と
、
他
の
計
画
は
多
か
れ
少
か
れ
自
然
か
ら
与

え
ら
れ
た
い
わ
ば
自
然
権
と
し
て
の
続
の
子
供
を
教
育
す
る
権
利
を
承
認
し
て
い
列
。
親
の
子
供
を
教
育
す
る
権
利
は
、
第
一
に
、
教
師

を
選
任
す
る
権
利
、
第
二
に
、
学
校
の
管
理
へ
参
加
す
る
権
利
、
第
三
に
、
教
師
(
学
校
)
を
選
択
す
る
権
利
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
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る。
第
一
の
教
師
を
選
択
す
る
権
利
は
、
小
学
校
段
階
の
教
員
の
選
任
に
つ
い
て
、
親
が
「
家
父
集
会
」
と
い
う
団
体
を
構
成
し
て
、

の
機
関
よ
り
提
出
さ
れ
た
教
員
適
格
者
名
簿
か
ら
教
員
を
選
任
す
る
(
コ
ン
ド
ル
セ
計
画

ω、
ロ
ン
ム
計
画
刷
、

ロ
ン
ム
小
学
校
法
倒
的
制
)

こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
学
校
の
管
理
へ
参
加
す
る
権
利
は
、
五
二
名
の
評
議
会
に
よ
る
初
等
教
育
施
設
の
管
理
(
ル
ベ
ル
チ
エ
計
画

ω制
〉
、
国
民
学
校

の
教
育
と
生
徒
の
行
為
と
授
業
の
監
督
(
ロ
ン
ム
小
学
校
法
帥
倒
)
、
市
町
村
庁
と
の
共
同
の
監
督
(
プ
キ
エ
法
伸
〉
で
あ
る
。

第
三
の
教
師
(
学
校
)
選
択
の
自
由
は
、
家
庭
の
思
想
の
自
由
、
宗
教
の
自
由
を
根
拠
に
し
、
私
立
学
校
開
設
の
自
由
に
結
び
つ
い
て

い
る
。

け

伺

教
師
の
教
育
の
自
由

フランスにおける教育の自由法理の形成

教
師
の
教
育
の
自
由
は
、
コ
ン
ド
ル
セ
計
画
に
最
も
典
型
的
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
第
一
に
、
執
行
権
か
ら
の
教
育
権
の
独

立
、
第
二
に
、
教
育
内
容
お
よ
び
教
育
方
法
の
自
由
、
第
三
に
、
学
校
開
設
の
自
由
で
あ
る
。

第
一
の
教
育
権
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
革
命
期
に
お
い
て
は
執
行
権
か
ら
の
独
立
を
意
味
し
、
最
終
的
に
立
法
権
に
従
属
す
る
こ
と
は

否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ミ
ラ
ボ
オ
計
画

ωが
人
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
執
政
官
に
公
教
育
を
従
属
さ
せ
、
コ
ン
ド
ル
セ
計
画

ω

が
上
級
教
育
機
関
に
よ
り
下
級
機
関
を
監
督
さ
せ
、

ロ
ン
ム
計
画
川
仰
が
執
行
権
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
、

シ
ェ
イ
エ
ス
リ
ラ
カ
ナ
ル
計
画

修
正
案
帥
倒
は
立
法
府
に
従
属
し
た
中
央
公
教
育
委
員
会
に
公
教
育
の
管
理
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

第
二
の
教
育
内
容
お
よ
び
方
法
の
自
由
は
、

い
ず
れ
の
公
教
育
計
画
も
、
初
等
教
育
に
つ
い
て
の
共
和
主
義
教
育
の
内
容
の
大
綱
を
法

律
で
定
め
、
そ
の
教
育
内
容
を
教
師
に
義
務
づ
け
る
教
科
書
を
市
民
の
競
争
試
験
に
付
し
て
議
会
が
選
定
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
そ

の
大
枠
の
中
で
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
し
、

コ
ン
ド
ル
セ
計
画

ωに
あ
っ
て
は
、
「
教
授
法
を
完
成
す
る
こ
と
」
が
国
立
学
術
院
の
任
務
に

一
定
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な
っ
て
い
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
計
画

ω、

論

第
三
の
学
校
開
設
の
自
由
(
家
庭
教
育
の
自
由
を
含
む
」
は
、
タ
レ
イ
ラ
ン
計
画

ω、

ル
計
画
帥
、
ル
ペ
ル
チ
エ
計
画
の
プ
ゥ
ル
ド
ン
修
正
案
帥
倒
お
よ
び
ダ
ン
ト
ン
提
案
制
刷
、
ブ
キ
エ
法
同
、
ラ
カ
ナ
ル
法
帥
、
ド
ヌ
ゥ
法

制
で
承
認
さ
れ
て
い
る
。
私
立
学
校
に
お
い
て
は
、
教
育
内
容
お
よ
び
方
法
は
全
く
自
由
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
エ
ス
H

ラ
カ
ナ

Pヲ

国
民
の
教
育
の
自
由

国
民
の
教
育
の
自
由
は
、
第
一
に
、
私
立
学
校
開
設
の
自
由
、
第
二
に
、
教
科
書
の
競
争
試
験
へ
の
応
募
帥
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。

FJ 

子
供
の
教
育
を
受
け
る
権
利

ル
ベ
ル
チ
エ
計
画
例
制
で
、
「
す
べ
て
の
子
供
は
国
民
教
育
を
受
け
る
権

利
を
有
し
」
て
い
る
こ
と
か
ら
、
親
の
子
供
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
引
き
出
し
て
い
る
〈
デ
ク
レ
案
コ
般
規
定
」
第
三
条
)
。
そ

子
供
の
教
育
を
受
け
る
権
利
を
明
文
で
承
認
し
て
い
る
の
は
、

の
他
子
供
の
就
学
義
務
を
課
し
た
の
は
ブ
キ
エ
法
帥
で
あ
る
。
公
教
育
の
無
償
性
は
少
く
と
も
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
ド
ヌ
ウ
法
悦
以
外

全
部
有
定
し
て
お
り
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
共
和
国
の
平
等
な
教
育
お
よ
び
教
育
の
機
会
均
等
を
子
供
に
保
障
す
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
。

(
1
)

サ
ニ
ヤ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
裁
に
子
供
を
教
育
す
る
自
由
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
親
権
と
い
う
も
の
が
子
供
の
利
益
に
お
い
て
の
み
行
使
さ
れ
る

こ
と
を
革
命
期
で
は
前
提
に
し
て
い
る

(
3・
ω
a
g
n
-
C
】金的
-aFO口
丘
三
一
。
含

F
E
Z
-
S
E
E
s
g
p
円
注
目
官
自
民

s
e
-、邑
E
Cロ

《

F
3
3
5
8
・。一

B
E円窓口
F

ロ
吋

ZEM--U吋
ア
同
》
・

2
0
)

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
親
の
権
利
は
家
庭
、
が
国
家
か
ら
独
立
し
た
自
然
的
結
社
で
あ

る
と
い
う
結
果
で
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
サ
ニ
ヤ
ツ
ク
に
よ
る
と
、
「
革
命
期
の
人
間
の
指
導
的
観
念
」
は
、
「
家
庭
を
何
よ
り
も
国
家
か
ら
独
立
し

て
、
政
治
団
体
と
同
様
に
自
由
と
平
等
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
一
の
結
社

(
E
3色
。
ろ
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
、
家
庭
が
唯
一

の
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
家
庭
を
特
権
的
な
結
社
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
「
箇
家
は
家
庭
に
最
小
限
度
し
か
介
入
し
な
い
」

公

E
P
-
司・

8
己
の
で
あ
る
。
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<別表>

フランプ革命期における憲法・法令および主要な公教育計画一覧表

一
寸
的
(
白
同
一

-
O
R
誕
#

く憲法制定議会>(1789年7月-1791年9月30日〕

げ)人権宣言第11条「思想、および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つ

である。」 同第1篇『憲法によって保障される基本規定Jrすべての市民に共
通で、教育のうちすべての人に不可欠の部分について無償の『公教育』が創設さ

れ、かつ、組織される。その施設は、王国の区分と結合された関係において段階

的に配置される。」

附国民教育案 iロ)国民教育が執行権ではなく、人民の選挙によって選任される執

政官に従属 lベ教える権利を商業の自由の一種として承認

iイ)小学校、地区学校、県学校、国立アンスティチュの4段階組織阿国王により

任命される公教育一般委員会による公教育の管理同小学校の無償性 同教科書

は競争試験に付され、国立アンスティチュの審査により国民議会が決定 明私立

学校の自由の承認

<立法議会>(1791年10月1日-1792年9月20日〕

{イ)小学校、中学校、ァγスティチュ、リセ、国立学術院の5段階組織同上位教

育機関による下位教育機関の監督川全教育段階の無償性 lニ)公教育の執行権か

らの独立と最終的には議会への従属附思想、の自由に根拠を有する人権の一種と

しての公教育の独立 (へi小学校教員は家父集会により、中学校教員は市町村総評

議会により選任 (トレト学校の教科書は競争試験に付すること l升「知育」への公

教育の限定(1))私立学校の自由の承認

<国民公会>(1792年9月21日-1795年10月26日〉

<ジロンド期〉

l コンド叶画の小学校部分

1791年憲法

1791年9月3日可決

(2) ミラボオ計画

死後1791年中に出版

タレイラン計画

1791年9月10日提出

コンドノレセ計画

1792年4月9日提出

ランテナス案

1792年12月12日提出

)
 

唱
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(3) 

μ) 

(5) 

主

蛍
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誕
缶
恒

e
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出
町
会
m
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-
K
¥
A
h
v
ト
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一一一叩計一一一一…一一……一一一一一一一一一一んーい

守
的
(
O
寸

-
-
N
)
的
目
巡
科

(ベ

iホ)

ば)小学校、中学校、アンステイチュ、リセの4段階組織(ロl全段階の無償性
執行権に対する公教育の独立同立法府が教育に関する人民の権利の擁護者

下級段階の教員は家父集会により選任

河)権利宣言第4条「すべての人聞は、自己の思想および自己の意見を表明すると

とが自由である。 J (ロl同23条「初等教育は、すべての者の必要であり、社会は
そのすべての構成員に等しくその義務を負っている。」

ロンム計画

ジロンド憲法草案

1793年2月15日提出

(6) 

(7) 

溺

司書

<モンターニュ劫〉

げi人権宣言第7条「出版の方法でまたはその他すべての方法てその思想、および意

見を表明する権利，平和に集会する権利，祭犯の自由な実行は、禁止することが

できない。」 阿同22条「教育はすべての者の必要である。社会は、そのすべて

の権限により公共的理性の進歩を助長し、教育をすべての市民の手の届くところ

に置かなければならない。」 川憲法本文 122条「普通教育」をすべてのフラン

ス人に憲法が保障すること。

1イ)公教育を国民学校で‘行なわれる初等教育のみに限定し、上級教育は私人に委ね

ること lロl私立学校の自由の承認川中央公教育委員会および視学局による国民

学校の管理 (ニj中央公教育委員会の執行府への従属

原案の叫について、中央公教育委員会で、立法府へ従属に修正

1イ)子供に国民教育(男子 5 才~12才、女子 5 才~11 才)を受ける権利を承認し、

親に就学義務を課すこと iロi公教育の完全な無償性 1ベ「訓育」を内容とするこ

と 同52名の親の評議会による国民教育の監督市教科書、教育方法を競争試験

に付し、国民公会が選定すること

lイ i共通教育を 7 才~14才の希望者に限定 lロi平等学寮および小学校は、家父の監
督の下に置かれること lベ教師および家庭の父親の審査を条件とする家庭教育の
自由の承認

小学校設置に関するテクレ

1793年5月30日可決

(8) 

モンターニュ憲法

1793年6月24日可決

(ll) シェイエス=ラカナノレ計画

(A) 原案 1793年6月26日提出

(9) 

(同修正案 1793年7月1日印刷!

帥 ノレベルチエ計画

(A) 原案 1793年7月13日朗読、同29日デ

クレ案として提出

プヮノレドン修正案

1793年8月1日提出
(B) 



lロl共通教育学寮への入寮任

d‘ 

iイi子供を共和国の費用で、養育する施設をつくること

意 1ベ私的教師による教育の自由の承認

中学校、アンステイチュ、リセの3段階の上級段階の公教育組織

iイ)初等児童学校、中等児童学校、青年学校の3段階組織 lロ)初等学校の無償性

"'1市民および人間としての権利義務、職業準備教育を教育内容とすることニ撒
科書を競争試験に付すること

初等学校の無償性

初等学校の教員の任命は、 「愛国心と良俗において秀れた知識人Jによって構成
された5名の委員会によって審査され、この委員会が教育適格者名簿を作成し
て、家父集会が任命すること

国民学校の監督については、教員と生徒の習俗と行為、授業に関しては家父が、

建物と物件については市町村庁が行なうこと

lイ)第1段階の教育の公教育化とその無償性 lロ)公教育の義務教育化と罰金による

その制裁川市民の学校開設の自由の承認同公教育の市町村庁および両親によ

る監督 lホlr人権、憲法、英雄的または有徳的行為一覧表」を教育内容とするこ
と 川向上の教育内容を競争試験に付され国民公会により選定された教科書によ

り拘束

ダントン提案

1793年8月13日可決、同年10月19日取
消

パリ県の請願に基づく 1793年9月15日の
デクレ、 9月15日可決、翌日目停止
共和2年霧月の諸デクレ(ロンム小学校

法〕

(A) 1793年10月21日の「公教育の組織およ
び市町村における初等学校の配置に関

するデクレ」

1793年10月26日の補足デクレ
1793年10月28日の「初等学校の配置
および教員の最初の任命に関するデク

レ」

1793年10月初日の「初等学校デクレ補
足デクレ」および「国民学校の監督に

ついてのデクレ」

プキエ法一1793年12月19日の「公教育の
組織に関するデクレ」

(c) 
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~ 

(B) 
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帥教科書に関する諸デクレ

同 1793年6月13日の「国民教育用教科書
作成のための競争試験開催に関するデ

クレJ
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1794年 1月28日の「公教育用著書のた

めの競争試験を命ずるデクレ」

1794年7月6日の「競争試験に付する

教科書審査委員会構成員を任命するデ

クレ」

(8) 

(c) 

経

d悪

<テルミドーノレ期>

ラカナノレ法ー1794年11月17日の「小学校 I iイドj、学校につき公立学校と私立学校の並存 lロi私立学校の自由の;忌認 1ベ公立小
に関するデクレJ 学校の無償性同就学義務については、公職よりの排除によって間接的に認めZ

こと l制教員の選任は人民により、ただし革命政府期は、ディストリクト行政庁

が任命した教育審査委員会によること トi人権宣言、憲法、共和主義道徳等の教

育内容を、国民公会によって作成された教科書によって教師に義務づけること

中央学校の設置

M 

憲法本文第10篇「公教育」

lイドj、学校(296条)、上級学校(297条)、国立アンステイチュ 098条)の設

置 iロIr各種の公教育施設は、互いにし、かなる従属関係も持たず、行政的連絡も
持たなL、J(299条〉 吋「市民は、私立の教育施設、ならびに科学、文芸およ

び芸術の進歩に協力するための自由な学会を開設する権利を有するJ( 300条)

lイi小学校、中央学校、専門学校、国立学術アンステイチュの4段階組織 (ロ)小学

校の無償性の廃止(ベ就学義務なし 同自治体行政庁による公教育の監督 I村教

育内容を「読み書き、算術および共和主義道徳の基礎Jに限定川教育の自由
(家庭教育の自由、学校開設の自由、教育方法の自由)の承認(ト)小学校教員の

選任は、教育審査委員会により審査し、県行政庁により任命、中央学校は教育審

査委員会によって審査、選任されること

1795年2月25日の「科学、文学および芸

術教育のための中央学校設置を内容とす

るテ'クレ」

共和3年憲法

1795年8月22日可決

ドヌワ法一1795年10月15日の「公教育の

組織に関するデクレ」
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